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は じ め に 

 

「市勢概要」は、柏崎市の状況を知っていただくため、行政が担当する事務事業を中心

として様々な分野や活動の中から、本市の現況をまとめたデータ集です。 

本書の内容については、「力強く 心地よいまち」を将来都市像とする「柏崎市第五次総

合計画」の施策の体系に合わせて、市政全般に対する資料的性格を持たせてあります。ま

た、できる限り最近の資料を基に編集しています。 

人口減少・少子高齢化の進行、厳しい財政状況など、地方自治を取り巻く社会経済環境

は日々、変化しています。市民の皆様と共に手を携えて、誰からも愛され、将来にわたっ

て住み続けたいと思われるまちをめざしていきたいと考えています。 

本書が、第五次総合計画の将来都市像を実現するためのまちづくりの基礎資料として、

市民の皆様から幅広く活用されることを願っています。 

 

 

令和４(２０２２)年３月 

 

柏崎市長 櫻 井 雅 浩 
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１  沿革  

第１節 柏崎のあゆみ 

本市は、三階節で名高い米山を始め、黒姫山、八石山、西山連峰の山々の懐に抱かれ、豊かな恵みを受け

つつ、福浦八景や砂丘地など変化に富んだ４２㎞の海岸線から佐渡島を望む風光明媚な地方都市である。 

歴史的には、縄文遺跡、国指定下谷地遺跡などの弥生遺跡、古代製鉄遺跡などが次々に発見され、人々の

生活・生産活動の跡が発掘されている。文献の上では、古代三島郡の郡衙が置かれたこと、「大同類従方」に

恵奈山薬の見えることなどから、古代にもすでに中央に知られていたことがわかる。 

また、「日本書紀」によれば、天智天皇即位７年（西暦６６８年）秋７月の条に「越の国から燃ゆる水燃ゆ

る土が朝廷に献上された」と記されており、この献上地こそ西山町妙法寺草生水の献上場とされている。 

中世、鎌倉時代には、佐橋庄、宇河庄、比角庄など現在の地名の元となる地名も見え、謡曲「柏崎」でも

知られる柏崎勝長の伝説から、日本海有数の港であったことが裏付けられる。 

室町時代になると、「回国雑記」、「北国紀行」、「梅花無尽蔵」などの中には柏崎を通り、旅をした中央の人

達による、柏崎の繁栄を記した記事も見える。 

室町の末期から戦国時代にかけては、琵琶島城の宇佐見氏、上条城の上条氏などとともに、上杉謙信の旗

下として厩橋（前橋）城にまで出兵した北条毛利氏の事跡が光る。この毛利氏は越後毛利といわれ、大江広

元の孫にあたり、毛利元就で知られる西国毛利氏の主家である。 

江戸時代に入ると、北国街道の宿場町、港など交通の要衝であったこと、新田開発が盛んに行われ米の生

産量も上がったこと、小千谷、十日町方面で生産された縮布を加工し、京阪、関東地方の富裕層へ行商した

ことなどにより、地域経済は豊かになり、縮商人による中央からの文化の移入も行われた。現在、コレクシ

ョンの町といわれる精神的風土は、この時築かれたものである。 

明治の初めには柏崎県が置かれ、県庁の所在地となった。明治になると数度の大火に見舞われたが、その

都度街並みを再建するとともに、土蔵造りの火防建築が建てられ、まちの新たな再生が行われた。 

明治３０(１８９７)年代には、宮川油田を始め、周辺地帯から石油が噴出したことにより、製油会社の設

立が相次ぎ、石油や資材の運搬により町は空前の活況を呈した。この成果が今日の機械金属工業発展の基礎

となり、関連企業の設立もあいまって、近代産業都市へと脱皮することに貢献したものである。 

昭和１５(１９４０)年、新潟県で５番目、全国で１６２番目の「市」として発足し、平成２７(２０１５)

年には市制施行７５周年を迎えた。発足以来、近隣町村を合併し、現在は柏崎刈羽圏域の中心都市の役割を

果たしている。道路、鉄道、港湾等の整備促進によって交通の要衝としての地位を確立し、原子力発電所の

建設とそれに伴う地域振興整備、北陸自動車道の全線開通、田尻工業団地の造成、ソフトパ－クの整備、新

潟産業大学・新潟工科大学の４年制大学の開学、東本町まちづくり事業、学園まちづくり事業など、大規模

なプロジェクトの推進により、本市を取り巻く地域環境は大きく飛躍し、変貌している。 

平成１２(２０００)年には地方分権一括法が施行され、それに伴って平成１５(２００３)年３月に「柏崎

市市民参加のまちづくり条例」を制定し、市民と行政が協働して、活力と潤いに満ちた都市づくりを推進し

ている。 

平成１７(２００５)年５月１日には刈羽郡高柳町及び同郡西山町と合併し、新たな取組を進めている。 

平成１９(２００７)年７月１６日には未曽有の大災害となった「新潟県中越沖地震」が発生し、市内全域

が甚大な被害を受けたが、全国からの温かい支援と市民の助け合いなどにより、震災からの復旧・復興は早

いスピードで進み、震災前以上の活力あるまちに向け、歩みを続けている。 

平成２９(２０１７)年度からは、「柏崎市第五次総合計画」をまちづくりの新たな指針として、「力強く 心

地よいまち」を将来都市像に掲げ、更なる発展を目指している。 
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第２節 市域の変遷 

本市は、明治２２(１８８９)年４月１日町制を施行以来、大正１３(１９２４)年８月大洲村及び下宿村を、

同１５(１９２６)年９月に比角村、その後、昭和３(１９２８)年１２月に枇杷島村、同１５(１９４０)年４

月に鯨波村を合併し、同１５(１９４０)年７月１日に新潟県で５番目、全国で１６２番目の市制を施行した。

その後、更に近隣１４町村を編入し、平成１７(２００５)年５月１日には高柳町、西山町との合併を経て今

日に至っている。 

 

市制施行後における合併と旧市町村別面積                                                  （単位：㎞²） 

合併・編入年月日 合併・編入市町村 合併編入等面積 総面積 

 昭和 15 (1940). 7. 1 市制施行   

 昭和 23 (1948). 11. 1 西中通村の一部（悪田）を編入 0.81  

 昭和 25 (1950). 4. 1 上米山村を合併 24.94  

 昭和 26 (1951). 4. 1 
西中通村の大字春日を柏崎に編入 

柏崎市の大字比角村の一部を西中通村へ分譲 

－ 51.93 

 昭和 26 (1951). 4. 1 北鯖石村の一部（長浜・新田畑・田塚）を編入 1.29  

 昭和 29 (1954). 4. 1 西中通村を合併 8.99  

 昭和 29 (1954). 7. 5 荒浜村を合併 7.87  

 昭和 30 (1955). 2. 1 北鯖石村・田尻村・高田村を合併 44.39  

 昭和 31 (1956). 9. 30 
中通村の一部（大字矢田、吉井、曽地、花田、 

曽地新田、飯塚、小黒須、五十土、成成沢）を編入 

15.94 113.97 

 昭和 31 (1956). 12. 19 米山村を合併 28.67  

 昭和 32 (1957). 1. 1 米山村の一部を柿崎町へ分譲 △13.10  

 昭和 32 (1957). 4. 1 高浜町を合併 5.93  

 昭和 32 (1957). 4. 1 
黒姫村（上条村）の一部（大字上条、宮之窪、 

山口、佐水、芋川、古町、小田山新田）を編入 

14.70  

 昭和 32 (1957). 7. 5 中鯖石村・南鯖石村を合併 36.92 207.63 

 昭和 43 (1968). 11. 1 黒姫村を合併 65.88 215.64 

 昭和 44 (1969). 11. 11 公有水面（番神）埋立 0.04  

 昭和 46 (1971). 5. 1 北条町を合併 44.78 281.56 

 昭和 50 (1975). 4 公有水面埋立 0.03 313.27 

 昭和 54 (1979). 12 公有水面埋立 0.02 313.29 

 昭和 55 (1980). 10. 1 公有水面埋立 0.02 313.31 

 昭和 59 (1984). 10. 1 公有水面埋立 0.03 313.34 

 昭和 60 (1985). 10. 1 公有水面埋立 0.18 313.52 

 昭和 62 (1987). 10. 1 公有水面埋立 0.01 313.53 

 平成元 (1989). 4. 1 柿崎町の一部（上輪・高畔・蕨野）を編入 3.64 317.17 

 平成 2 (1990). 10. 1 国土地理院面積修正に伴う調整 0.13 317.30 

 平成 3 (1991). 10. 1 国土地理院面積修正 1.95 319.25 

 平成 8 (1996). 10. 1 公有水面埋立 0.04 319.29 

 平成 17 (2005). 5. 1 高柳町・西山町を合併 123.41 442.70 

 平成 26 (2014). 10. 1 国土地理院面積修正 △0.67 442.03 

    【資料：企画政策課（国勢調査等）】 

※米山村の一部柿崎町へ分譲した△13.10 は、昭和 48(1973)年に国土地理院の面積修正による。 
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２  位置及び地勢 

第１節 位置・面積 

本市は、日本海に面した新潟県のほぼ中央に位置し、柏崎刈羽圏域の中心となっている。県都、新潟市ま

で８４㎞、北陸自動車道で１時間３０分（ＪＲ信越本線特急で１時間１５分）、首都圏東京へ約３００㎞、北

陸･関越自動車道で約３時間、ＪＲ上越新幹線では約２時間の距離にある。 

また、関西圏大阪へ約５２０㎞、北陸自動車道で約５時間１０分の距離にある。 

 

市の位置・広ぼう・面積等 

 

 

― 位置図 － 
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第２節 地形 

地域の南西から東部一帯にかけて、米山（９９２．６ⅿ）、黒姫山（８９１．０ⅿ）、八石山（５１８．０

ⅿ）の山系とその支脈によって囲まれ、北西方向は、延長４２㎞に及ぶ海岸線で日本海に面している。 

市のほぼ中央部を二級河川である鵜川が小支流を合して、また、鯖石川が北部から流下してくる別山川と

合流し日本海に注いでいる。この３河川の下流域には柏崎・刈羽平野が開け、水田地帯を形成している。 

海岸線の南西部は、火山活動により海底から隆起した米山の山麓が急激に日本海に落ち込んで出入りの激

しい磯浜海岸となり景勝を成している。一方、北東部はなだらかな砂丘が続き、海岸は遠浅になっており、

絶好の海水浴場となっている。 

 

第３節 気象 

過去１０年間における平均気温は、１４．２℃、最高気温３８．８℃、最低気温－５．３℃、平均年間降

雨量２，２２３．０㎜、平均年間降雪量２４１．２㎝、平均風速２．２ⅿ／secである。 

本年の気象状況は、ラニーニャ現象の影響により１月は冬型の気圧配置となり、２４時間降雪量８７㎝、

最大瞬間風速３６.４ⅿ／sec、最低気温－５.２℃を観測、大荒れのスタートとなった。また、６月から１０

月にかけて３０.０℃以上の真夏日が３６日間あり、季節外れの暑さが続いた。 

 

        年別気象状況の推移 

年 
気温（℃） 

風速

（m/sec） 

年  間 

降 雨 量 

（㎜） 

年 間 

降雪量 

（㎝） 

湿度（％） 天気日数（日） 

最高 最低 平均 最大 平均 最高 最低 平均 晴 曇 雨 雪 

平成 24 年 

(2012) 35.8 -4.4 13.6 38.0 2.2 2,394.0 608.0 98.6 23.8 83.5 129 117 76 44 

25 

(2013) 35.9 -4.4 13.9 33.8 2.3 2,714.0 241.0 98.3 18.3 82.4 118 121 95 31 

26 

(2014) 35.2 -5.3 13.6 30.4 2.3 2,274.0 293.0 97.7 13.0 76.6 114 170 53 28 

27 

(2015) 38.8 -2.9 14.3 31.6 2.2 1,741.0 63.0 97.7 14.1 77.9 129 161 55 20 

28 

(2016) 37.0 -5.1 14.5 31.3 2.0 1,958.0 238.0 97.7 5.0 76.9 123 159 59 25 

29 

(2017) 38.6 -3.1 13.7 29.0 2.4 2,354.0 133.0 98.0 15.8 78.7 109 177 63 16 

30 

(2018) 38.7 -5.3 14.5 29.3 2.2 2141.0 333.0 98.0 17.5 79.5 129 149 63 24 

令和元 

(2019) 37.7 -1.8 14.6 30.5 2.2 2075.5 95.0 98.0 15.5 79.0 136 164 55 10 

2 

(2020) 37.8 -2.9 14.7 31.7 2.1 2,130.5 55.0 98.3 12.2 80.4 134 156 68 8 

3 

(2021) 38.8 -5.2 14.5 36.4 2.1 2,448.0 353.0 98.6 10.5 75.2 148 137 60 20 

【資料：消防本部 各年1月1日から12月31日まで】 

※観測地点は消防本部（三和町） 
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３  人口・世帯 

第１節 人口・世帯の推移 

本市の人口は、昭和２２年臨時国勢調査の１２３，２３０人を頂点として、以後減少を続けてきた。高度

経済成長時代を迎え人口の大都市集中化が進展する中で、本市も人口供給地域として昭和４５(１９７０)年

までの間に急激な人口流出を続けてきた。しかし、大都市の過密による弊害、続いて昭和４８(１９７３)年

の石油ショックに端を発した長期的不況は、大都市への人口流出を鈍化させた。こうした情勢を背景として、

本市では、積極的な企業誘致と都市的機能の整備を進める中で、人口は昭和５０年国勢調査の９３，９００

人を底として増加の基調に転じ平成７国勢調査には１０１，４２７人と１０万人超となった。しかし、原子

力発電所全号機の完成、市内大手企業の撤退・縮小による従業員の転出及び市外への進学等により、平成１

２年国勢調査で再び減少し、令和２年国勢調査による人口は８１，５６２人で、前回平成２７年国勢調査か

ら５，３０７人（６．１％）減少した。 

人口分布状況は、中央部８１．６％、東部７．４％、西部１．１％、南部２．０％、北部０．４％、高柳

町１．５％、西山町６．０％、と全市において減少している。 

新潟県の人口は、２，２０１，２７２人であり、本市の占める割合は３．７０％となり、前回の３．７７％

から０．０７ポイント減少した。 

世帯数は３３，９０４世帯で前回より３４４世帯（１．０％）増加した。 

 

人口の推移                                                                        （単位：人・％） 

区   分 
平成12年 

(2000) 

17 

(2005) 

22 

2010) 

27 

(2015) 

令和2 

(2022) 

（
旧
） 

柏 

崎 

市 

中 

央 

部 

旧 柏 崎 43,291 42,265 41,676 40,484 39,267 

西 中 通 6,048 6,152 6,354 6,100 6,042 

荒  浜 5,316 5,320 5,115 4,796 4,428 

北 鯖 石 3,442 3,417 3,452 3,279 3,086 

田  尻 8,996 8,843 8,838 8,961 8,539 

高  田 5,825 6,036 6,022 5,623 5,165 

中央部計 72,918(74.5) 72,033(76.1) 71,457(78.1) 69,243(79.7) 66,527(81.6) 

東 
 

部 

中  通 1,883 1,765 1,583 1,444 1,267 

中 鯖 石 2,004 1,791 1,621 1,448 1,280 

南 鯖 石 1,982 1,689 1,473 1,209 938 

北  条 4,181 3,740 3,323 2,932 2,521 

東 部 計 10,050(10.3) 8,985(9.5) 8,000(8.7) 7,033(8.1) 6,006(7.4) 

西 
 

部 

上 米 山 347 306 239 211 174 

米  山 1,369 1,231 1,086 920 759 

西 部 計 1,716(1.8) 1,537(1.6) 1,325(1.4) 1,131(1.3) 933(1.1) 

南 
 

部 

上  条 1,220 1,155 1,028 952 780 

黒  姫 1,783 1,536 1,264 1,025 828 

南 部 計 3,003(3.1) 2,691(2.8) 2,292(2.5) 1,977(2.3) 1,608(2.0) 

北
部 

高  浜 731 657 513 424 350 

北 部 計 731(0.7) 657(0.7) 513(0.6) 424(0.5) 350(0.4) 

（旧） 高 柳 町 2,502(2.6) 2,241(2.4) 1,859(2.0) 1,504(1.7) 1,187(1.5) 

（旧） 西 山 町 6,976(7.1) 6,504(6.9) 6,005(6.6) 5,521(6.4) 4,915(6.0) 

柏 崎 市 計 97,896 94,648 91,451 86,833 81,526 

※（ ）の数字は柏崎市計に占める割合                       【資料：企画政策課（国勢調査）】 
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    世帯数の推移                                         （単位：世帯）  

区   分 
平成12年 

(2000) 

17 

(2005) 

22 

2010) 

27 

(2015) 

令和2 

(2022) 

（
旧
） 

柏 

崎 

市 

中 

央 

部 

旧 柏 崎 16,502 16,510 16,989 16,914 17,477 

西 中 通 1,850 1,958 2,212 2,084 2,297 

荒  浜 1,829 1,908 1,931 1,845 1,807 

北 鯖 石 902 954 997 1,006 1,036 

田  尻 2,865 2,888 2,896 3,188 3,286 

高  田 2,009 2,099 2,230 2,160 2,151 

中央部計 25,957 26,317 27,255 27,197 28,054 

東 
 

部 

中  通 518 511 495 475 452 

中 鯖 石 543 532 518 500 477 

南 鯖 石 611 573 535 482 426 

北  条 1,210 1,157 1,090 1,025 956 

東 部 計 2,882 2,773 2,638 2,482 2,311 

西 
 

部 

上 米 山 94 86 77 68 59 

米  山 399 386 377 342 318 

西 部 計 493 472 454 410 377 

南 
 

部 

上  条 323 331 323 303 269 

黒  姫 562 524 466 402 356 

南 部 計 885 855 789 705 625 

北
部 

高  浜 263 256 202 176 153 

北 部 計 263 256 202 176 153 

（旧） 高 柳 町 904 906 751 668 531 

（旧） 西 山 町 2,089 2,117 2,015 1,922 1,853 

柏 崎 市 計 33,473 33,696 34,104 33,560 33,904 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※世帯数は一般世帯と施設等の世帯の合計 

※（旧）柏崎市の地域区分は国土利用柏崎計画に基づく。 

※平成22年国勢調査結果の秘匿方法の変更のため、平成17年国勢調査の集計値を一部改訂 

 

人口集中地区人口と面積の推移                          （単位：人・㎞²） 

区  分 
平成12年 

(2000) 

17 

(2005) 

22 

(2010) 

27 

(2015) 

令和2 

(2022)  

人   口 40,779 40,199 40,176 30,987 35,614 

面   積 10.3 10.46 10.62 9.15 10.96 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区（以下、基 

本単位区等という）を基礎単位として、人口密度が4,000人/k㎡以上あり、基本単位区等が市町村の境域内で互いに隣接 

した人口が国勢調査時に5,000人以上となる地域。 
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第２節 人口移動 

人口移動に伴う社会増減については、平成７(１９９５)年までは「企業進出、高速道路･原子力発電所の建

設等の大規模プロジェクトによる就業機会の増大」及び「新潟産業大学の学部増設、新潟工科大学の開学」

を要因として増加し、平成８(１９９６)年以降は｢原子力発電所の建設完了｣や「バブル経済崩壊後の景気低

迷による一部企業の市外転出」といった雇用環境の変化に伴い、減少に転じた経過がある。 

その上で近年は、少子高齢化の進行とあいまって、｢中山間地における高齢化と過疎化｣、「進学率の上昇に

伴う高校・大学・専門学校などの市外、県外へ若者層の流出」と、転出傾向に一層拍車がかかっている。 

社会増の起因となる就業機会については、平成１６(２００４)年に発生した中越大震災及び、平成１９(２

００７)年に発生した中越沖地震によるインフラ・住宅等の災害復旧工事に伴い、建設業を中心とした一過性

の就業機会の増加が生じたものの、大きな転入増加要因とはなりえず、結果として社会減の状況が続いてい

る。 

自然増減については、平成１０(１９９８)年頃までは出生者数が死亡者数を上回っていたが、その後は本格

的な少子高齢化社会を迎え、死亡者数が出生者数を上回って自然減となる傾向が続いている。 

以上のことから、今後も人口減少傾向は続くものと懸念される。 

 

人口移動                                       （単位：人） 

区   分 
平成26年 

 (2014) 

27 

(2015) 

28 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

3 

(2021) 

社
会
増
減 

転  入 1,924 1,869 1,892 1,847 1,914 1,918 1,757 1,703 

転  出 2,166 2,245 2,211 2,242 2,259 2,512 2,083 2,287 

増  減 △242 △376 △319 △395 △345 △594 △326 △584 

自
然
増
減 

出  生 591 580 536 547 522 490 413 377 

死  亡 1,029 1,187 1,170 1,192 1,153 1,327 1,229 1244 

増  減 △618 △607 △634 △645 △631 △837 △816 △867 

増 減 計 △860 △983 △953 △1,040 △976 △1,431 △1,142 △1,451 

人   口 88,270 87,287 86,334 85,294 84,318 82,887 81,745 80,294 

【資料：市民課（住民基本台帳）】 

※各年1月1日から12月31日まで。ただし、人口は12月末現在 

※平成24(2012)年7月9日より外国人住民も日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用されたため、 

平成24(2012)年7月31日現在の住民基本台帳人口・世帯数より外国人住民を含んだ数を表示 

※（ ）内は外国人を含まない人数 
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第３節 昼間人口 

平成２７年国勢調査によると、本市の常住人口（夜間人口）８６，８３３人のうち、毎日、他市町村の職

場や学校に通っている、いわゆる昼間時流出人口は５，３８１人、逆に他市町村から市内の職場や学校に通

ってくる昼間時流入人口は７，３４５人であり、昼間人口は８８，７９７人となった。 

 

昼間人口と通勤・通学人口                              （単位：人・％） 

区  分 

常住地による人口（夜間人口） 他市町村 

から通勤 

(D) 

他市町村 

から通学 

(E) 

昼間人口 

(A)-(B)-(C)+(D)+(E) 

昼間人口率 

昼間人口／ 

夜間人口 
総  数 

(A) 

うち他市町村

へ通勤(B) 

うち他市町村

へ通学(C) 

平成22 年 

(2010) 
91,451 4,663 617 6,145 1,076 93,392 102.1 

  27  

(2015) 
86,833 4,635 746 6,493 852 88,797 102.3 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※労働力状態不詳を含む。 

※平成22年国勢調査・平成27年国勢調査の「就業者、通学者」について、「夜間人口」は従業地・通学地不詳を含み、 

「昼間人口」は従業地・通学地不詳で、当地に常住している者を含む。 

※平成22年国勢調査は年齢不詳を含む。 

※令和 2 年国勢調査の結果は、令和 4(2022)年 7 月以降に公表予定につき、平成 27 年国勢調査の結果を表示している。 
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柏崎市からの就業者・通学者流出状況（15歳以上） 

～柏崎市に暮らす人が昼間どこで就業・就学しているか～                    （単位：人・％） 

区   分 総  数 割  合 就 業 者 割  合 通 学 者 割  合 

柏崎市で常住する者 45,176 100.00 41,479 100.00 3,697 100.00 

 柏崎市で就業・通学 39,418 87.25 36,477 87.94 2,941 79.55 

自  宅 3,862 8.55 3,862 9.31 － 0.00 

自宅以外 35,556 78.71 32,615 78.63 2,941 79.55 

 他市町村で就業・通学 5,407 11.97 4,687 11.30 720 19.48 

県  内 4,897 10.84 4,320 10.41 577 15.61 

新 潟 市 290 0.64 165 0.40 125 3.38 

長 岡 市 2,206 4.88 1,870 4.51 336 9.09 

三 条 市 38 0.08 36 0.09 2 0.05 

新発田市 10 0.02 9 0.02 1 0.03 

小千谷市 114 0.25 113 0.27 1 0.03 

加 茂 市 10 0.02 5 0.01 5 0.14 

十日町市 79 0.17 75 0.18 4 0.11 

見 附 市 33 0.07 33 0.08 － 0.00 

村 上 市 1 0.00 － 0.00 1 0.03 

燕  市 47 0.10 47 0.11 － 0.00 

糸魚川市 13 0.03 12 0.03 1 0.03 

妙 高 市 9 0.02 9 0.02 － 0.00 

五 泉 市 1 0.00 1 0.00 － 0.00 

上 越 市 632 1.40 582 1.40 50 1.35 

阿賀野市 3 0.01 3 0.01 － 0.00 

佐 渡 市 1 0.00 1 0.00 － 0.00 

魚 沼 市 19 0.04 18 0.04 1 0.03 

南魚沼市 18 0.04 8 0.02 10 0.27 

胎 内 市 2 0.00 2 0.00 － 0.00 

聖 籠 町 2 0.00 1 0.02 1 0.03 

弥 彦 村 10 0.02 10 0.00 － 0.00 

出雲崎町 224 0.50 186 0.02 38 1.03 

津 南 町 3 0.01 3 0.01 － 0.00 

刈 羽 村 1,132 2.51 1,131 2.73 1 0.03 

  他  県 453 1.00 315 0.76 138 3.73 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※平成27(2015)年10月1日現在の境域 

※割合は小数点第三位以下四捨五入 

※令和 2 年国勢調査の結果は、令和 4(2022)年 7 月以降に公表予定につき、平成 27 年国勢調査の結果を表示している。 
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柏崎市への就業者・通学者流入状況（15歳以上）    

～柏崎市で就業・就学している人は、どこから通勤・通学してくるか～              （単位：人・％） 

区   分 総  数 割  合 就 業 者 割  合 通 学 者 割  合 

柏崎市で従業・通学する者 47,134 100.00 43,337 100.00 3,797 100.00 

 柏崎市に常住 39,418 83.63 36,477 84.17 2,941 77.46 

自  宅 3,862 8.19 3,862 8.91 － 0.00 

自宅以外 35,556 75.44 32,615 75.26 2,941 77.46 

 他市町村に常住 7,308 15.50 6,493 14.98 815 21.46 

県  内 6,669 14.15 5,866 13.54 803 21.15 

新 潟 市 337 0.71 286 0.66 51 1.34 

長 岡 市 2,324 4.93 2,130 4.91 194 5.11 

三 条 市 93 0.20 67 0.15 26 0.68 

新発田市 20 0.04 14 0.03 6 0.16 

小千谷市 246 0.52 219 0.51 27 0.71 

加 茂 市 10 0.02 9 0.02 1 0.03 

十日町市 226 0.48 214 0.49 12 0.32 

見 附 市 83 0.18 78 0.18 5 0.13 

村 上 市 6 0.01 5 0.01 1 0.03 

燕  市 115 0.07 100 0.23 15 0.40 

糸魚川市 7 0.01 3 0.01 4 0.11 

妙 高 市 33 0.07 26 0.06 7 0.18 

五 泉 市 4 0.01 3 0.01 1 0.03 

上 越 市 1,210 2.57 952 2.20 258 6.79 

阿賀野市 5 0.01 4 0.01 1 0.03 

佐 渡 市 3 0.01 2 0.00 1 0.03 

魚 沼 市 26 0.06 20 0.05 6 0.16 

南魚沼市 25 0.05 19 0.04 6 0.16 

胎 内 市 5 0.01 4 0.01 1 0.03 

聖 籠 町 4 0.01 4 0.01 － 0.00 

弥 彦 村 13 0.03 10 0.02 3 0.08 

田 上 町 6 0.01 5 0.01 1 0.03 

阿 賀 町 1 0.00 － 0.00 1 0.03 

出雲崎町 388 0.82 319 0.74 69 1.82 

湯 沢 町 1 0.00 1 0.00 0 0.00 

津 南 町 4 0.01 4 0.01 － 0.00 

刈 羽 村 1,472 3.12 1,366 3.15 106 2.79 

関 川 村 2 0.00 2 0.00 － 0.00 

  他  県 639 1.36 627 1.45 12 0.32 

※平成 27(2015)年 10 月 1 日現在の境域                     【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※割合は小数点第三位以下四捨五入 

※令和 2 年国勢調査の結果は、令和 4(2022)年 7 月以降に公表予定につき、平成 27 年国勢調査の結果を表示している。 
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４  土地利用 

第１節 土地利用の現況 

昭和２５(１９５０)年４月に上米山村を合併以来、平成１７(２００５)年５月１日の高柳町及び西山町の

編入まで周辺町村を合併し、現在の広ぼうは、東西２７．４㎞、南北４０．２㎞で、総面積４４，２０３㏊

となっている。 

地目別の土地利用状況を見ると、全市の６６．０％（２９，１７２㏊）は森林、原野で占められ、１１．

３％（４，９８０㏊）は耕地、４．７％（２，０８１㏊）は宅地となっている。 

 

農地転用目的別件数と面積                              （単位：件・㎡） 

区   分 
平成30(2018)年 令和元(2019) 2(2020) 

件数 面   積 件数 面   積 件数 面   積 

農
地
法
第
４
・
５
条
に
よ
る
転
用 

農業用施設 2 683 1 178 3 2,179 

住    宅 60 20,833 49 12,636 47 13,366 

工場・鉱工業 12 9,024 11 6,771 5 6,234 

その他の建物 31 9,315 26 18,088 27 21,507 

その他の施設 18 11,109 23 13,146 21 11,061 

植    林 1 8 0 0 0 0 

小   計 124 50,972 110 50,819 103 54,347 

公
共
団
体
等 

道路水路等 28 25,126 3 55,631 17 8,695 

そ の 他 1 38,486 26 17,702 2 5,110 

小   計 29 63,612 29 73,333 19 13,805 

合   計 153 114,584 139 124,152 122 68,152 

【資料：農業委員会 各年4月1 日から翌年3月31日まで】 

※資料 耕地－農林水産統計年報、森林－新潟県地域森林計画書、原野・宅地－概要調書 
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第２節 土地利用と規制 

土地は、現在及び将来における市民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産に通ずる諸活

動の共通の基盤である。その利用については、都市計画、農業振興地域整備計画等を考慮し、それぞれの

用途に応じた効率的利用を図るとともに、自然環境の保全と秩序ある整備・発展を図るため、国土利用計

画法を始め、各種の規制・地域指定の設定等により総合調整を図っている。また、平成６(１９９４)年９

月には本市における土地利用に関する方針を定めた｢国土利用柏崎市計画－第二次－｣を策定し、限られた

土地を有効活用するよう努めている。 

 

土地利用・規制に関する指定                               （単位：㏊） 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：都市計画課・農政課・商業観光課（令和3(2021)年3月31日現在）】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 指定等年月日 

指定等

の 

主体 

面   積 備    考 

都市計画区域 

 

用 途 地 域  

 

法 指 定 昭和15 (1940).4.4 

最終指定 昭和56 (1981).12.25 

法 指 定 昭和32 (1957).12.26 

最終指定 平成21 (2009).1.21 

新潟県 

 

柏崎市 

 

8,816 

 

1,123 

 

都市計画法第5条・第8条 

都市計画区域 

 旧柏崎・西中通・荒浜・北鯖石・ 

 田尻・高田 

農業振興地域 

 

農用地区域 

 

法 指 定 昭和46 (1971).10.4 

特 別 管 理 指 定  平 成 11 

(1999).4.13 

法 認 可 昭和49 (1974).4.30 

最終公告 令和 元 (2019).12.27 

新潟県 

 

柏崎市 

 

39,157 

 

4,890 

 

農業振興地域の整備に関する法律 

第6 条・第８条 

地域森林計画 

対象民有林 
計画の樹立 平成20 (2008).4.1 

新潟県 

柏崎市 
28,577 

森林法第5条 

県立自然公園 法 指 定 昭和34 (1959).3.24 新潟県 
2,923 

（市域のみ） 

新潟県立自然公園条例第 14 条 

普通地域 

国 定 公 園  法 指 定 昭和56 (1981).3.16 環境省 
1,406 

（市陸域のみ） 

自然公園法第20 条特別地域（陸

域）・ 

第33条普通地域（海面域） 
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土地利用規制等の概要 

区     分 
概            要 

区域・地目・規模等（㎡以上） 要    件 

国土利用計画法（第23条） 
都市計画区域内5,000㎡  

都市計画区域外10,000㎡ 
権利移転等の届出 

都市計画法（第29条） 
都市計画区域内3,000㎡  

都市計画区域外10,000㎡ 
開発行為の許可 

農業振興地域の整備に関する法律 

（第13条・第15条の2） 
農用地区域全て 

農用地利用計画の変更、開発行為の許

可 

農地法（第4条） 農地全て 転用の許可 

農地法（第5条） 農地、採草放牧地全て 権利の設定・移転に伴う転用の許可 

森林法（第10条の2） 
地域森林計画対象民有林 

10,000㎡以上等 
開発行為の許可 

新潟県立自然公園条例（第14条） 
県立自然公園（普通地域） 

内の区域 
開発行為の届出 

県自然環境保全条例（第26 条） 

県立自然公園等に指定 

されていない区域 

宅地・ゴルフ場・スキー場等 

の造成は20,000㎡ 

鉱物の採掘又は土砂の採取は 

50,000㎡ 

開発行為の届出 

新潟県大規模開発行為の適正化対策要

綱（第4条・第6条・第13条の2） 

第4条････50,000㎡以上   

第6条････20,000㎡以上 

第13条の2････50,000㎡ 

権利移転・開発行為の事前協議 

柏崎市開発行為指導要綱 

（第3条・第4条） 
都市計画区域内外3,000㎡ 開発行為の事前協議 

公有地の拡大の推進に関する法律 

（第4条・第5条） 

都市計画区域内で都市計画施設等 

の区域内200㎡ 

都市計画区域内10,000㎡ 

有償譲渡の届出、買取希望の申出 

自然公園法（第20条・第33条） 
国定公園（特別地域・普通地域）内 

の区域 

開発行為の許可（特別地域）、 

届出（普通地域） 
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工業立地の適正化を図るため、工場立地法に基づき工場適地の調査を国が実施している。本市では２か所

が指定を受けており、平成２０(２００８)年４月から柏崎フロンティアパ－クが工場適地として、賃貸・分

譲を開始した。 

 

工場適地                                        （単位：㎡） 

団 地 名 位 置 面 積 備           考 

劔団地 

昭和48 (1973).3.31指定 
大字劔 248,939 

立地決定等 217,299（東北電力株式会社ほか7社） 

未 決 定 31,640 

柏崎フロンティアパーク 

平成19 (2007).11.22指定 
大字軽井川 151,146 

立地決定等 147.449（株式会社東芝ほか8社） 

未 決 定 3,697 

【資料：ものづくり振興課（令和3(2021)年3月31日現在）】 

 

工業振興関連地域指定の概要 

指 定 地 域 名 根 拠 と な る 法 令 指 定 ・ 設 定 の 概 要 

農 村 地 域 産 業 導 入 地 区 

農村地域への産業の導入の促進等に関

する法律 

（旧農村地域工業等導入促進法） 

柏崎市大字安田･軽井川の一部約60.3㏊ 

昭和57 (1982).11.20指定 

柏崎市高柳町岡野町の一部約3.3㏊ 

昭和55 (1980).3.31指定 

原子力発電施設等立地地域 
原子力発電施設等立地地域の振興に関

する特別措置法 

柏崎市・高柳町・西山町 

平成14 (2002).3.12指定 

過  疎  地  域  ※ 過疎地域自立促進特別措置法 
柏崎市高柳町地域・西山町地域 

平成17 (2005).5.1指定 

新潟県中越地域地方活力向上地域 

特定業務施設整備促進計画 

に基づく地域活力向上地域 

地域再生法 
中越地域の一部 

平成27 (2015).11.27認定 

新潟県全域計画に基づく促進区域 
地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律 

新潟県全域 

    平成29 (2017).12.22同意 

新 潟 県 中 越 3 市 

基本計画に基づく促進区域 

地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律 

長岡市・小千谷市・柏崎市 

    平成30 (2018).3.28同意 

【資料：ものづくり振興課（令和3(2021)年3月31日現在）】 

※過疎地域自立促進特別措置法は、令和3(2021)年３月３１日失効。令和3(2021)年４月１日から新たに過疎地域の持 

続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、本市は一部過疎地域から対象外となった。ただし、同法により 

令和９(2027)年3月31日までの間は、高柳町地域及び西山町地域は経過措置の適用を受けることができる。 
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第３節 土地開発公社 

柏崎地域土地開発公社は、昭和４４(１９６９)年９月に設立された財団法人柏崎刈羽開発公社の資産を引

き継ぎ、昭和４８(１９７３)年２月１日に設立された。 

地域の秩序ある整備と住民福祉の向上を図るため、必要な公有地となるべき土地を市町村（構成団体）に

代わって先行取得することを主たる目的としている。 

設立時の構成団体は、柏崎市、高柳町、刈羽村、西山町及び出雲崎町の５団体であったが、平成１７(２０

０５)年５月の市町合併に伴い、柏崎市、刈羽村及び出雲崎町の３団体となる。その後、平成３０（２０１８）

年３月に刈羽村、出雲崎町が脱退し、その際、公社名称が「柏崎地域土地開発公社」から「柏崎市土地開発

公社」へ変更となり現在に至っている。 

 

年度別事業実施状況                                   （単位：㎡） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

 (2020) 

土地取得（増加分） 0 0 0 0 0 

土地造成 0 0 0 0 0 

土地売却（減少分） 0 336.60 0 0 0 

保有土地面積（年度末現在） 71,398 71,061 71,061 71,061 71,061 

【資料：財政管理課】 
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第４節 地価 

一般の土地取引や資産評価、不動産鑑定士等による鑑定評価や公共用地取得価格の決定などに当たって、

土地の適正な価格を判断する客観的な目安として、毎年基準となる地点の適正価格が国及び県から公表され

ている。 

標準地＝地価公示法に基づき毎年１月１日現在の適正価格を国が公示（７か所） 

基準地＝国土利用計画法に基づき毎年７月１日現在の適正価格を県が公表（１８か所） 

 

標準地（公示価格）                                 （単位：円／㎡） 

区       分 平成31(2019)年 令和2(2020) 3(2021) 備   考 

諏訪町7-4 47,600 46,900 45,900 住宅地 

松美1-7-27 37,900 37,200 36,600  〃 

中浜2-14-2 23,000 22,400 21,700  〃 

桜木町20-19 32,300 31,800 31,100  〃 

新赤坂2-4-12 20,000 19,900 19,800  〃 

駅前2-3-11 62,900 61,700 60,400 商業地 

日吉町9-3 45,700 45,300 44,900  〃 

【資料：企画政策課】 

 

基準地（基準価格）                                 （単位：円／㎡） 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：企画政策課】 

※令和３（2021）年度より基準地変更 （変更前 令和２（2020）年度まで高柳町岡野町字大地田1750番3） 

 

区       分 令和元(2019)年 2(2020) 3(2021) 備   考 

長峰町16-6 25,800 25,500 25,200 住宅地 

幸町6-12 45,000 44,300 43,600  〃 

諏訪町7-4 47,300 46,300 45,300  〃 

米山台3-4-6 20,500 20,200 19,800  〃 

北半田2-15-36 41,500 41,100 40,600  〃 

松波3-1-64 16,500 16,300 16,100  〃 

鯨波3-4-8 15,800 15,400 14,900  〃 

大字安田字古川3530番外 15,300 14,900 14,500  〃 

高柳町岡野町字大地田1762番2外 ※ 6,960 6,760 6,580  〃 

高柳町門出字勝田5270番1外 2,140 2,090 2,040  〃 

西山町礼拝字前田765番4 10,500 10,400 10,300  〃 

西山町大崎字抜山下556番1外 5,270 5,070 4,890  〃 

西山町上山田字二塚942番外 3,480 3,440 3,400  〃 

西山町坂田字下沢田1849番1外 4,780 4,740 4,700  〃 

東本町2-7-48  53,000 52,200 51,300 商業地 

関町10-12 52,100 51,600 50,900  〃 

北斗町3-23 17,300 17,100 16,800 工業地 

大字小島字浦ノ山1841番1（１0ａ当たり） 55,600 54,500 53,700 林 地 
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５  産業 

第１節 産業別就業人口 

平成２７年国勢調査結果によると、本市の就業人口（１５歳以上）は４１，４７９人（総人口の４７．８％）

となり、平成２２年国勢調査と比べ２，３０８人（５．３％）減少した。 

産業３部門別に見ると、第１次産業は１，４２３人、第２次産業は１４，５２０人、第３次産業は２５，

１０４人となった。平成２２年国勢調査と比較すると、第１次産業は２２４人（１３．６％）、第２次産業は

１，０６７人（６．８％）、第３次産業は１，０５３人（４．０％）の減少となった。 

全就業者に占める割合で比較すると、第１次産業３．４％、第２次産業３５．０％、第３次産業６０．５％

となり、第３次産業が本市で最も就業人口が多い産業となった。 

 

    産業（3部門別）就業人口の推移                           （単位：人・％） 

区分 総数 
第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能 

就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 構成比 就業者 

平成7(1995)年 53,264 4,595 8.6 22,450 42.1 26,207 49.2 12 

12(2000) 48,258 2,832 5.9 18,864 39.1 26,502 54.9 60 

17(2005) 47,014 2,866 6.1 17,064 36.3 26,941 57.3 143 

22(2010) 43,787 1,647 3.8 15,587 35.6 26,157 59.7 396 

27(2015) 41,479 1,423 3.4 14,520 35.0 25,104 60.5 432 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※令和2年国勢調査の結果は、令和4(2022)年５月以降に公表予定につき、平成27年国勢調査の結果を表示している。 
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産業大分類別に就業人口を見ると、本市で最も多い産業は製造業で９，５１１人（全就業者の２２．９％）

となっている。第２次産業は減少傾向にあるが、本市就業人口の中心的存在となっている。 

 

産業（大分類別）就業人口                               （単位：人・％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※平成14年日本標準産業分類（第11回改定）を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 
平成17(2005)年 

就 業 人 口 構  成  比 

第 1 次 産 業 2,866 6.1 

農業 2,776 5.9 

林業 6 0.0 

漁業 84 0.2 

第 2 次 産 業 17,064 36.3 

鉱業 149 0.3 

建設業 5,351 11.4 

製造業 11,564 24.6 

第 3 次 産 業 26,941 57.3 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,078 2.3 

情報通信業 489 1.0 

運輸業 1,371 2.9 

卸売・小売業 6,543 13.9 

金融・保険業 643 1.4 

不動産業 220 0.5 

飲食店，宿泊業 2,181 4.6 

医療，福祉 4,196 8.9 

教育，学習支援業 1,839 3.9 

複合サービス事業 708 1.5 

サービス業（他に分類されないもの） 6,377 13.6 

公務（他に分類されないもの） 1,296 2.8 

分類不能の産業  143 0.3 

総       数 47,014 100.0 
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（単位：人・％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【資料：企画政策課（国勢調査）】 

※平成22年国勢調査は平成19年日本標準産業分類（第12回改定）を適用 

 平成27年国勢調査は平成25年日本標準産業分類（第13回改定）を適用 

※表示未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。 

※令和2年国勢調査の結果は、令和4(2022)年５月以降に公表予定につき、平成27年国勢調査の結果を表示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区      分 
平成22(2010)年 27(2015) 

就 業 人 口 構  成  比 就 業 人 口 構  成  比 

第 1 次 産 業 1,647 3.8 1,423 3.4 

農業 1,570 3.6 1,347 3.2 

林業 31 0.1 31 0.1 

漁業 46 0.1 45 0.1 

第 2 次 産 業 15,587 35.6 14,520 35.0 

鉱業，採石業，砂利採取業 167 0.4 144 0.3 

建設業 5,435 12.4 4,865 11.7 

製造業 9,985 22.8 9,511 22.9 

第 3 次 産 業 26,157 60.6 25,104 60.5 

電気・ガス・熱供給・水道業 1,131 2.6 1,293 3.1 

情報通信業 436 1.0 373 0.9 

運輸業，郵便業 1,427 3.3 1,279 3.1 

卸売業，小売業 6,068 13.9 5,474 13.2 

金融業，保険業 650 1.5 578 1.4 

不動産業，物品賃貸業 349 0.8 358 0.9 

学術研究，専門・技術サービス業 1,275 2.9 950 2.3 

宿泊業，飲食サービス業 2,419 5.5 2,131 5.1 

生活関連サービス業，娯楽業 1,565 3.6 1,453 3.5 

教育，学習支援業 1,683 10.4 1,632 3.9 

医療，福祉 4,533 3.8 5,140 12.4 

複合サービス事業 416 1.0 505 1.2 

サービス業（他に分類されないもの） 2,958 6.8 2,662 6.4 

公務（他に分類されるものを除く） 1,247 2.8 1,276 3.1 

分類不能の産業  396 0.9 432 1.0 

総       数 43,787 100.0 41,479 100.0 
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第２節 産業別市内総生産 

平成３０(２０１８)年度の市内総生産は総額３１４，０５１百万円となり、前年度に比べ１，０４６百万

円（０．３％）の増加となった。 

産業別では、第１次産業が２，９１９百万円で、前年度に比べ４８百万円（１．７％）の減少、第２次産

業は１０４，５７６百万円で、前年度に比べ３０９百万円（０．３％）の増加となった。一方、第３次産業

は２０４，７９３百万円で、前年度に比べ６７９百万円（０．３％）の増加となっている。 

本市では、第３次産業が市内総生産全体の６５．２％、製造業が２５．０％を占めている。 

 

産業別市内総生産の推移                                                            （単位：百万円・％） 

区    分 

平成28(2016)年度 29(2017) 30(2018) 対前年度増加率 

実  額 構 成 比 実  額 構 成 比 実  額 構 成 比 

29/28 

(2017/ 

   2016) 

30/29 

(2018/ 

   2017) 

第 1 次 産 業 3,055 1.0 2,871 0.9 2,919 0.9 △6.0 1.7 

農業 2,855 0.9 2,682 0.9 2,731 0.9 △6.1 1.8 

林業 114 0.0 116 0.0 115 0.0 1.8 △0.9 

水産業 86 0.0 73 0.0 73 0.0 △15.1 0.0 

第 2 次 産 業 100,299 32.8 104,267 33.3 104,576 33.3 4.0 0.3 

鉱業 2,992 1.0 2,877 0.9 2,712 0.9 △3.8 △5.7 

製造業 72,804 23.8 77,826 24.9 78,541 25.0 6.9 0.9 

建設業 24,503 8.0 23,564 7.5 23,323 7.4 △3.8 △1.0 

第 3 次 産 業 201,570 65.8 204,114 65.2 204,793 65.2 1.3 0.3 

電気・ガス・水道業・廃棄物処理業 8,974 2.9 9,361 3.0 9,019 2.9 4.3 △3.7 

卸売・小売業 25,989 8.5 26,643 8.5 26,746 8.5 2.5 0.4 

金融・保険業 8,350 2.7 8,142 2.6 8,574 2.7 △2.5 5.3 

不動産業 45,879 15.0 46,515 14.9 46,719 14.9 1.4 0.4 

運輸・郵便業 10,597 3.5 10,959 3.5 10,965 3.5 3.4 0.1 

情報通信業 7,958 2.6 7,794 2.5 8,010 2.6 △2.1 2.8 

宿泊・飲食サービス業 8,430 2.8 8,705 2.8 8,501 2.7 3.3 △2.3 

公務 13,149 4.3 13,415 4.3 13,010 4.1 2.0 △3.0 

専門・科学技術、業務支援サービス業 15,360 5.0 14,967 4.8 15,107 4.8 △2.6 0.9 

教育 14,171 4.6 14,518 4.6 14,743 4.7 2.4 1.5 

保健衛生・社会事業 27,000 8.8 26,934 8.6 27,499 8.8 △0.2 2.1 

その他のサービス 15,713 5.1 16,161 5.2 15,900 5.1 2.9 △1.6 

小       計 304,924 99.6 311,252 99.4 312,288 99.4 2.1 0.3 

輸入品に課される税・関税 4,388 1.4 4,919 1.6 5,307 1.7 12.1 7.9 

総資本形成にかかる諸費税（控除） 3,124 1.0 3,166 1.0 3,544 1.1 1.3 11.9 

市 内 総 生 産 306,188 100.0 3１3,005 100.0 314,051 100.0 2.2 0.3 

【資料：企画政策課（新潟県市町村民経済計算）】 
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第３節 市民所得 

平成３０(２０１８)年度中に本市居住者（家計・企業など）が取得した所得は、総額２３８，６４５百万

円であった。 

 

市民分配所得の推移                                         （単位：百万円・％） 

区    分 

平成28(2016)年度 29(2017) 30(2018) 対前年度増加率 

実  額 構成比 実  額 構成比 実  額 構成比 
29/28 
(2017/ 

  2016) 

30/29 
(2018/ 

  2017) 

市 民 所 得  241,283 100.0 240,403 100.0 238,645 100.0 △0.4 △0.7 

 

雇 用 者 報 酬 172,437 71.5 171,792 71.5 172,951 72.5 △0.4 0.7 

財 産 所 得 13,863 5.7 14,067 5.9 13,662 5.7 1.5 △2.9 

企 業 所 得 54,983 22.8 54,544 22.7 52,032 21.8 △0.8 △4.6 

【資料：企画政策課（新潟県市町村民経済計算）】 

 

平成３０(２０１８)年度の人口１人当たりの市民所得は２，８４７千円で、前年度に比べて１２千円（０．

４％）増加した。県民所得は２，９１６千円となっており、本市の所得水準は県の水準を２．４％下回って

いる。 

なお、１人当たりの市民所得（所得水準）を比較すると、本市を１００とした場合、新潟市１０９．９、

長岡市１０５．１、上越市１１１.０となっている。 

 

 

人口１人当たりの市民所得と県民所得                            （単位：千円・％） 

区   分 市民所得（A）実額 県民所得（B）実額 対県比（A）／（B） 

平成28(2016)年度 2,811 2,817 99.8 

29(2017) 2,835 2,876 98.6 

30(2018) 2,847 2,916 97.6 

【資料：企画政策課（新潟県市町村民経済計算・県民経済計算）】 

※一人当たり市町村民所得は、市町村民所得（分配）を総人口で除したものであり、個人の給与や所得の水準を表すものでは 

なく、企業の利潤なども含む市町村民経済全体の水準を表す。 
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６  第五次総合計画 分野別施策 

第１章 防災・生活・環境～『頼もしさ』をつなぐまちをめざして 

第１節 市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる 

１ 原子力発電所の安全性向上を追求する 

 (1) 原子力防災対策の充実 

昭和６０(１９８５)年に営業運転開始となった柏崎刈羽原子力発電所にかかる原子力防災計画を昭和

５９(１９８４)年度に策定し、原子力災害に対応するための体制を整備した。その後、平成１１(１９９

９)年に発生した茨城県東海村の臨界事故を受け制定された「原子力災害対策特別措置法」に伴い、「原

子力防災計画」を全面的に修正し、新たに「柏崎市地域防災計画（原子力災害対策編）」として、原子力

防災対策の強化を図った。さらに、中越大震災及び中越沖地震を踏まえ、原子力防災計画において複合

災害対策、原子力災害に至らない場合の情報提供、事業者の火災対応などについて充実強化を図るとと

もに、避難・誘導マニュアルの整備、安定ヨウ素剤の分散配置、事業者との通信連絡体制の強化等を図

った。 

しかし、平成２３(２０１１)年３月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故における原子力災

害は、これまでの原子力防災計画の想定を遥かに超え、広範囲にわたって影響を及ぼすものであった。 

これを受け国では、平成２４(２０１２)年９月１９日に原子力規制委員会及び原子力規制庁が発足し、

同年１０月３１日に原子力災害対策指針が策定された。（令和３(２０２１)年３月末現在で、同指針は１

６回改正されている。） 

新潟県では、平成２４(２０１２)年８月２９日に「新潟県地域防災計画（原子力災害対策編）」の修正

を行い、原子力災害対策重点区域の拡大や、市町村を跨いだ広域避難体制の整備などを盛り込んだ。そ

の後、国の防災基本計画の修正や原子力災害対策指針の改正等を踏まえ、平成２６(２０１４)年３月２

５日と平成３０(２０１８)年３月２２日、平成３１(２０１９)年３月２２日にも修正を行った。また、

平成２６(２０１４)年３月に広域避難を含む防護措置等について現時点の考え方を整理した「原子力災

害に備えた新潟県広域避難の行動指針（Ｖｅｒ.１）」を策定し、その後、平成３０(２０１８)年３月に

Ｖｅｒ.２に更新した。さらに、同行動指針をもとに、住民避難等防護対策の対応に必要となる具体的な

マニュアル等の整備を行い、平成３１(２０１９)年３月２９日に「新潟県原子力災害広域避難計画」を

新たに策定し、その後、令和２（２０２０）年３月に修正を行った。 

本市においても新潟県との整合性を図り、広範囲に放射性物質が拡散するような事故に対応するため、

平成２４(２０１２)年１０月１日及び平成２６(２０１４)年７月２９日に「柏崎市地域防災計画（原子

力災害対策編）」を修正した。また、平成２６(２０１４)年７月の同計画修正に併せ、「原子力災害に備

えた柏崎市広域避難計画（初版）」を策定し、避難準備区域（ＵＰＺ）の避難先自治体や避難経由所等が

定まったことから、平成２７(２０１５)年１２月１日に同広域避難計画を修正した。その後、「柏崎市地

域防災計画（原子力災害対策編）」を平成３０(２０１８)年８月１日、令和２（２０２０）１月２７日に、

「原子力災害に備えた柏崎市広域避難計画」を平成３０（２０１８）年１２月２０日、令和２（２０２

０）９月１８日に「柏崎市原子力災害時広域避難計画」に名称を改め、それぞれ修正している。 

平成２３(２０１１)年９月１２日に県内３０市町村で発足した「市町村による原子力安全対策に関す

る研究会」では、広域的な課題についての検討・協議を行っている。平成２４(２０１２)年１１月２日

には原子力災害対策における避難・屋内退避・避難者受入れに対する共通の考え方として、「実効性ある

避難計画（暫定版）」を取りまとめ、平成３０(２０１８)年度には、新潟県原子力災害広域避難計画の策

定に当たり、計画案に対する意見を、それぞれ新潟県に提出した。また、令和２（２０２０）１月３０

日には、原子力災害時に避難経由所運営マニュアル、避難所運営マニュアル、福祉避難所設置・運営マ

ニュアル〔原子力災害対策編〕を作成した。 

原子力規制委員会は、今後も原子力災害対策指針の改正を進めていく方針を示しており、本市でも新

潟県、周辺市町村と連携して、更なる地域防災計画及び広域避難計画の充実・強化のための見直し作業

を進めている。 

令和元（２０１９）年１１月８日、９日に、５年振りとなる新潟県原子力防災訓練が実施され、その
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後、令和２（２０２０）年１０月２０日、２４日に実施された。本市においても地域防災計画に基づき、

国、県、関係市町村及び防災関係機関の連携による新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた原子力災

害時の体制・対応の確認、防災業務従事者の対応力向上・習熟を図った。 

また、地域住民及び防災関係者に対して、原子力防災対策への理解促進と普及啓発活動を継続して取

り組んでいる。 
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２ 自然災害に備えた対策を進める 

 (1) 土砂災害対策・水害対策の推進 

ア 河川 

治水施設の根幹をなす鯖石川、鵜川（いずれも二級河川）を始め、一級河川２河川、二級河川５

５河川、準用河川５河川、普通河川４５９河川がある。 

洪水から市民の生命と財産を守るため、河川改修を積極的に行うとともに、河川環境の保全に配

慮した多自然型川づくりを推進している。 

 

               （単位：河川：㎞、延長は他市町村にわたる部分も含む） 

区  分 一級河川 二級河川 準用河川 普通河川 

河 川 数 2 55 5 459 

延   長 8.65 223.04 8.06 551.03 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

 

イ 海岸 

約４２㎞の長い海岸線を有しており、そのうち国土交通省（１９，６６５ⅿ）及び水産庁（４，

８３９ⅿ）所管の海岸保全区域の指定を受け、高潮、高波、侵食等から市民の命と財産を守るため、

海岸保全施設整備事業を推進している。なお、海岸保全区域以外の海岸は、一般公共海岸である。 

 

海岸保全区域（国土交通省所管分）                                                 （単位：m） 

地  区  名 延   長 備   考 

石地地区海岸 330 海岸法 

椎谷・大崎・石地地区海岸 4,550  〃 

椎谷・宮川・荒浜地区海岸 4,900  〃 

荒浜地区海岸 2,378  〃 

鯨波地区海岸 942  〃 

西鯨波地区海岸 444  〃 

青海川地区海岸 700  〃 

笠島・上輪新田地区海岸 1,755  〃 

上輪地区海岸 630  〃 

米山地区海岸 1,000  〃 

鵜川右岸地区海岸 936 港湾区域 

鯨波地区海岸 1,100  〃 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

 

海岸保全区域（水産庁所管分）                                                     （単位：m） 

地  区  名 延   長 備   考 

椎谷地区海岸 194  

荒浜・松波地区海岸 3,610  

石地地区海岸 1,035  

【資料：農林水産課（令和３(2021)年3月31日現在）】 
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ウ 防災指定地域 

急傾斜地の崩壊及び地すべりによる土砂災害から市民の生命と財産を保護することを目的として、

それぞれの法律が制定されている。この目的を達成するため、災害の発生するおそれのある区域及

び誘発されるおそれのある区域を指定し、整備を進めている。 

 

主な防災指定地域の概要                                                           （単位：㏊） 

防災 

指定 

区域 

根拠法令 

指 定 の 概 要 防災 

指定 

区域 

根拠法令 

指 定 の 概 要 

指定箇所 面積 指定箇所 面積 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

急傾斜地の

崩壊による

災害の防止

に関する法

律 

（国土交通

省所管） 

椎谷 2.81 

地
す
べ
り
防
止
指
定
区
域 

地すべり等

防止法 

（農村振興

局所管） 

小黒須 93.80 

椎谷角城 2.47 上米山 225.00 

宮川 1.25 上米山（追加） 71.60 

鯨波 3.06 石曽根 175.79 

中浜一丁目 0.18 山室 197.15 

番神一丁目 0.14 十二ノ木 101.70 

番神 6.34 伊賀平 105.70 

青海川東 1.36 森近 129.11 

笠島 1.57 行兼 187.08 

米山町 1.39 宮平 112.61 

平井 0.62 岩之入 166.71 

大広田 1.79 曽地南 33.91 

町向 1.19 花坂 37.70 

西港町 0.21 花坂（追加） 74.60 

青海川 2.72 板畑 32.41 

馬場詰 0.85 塩沢 63.00 

原入 1.41 板畑西 87.81 

橋場 1.60 八重沢 57.00 

岡田 1.70 寄合 49.86 

桐沢 1.08 前梯子 37.60 

権現堂 0.47 荻ノ島 48.61 

東の輪 0.94 妙法寺 27.40 

山本 0.40 荒谷 128.00 

番神二丁目 0.16 荒谷（追加） 2.42 

中央台 0.21 

地すべり等

防止法 （国

土交通省所

管） 

花田 5.27 

鯨波二丁目 0.30 大広田 23.10 

鯨波三丁目 0.39 影沢 23.10 

鯨波三丁目東 0.28 田島 31.50 

苗代 1.08 上輪 53.40 

地
す
べ
り
防
止
指
定
区
域 

地すべり等

防止法 

（農村振興

局所管） 

吉尾 75.95 久木太 106.91 

大畑 33.68 山中 143.15 

小清水 93.11 栃ヶ原 71.00 

成沢 43.70 堀切沢 6.70 

菊尾 101.02 石黒 78.70 

菊尾（追加） 37.04 峯坂 18.30 

小牧 118.00 落合 57.00 

大角間 185.00 居谷 68.00 
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防災 

指定 

区域 

根拠法令 

指 定 の 概 要 防災 

指定 

区域 

根拠法令 

指 定 の 概 要 

指 定 箇 

所 
面 積 指 定 箇 所 面 積 

地
す
べ
り
防
止
指
定
区
域 

地すべり等

防止法  

（国土交通

省所管） 

砂田 8.90 

地
す
べ
り
防
止
指
定
区
域 

地すべり等

防止法 

（林野庁所

管） 

猿倉 204.40 

米山町 17.12 男山 351.20 

青海川 8.47 マキノ平 27.96 

笠島 17.01 二田 35.00 

甲戸 9.27 藤掛 92.14 

田沢 6.94 初鶴 8.03 

旧広田 8.69 小峠 44.50 

地すべり等

防止法 

（林野庁

所管） 

藪野 101.26 大坪 73.44 

大清水 14.30 

保

安

林 

森林法 

（農林水産

省所管） 

水源かん養保安林 3,773 

大沢 208.23 土砂流出防備保安林 ６60 

東条 10.20 土砂崩壊防備保安林 68 

西之入 26.70 飛砂防備保安林 108 

十二平 74.22 防風保安林 44 

石黒 14.24 なだれ防止保安林 205 

ウバガ沢 20.50 干害防備保安林 13 

上石黒 28.90 保健林 950 

上石黒（追加） 210.80     

【資料：道路河川課（柏崎地域振興局地域整備部管内図）・農林水産課（農村振興局・林野庁・農林水産省所管分） 

（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

津波や波浪による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備を図り、国土を保全するこ

とを目的に海岸法が制定されている。この目的を達成するため、海岸を防護する海岸保全施設の設

置が必要な区域を指定し、管理を行っている。 

（単位：m） 

防災指定区域 根 拠 法 令 
指 定 の 概 要 

指 定 箇 所 延    長 

海岸保全区域 

海 岸 法 

（国土交通省所管） 

石地地区海岸 330 

椎谷・大崎・石地地区海岸 4,550 

椎谷・宮川・荒浜地区海岸 4,900 

荒浜地区海岸 2,378 

鯨波地区海岸 942 

西鯨波地区海岸 444 

青海川地区海岸 700 

笠島・上輪新田地区海岸 1,755 

上輪地区海岸 630 

米山地区海岸 1,000 

港湾区域  

（国土交通省所管） 

鵜川右岸地区海岸 936 

鯨波地区海岸 1,100 

海 岸 法 

（水産庁所管） 

椎谷地区 194 

荒浜・松波地区 3,610 

石地地区 1,035 

 【資料：道路河川課・農林水産課（水産庁所管分）（令和3(2021)年3月31日現在）】 
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３ 防災や危機管理機能を高める 

暴風・豪雨・豪雪・地震などの自然災害、あるいは大規模火災や重大事故など、様々な災害が我が国

で発生しており、本市においても平成１９(２００７)年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震を始め、

これまで風水害や雪害、土砂災害や大火など数多くの災害を経験してきた。 

こうした災害等から市民の生命、身体及び財産を保護し、被災者の救済・支援等の応急対策を迅速か

つ的確に行うため、市の防災・危機管理体制の強化を図るとともに、市民や地域の防災力を高める取組

を推進している。 

 

 (1) 防災意識・知識の充実向上 

地域の自主的な防災活動を推進するため、町内会や地区コミュニティを中心とした自主防災組織設立

を推進してきた。その結果、令和３(２０２１)年３月末日現在で３１１組織が設立され、市内全世帯の

９９．１％をカバーしている。 

近年は、出前講座や地域との共同による防災訓練を通して、より実効性のある自主防災組織の育成や

防災意識・知識の向上を図るとともに、防災士を計画的に養成し、地域における防災活動の中心的な役

割を担う人材の育成に取り組むなど、地域防災力の充実向上に努めている。 

また、日ごろの備えや災害時に取るべき行動、ハザードマップなどを掲載した「防災ガイドブック」

を全世帯に配布し、市民の防災意識・知識の普及啓発に取り組んでいる。 

 

自主防災組織累計数・組織率の推移                      （単位：組織・％） 

区 分 
平成12年度 

(2000) 

13 

(2001) 

14 

(2002) 

15 

(2003) 

16 

(2004) 

17 

(2005) 

18 

(2006) 

組織数 32  35  38  41  45  52  77  

組織率 ― ― 21.3 23.6 29.1 31.9 37.3 
 

区 分 
19 

(2007) 

20 

(2008) 

21 

(2009) 

22 

(2010) 

23 

(2011) 

24 

(2012) 

25 

(2013) 

組織数 103  232  298  302  303  307  308  

組織率 48.8 80.3 97.1 97.2 97.4 97.9 97.9 
 

区 分 
26 

(2014) 

27 

(2015) 

28 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

31 

(2019) 

令和2  

(2020) 

組織数 309  310  311  311 311 311 311 

組織率 98.9 99.0 99.1 99.1 99.1 99.1 99.1 

【資料：防災・原子力課（3月31日現在）】 

 

自主防災訓練実施状況                                                         （単位：組織・人） 

区 分 
平成26年度 

(2014) 

27 

(2015) 

28 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

31 

(2019) 

令和2 

(2020) 

実施組織数 59  61  70  117 54 33 27 

参加人数 4,771  4,401  5,460  10,977 5,926 2,201 2,924 

【資料：防災・原子力課（3月31日現在）】 

 

 (2) 防災・危機管理体制の強化 

         近年、国内では東日本大震災や熊本地震、各地での豪雨・土砂災害といった過去に類例を見ない大規

模な自然災害が発生している。本市においても国や県の最新の動向や知見に即して、地域防災計画を始

めとする各種計画やマニュアルの見直し、県や防災関係機関との連携強化、市民への災害情報伝達機能

の強化など、自然災害に対する防災体制の強化に取り組んでいる。 

また、新潟県中越沖地震の経験を踏まえ、災害時に相互に協力し合う応援受援体制の強化を進めると

ともに、近年では、東日本大震災の被災地を始め、京都府福知山市、東京都大島町、群馬県前橋市、熊本

県熊本市・益城町等の被災自治体へ本市の応援職員を派遣している。 

さらに、令和元(２０１９)年度には総務省の「被災市区町村応援職員確保システム」により、新潟県
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村上市及び福島県郡山市に「チームにいがた」の一員として本市の職員を派遣したところである。 

自然災害のほかにも、重大事件・事故、武力攻撃や感染症の発生など、様々な危機事案を想定した全

庁的かつ総合的な危機管理体制の整備・強化を図っている。 

 

 

防災行政無線 

固定系システム 移動系システム 

屋外拡声受信局 384か所 携帯 IP無線機を市役所、両町事務所及びコミュニティ 

戸別受信機又は緊急告知ラジオ 全世帯及び事業所等 センターに全７８台配備 

【資料：防災・原子力課（令和3(2021)年3月31日現在）】 

 

(3) 消防力の充実・強化 

常備消防は、昭和２４(１９４９)年７月に発足し、柏崎地域消防事務組合、柏崎地域広域事務組合を

経て、平成１７(２００５)年５月に現在の柏崎市消防本部へと移行してきた。平成２９(２０１７)年３

月には西本町分遣所を常備消防発祥の地である西本町三丁目から東港町へ移転し、新たに西分署として

勤務人員を増員するなど、市街地の消防力の充実・強化を図ってきた。 

火災予防対策では、住宅火災による死者数低減のため、高齢者世帯への戸別訪問やくらしの防火セミ

ナー開催による防火思想の啓発を行うとともに、事業所等における防火管理体制確立及び消防用設備の

適正な維持管理を目的とした立入検査を実施し、違反是正に努めている。また、危険物などの安全な貯

蔵・取扱いについて継続指導し、危険物施設等における保安体制の維持に取り組んでいる。 

消防・救助体制では、近隣消防本部と火災想定訓練、トンネル災害想定訓練等を実施し連携強化に努

めた。消防車両の整備では、災害発生等による地域住民からの要請に応えるため、水槽（積載水３トン）

付消防ポンプ自動車を更新し災害に対応している。救急体制では、応急手当普及啓発活動、救急隊員の

資質向上及び関係医療機関との連携強化に努め、救命率向上に向けて取り組んでいる。また、新型コロ

ナウイルス感染症対策として、感染防止資器材等の充実・強化を図った。 

一方、非常備の消防団では、平成２２(２０１０)年４月に１団２３分団から１団１９分団体制へ組織

を再編、平成２２(２０１０)年７月にはラッパ隊を本部付けとし、隊員を集約することで機動力化を図

った。また、平成２４(２０１２)年４月に女性消防隊が発足、平成２９(２０１７)年１１月には学生消

防団員が誕生し、令和２（２０２０）年４月に学生消防隊を発足させ、火災予防などの広報活動に取り

組んでいる。さらに、平成３１(２０１９)年４月には柏崎市消防本部退職者による機能別消防団（大規

模災害支援隊）を発足し、非常備消防への協力体制を構築している。令和元（２０１９）年度にはホー

ス乾燥機を更新した。消防団車両においては、令和２（２０２０）年度に軽車両積載車３台と併せて小

型動力ポンプを更新し、火災を始め地震・風水害など、あらゆる災害に対処している。 

  

柏崎市危機管理指針

柏崎市国民保護計画
（国民保護対策本部）

―柏崎市国民保護協議会―

柏崎市危機管理計画
（危機対策本部）

―柏崎市危機管理会議―

柏崎市地域防災計画
（災害対策本部）

―柏崎市防災会議―

　　・柏崎市危機情報連絡室
　　・柏崎市危機警戒本部
　　・柏崎市危機対策本部

　　　・柏崎市災害警戒本部
　　　・柏崎市災害対策本部

　・柏崎市緊急事態連絡室
　・柏崎市国民保護対策本部



- 29 - 

ア 組織図（令和２(２０２０)年４月１日現在） 

 

イ 消防防災施設の概要 

常備消防施設（柏崎市消防本部）                                                 （単位：㎡・台） 

区   分 本部（署） 西分署 高柳分遣所 西山分遣所 出雲崎分遣所 計 

所在地 
柏崎市三和町 

8－51 

柏崎市東港町 

６－３７ 

柏崎市高柳町

岡野町1849

－1（高柳町事

務所併設） 

柏崎市西山町

池浦117－2

（西山町事務

所併設） 

出雲崎町大字 

川西 

129－1 

 

敷地面積 6,837.04 3,634.14 2,493.00 7,319.88 495.70  

建 

物 

構造 

鉄筋コンクリ

ート鉄骨造 3

階建 

鉄筋コンクリ

ート造2階建 

鉄筋コンクリ

ート造 3 階建

地下1階 

鉄筋コンクリ

ート造 3 階建

一部鉄骨造 2

階建 

鉄骨造3階建 

 

面積 2,718.82 1,195.27 
占有 

310.20 

占有 

780.47 
566.02 

 

業務開始

年月日 

昭和45(1970) 

7.1 

平成29(2017) 

4.1 

平成23(2011) 

4.1 

平成23(2011) 

4.1 

平成

28(2016) 

1.15 

 

消防ポンプ自動車 2 － － － － 2 

水槽付消防ポンプ 

自動車 
1 2 1 1 1 6 

小型動力ポンプ付 

水槽車 
1 － － － － 1 

化学消防ポンプ 

自動車 
1 － － 1 － 2 

救助工作車 1 － － － － 1 

特殊災害救助車 1 － － － － 1 

梯子自動車 1 － － － － 1 

梯子付消防ポンプ 

自動車 
－ 1 －  － － 1 

高規格救急自動車 2 1 1 1 1 6 

救急輸送車 

（マイクロバス） 
1 － － － － 1 

消防指令車 2 － － － － 2 

査察・広報車 2 － － － － 2 

その他の車両 5 － － － － ５ 

【資料：消防本部（令和３年(２０２１年)4月1日現在）】 
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非常備消防（柏崎市消防団） 

消防団員 1団6方面隊19分団編成 １，３１２人 

小型動力ポンプ付積載車 8７台 

防災活動車 1台 

ホース乾燥庫（水防倉庫と併設） 乾燥機1台 ホース洗浄機1台 ホース巻取り機1台 

水防倉庫（消防器具置場と併設） 
鵜川水系  3か所 

鯖石川水系 3か所   合計６か所 

【資料：消防本部（令和３(２０２１)年４月１日現在）】 

 

火災発生状況 

区  分 出火件数（件） 
焼 損 面 積 

死者数（人） 負傷者数（人） 
損害見積額 

（千円） 建物（㎡） 林野（ａ） 

平成29(2017)年 24 854 0 0 4 33,081 

 30(2018) 25 771 2 0 2 19,210 

令和元(2019)   18 778 0 2 3 38,014 

   2(2020) 13 581 0 4 2 27,442 

   3(2021) 24 549 4 0 1 34,819 

【資料：消防本部 各年1月1日から12月31日まで ※令和３(2021)年は速報値】 

火災発生諸指数 
 

市民1人当たりの損害額（千円） 0.4 １件当たりの出火割合（日） 15.2 

1世帯当たりの損害額（千円） 1.0 建物火災1件当たりの焼損床面積（㎡） 32.3 

1件当たりの損害額（千円） 1,450.8 1日当たりの損害額（千円） 95.4 

人口10,000人当たりの出火件数（件） 3.0   

【資料：消防本部 令和３(202１)年1月1日から12月31日まで（速報値）】 

 

エ 救急活動 

救急出場件数及び事故別内訳 

（単位：件・人） 

区 分 

出 

場 

件 

数 

不

搬

送

件

数 

搬 

送 

人 

員 

出 場 件 数 の 事 故 種 別 内 訳 

火 
 

災 

自
然
災
害 

水 
 

難 

交 
 

通 

労
働
災
害 

運
動
競
技 

一
般
負
傷 

加 
 

害 

自
損
行
為 

急 
 

病 

そ の 他 

転

院

搬

送 

医

師

搬

送 

資
機
材
等
輸
送 

そ 

の 

他 

平成29年 

(2017) 
3,515 214 3,348 16 ― 12 254 29 34 553 6 43 2,274 249 7 ― 38 

30 

(2018) 
3,522 236 3,330 18 ― 10 236 25 21 553 9 32 2,280 287 7 ― 44 

令和元 

(2019) 
3,774 240 3,564 10 1 8 201 32 29 568 8 38 2,534 298 10 ― 37 

2 

(2020) 
3,177 222 2,975 10 1 8 170 27 21 509 7 30 2,054 290 6 ― 44 

3 

(2021) 
3,493 286 3,227 14 2 5 155 34 21 543 4 27 2,288 335 19 ― 46 

【資料：消防本部 各年1月1日から12月31日まで】 
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      オ 救助活動 

救助出場件数及び事故種別内                                                         （単位：件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：消防本部 各年1月1日から12月31日まで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 

出
場
件
数 

火災 
交
通
事
故 

水
難
事
故 

自
然
事
故 

風
水
害
等 

よ
る
事
故 

機
械
に 

よ
る
事
故 

建
物
に 

酸
欠
事
故 

ガ
ス
及
び 

破
裂
事
故 

事
故 

そ
の
他
の 

建物 
建物 

以外 

平成29(2017)年 60 ― ― 33 4 ― ― ― 1 ― 22 

  30(2018) 63 － ― 38 5 ― 1 ― ― ― 19 

令和元(201９) 49 ２ ― 26 6 ― ― ― ― ― 15 

   2(2020) 44 １ ― 24 7 ― 2 1 ― ― 9 

   3(2021) 34 ― ― 13 2 ― 2 ― 1 ― 16 
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第２節 快適な生活環境を支える『頼もしさ』をつくる 

１ 持続可能な公共交通ネットワークを構築する 

 (1) 地域生活交通の確保・維持 

市内発着の乗合バス等については、越後交通株式会社、柏崎交通株式会社の交通事業者２社が、柏崎・

長岡線などの幹線や市街地循環バスなどの市内路線及び郊外路線を運行している。また、北陸自動車道

等を利用した高速バスについては、越後交通株式会社などが柏崎・新潟線、上越・新潟線、上越・柏崎・

東京線及び三条・長岡・柏崎・京都・大阪・堺線を運行している。 

路線バスは、高齢者・学生・障がい者などを中心とした市民の生活の足として、果たす役割が大きい

ものの、利用者はほとんどのバス路線において年々減少傾向にある。本市では、路線を維持するために

国や県と協調して１億円を越える公的支援を実施しているが、路線の確保は困難になってきている。 

これらの現状と課題を受けて、従来からの路線補助を継続しているほか、交通事業者や関係機関と共

に柏崎市地域公共交通活性化協議会を設置し、地域公共交通の活性化や利用促進に資する事業を展開し

ている。 

具体的には、中心市街地においては市民の誰もが便利に利用できる市街地循環バスを整備しているほ

か、郊外の地区においては、それぞれの実情に見合った地域内交通として高柳町・鵜川地区新交通、米

山地区乗合タクシー、西山町地区自家用有償旅客運送にしやま号などを運行している。また、これらの

地域内交通と中心市街地を結ぶ幹線バスに対しては、国などと協調して財政支援を行うことで維持して

いる。さらに、利用促進のため、高校生などを対象とした「通学割引キャンペーン」や路線バスの乗車

機会が少ない児童を対象に「バスの乗り方教室」を実施するなど、モビリティマネジメントにも取り組

んでいる。また、平成２９(２０１７)年から市街地循環バスにおいて実施している「高齢者割引制度」

を、令和元(２０１９)年１０月から越後交通株式会社が市内で運行する全ての路線バスに対象を拡大し

た。こうした様々な取組を展開することにより、市内全体の生活交通の確保と活性化を図り、持続可能

な生活交通ネットワークの実現を進めている。 

 

      柏崎管内バス一般乗客輸送の推移                                                      （単位：人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020） 

乗 客 数 603,633 550,273 542,708 487,772 319,250 

【資料：企画政策課（越後交通株式会社・柏崎交通株式会社）】 

※市内路線及び広域路線（高速バス除く）の計 
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(2) 鉄道の利便性の向上 

本市では、東日本旅客鉄道株式会社の信越本線と柏崎駅で分岐する越後線の２路線で列車が運転され

ている。 

昭和４８(１９７３)年までに複線化と電化が完了した信越本線は、近畿・北陸から新潟・東北の日本

海側を縦貫する幹線としての機能を有しており、旅客列車では特急列車を始め、快速列車・各駅停車の

普通列車などが運転されている。市内には１０駅があるが、柏崎駅には、跨線橋のエレベーターやＩＣ

切符対応型自動改札機などが設置されており、特急・快速・普通列車などが停車し、他の駅には各駅停

車の普通列車が停車している。同線は、通勤・通学等の日常生活での利用が多いほか、長岡駅での上越

新幹線との接続による首都圏や新潟・東北及び北陸・近畿や長野方面など旅行や業務等で長距離を移動

する際にも利用されている。さらに、同線は、旅客列車のほかに北海道・東北と近畿を結ぶ物流の動脈

として日本貨物鉄道株式会社による貨物列車も多く運転されており、柏崎駅はオフレールステーション

として南長岡駅との間でトラック便による貨物輸送を行っている。 

また、越後線は単線であるが昭和５９(１９８４)年に電化が完了し、柏崎駅発着で吉田・新潟方面と

の間に各駅停車の普通列車が運転されている。全ての列車が市内５駅（柏崎駅を除く）に停車し、通勤・

通学を中心とした生活路線として利用されている。 

鉄道利用者が漸減傾向にある中で、信越本線（長岡・柏崎・上越間）の鉄道利便性が大きく低下する

ことなく、上越新幹線と北陸新幹線の二つの新幹線を結ぶ信越本線の機能強化を図ることにより、現在

から将来にわたって鉄道利便性の維持と向上を図っていくことが緊急の大きな課題となっている。 

ダイヤ改正における列車の利便性の向上とともに、本市にとって高速鉄道交通体系の利便性の効果が

十分に得られるよう、上越新幹線及び北陸新幹線と信越本線との確実性と速達性の高い接続による柏崎

地域と東京、北陸・近畿及び新潟の各方面との間の鉄道利便性の維持及び向上を図る必要がある。さら

に、将来的な課題として、上越新幹線と北陸新幹線を結んで日本海側を縦貫する高速鉄道交通体系の整

備を目指す必要がある。 

こうした課題に対する取組は、本市を始め、沿線地域の交通利便性を向上させるだけにとどまらず、

上越地域と中・下越地域の分断を回避して県土の均衡ある発展を促進させ、新潟県の拠点性の強化につ

ながるものである。こうした観点から、本市が事務局を務める上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟

会では、新潟県を中心として、新潟市、長岡市、上越市などの沿線の関係各地域、産業界などと連携し

ながら、全県的な課題として取組を展開していく方向にある。 

また、鉄道の利便性の維持・向上や高速化の実現には、駅に人が集まり、鉄道の活性化を図ることが

重要であり、交流人口の拡大、柏崎駅周辺のまちなかの活性化、市民の鉄道利用の促進などの取組を進

めている。 

 

主要駅の乗客数の推移                                                                （単位：人） 

区  分 柏  崎 安  田 

平成28(2016)年度 609,915 114,975 

29(2017) 592,395 125,560 

30(2018) 604,805 134,685 

令和元(2019)  573,888 131,028 

 2(2020) 431,065 122,275 

【資料：企画政策課（東日本旅客鉄道株式会社新潟支社）】 
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２ 生活に身近な安全を確保する 

(1) 冬期間における快適な生活と道路交通網の確保 

「雪に強いまち、かしわざき」は、市民が願望する将来の都市像である。雪は、長い間、自然現象と

して受け止められてきたが、近年は災害として認識されており、雪に強いまちづくりが真剣に求められ

ている。これは、生活・経済環境の変化が、雪国であっても日常生活が雪によって阻害されない環境を

必要としているためである。 

このため、市道路線については除雪計画を立て道路交通確保に努めるとともに、国の制度を活用し、

冬期間も市民が安心して生活できる地域整備に取り組んでいる。 

 

雪害対策指定地域の概要 

指定地域名 根 拠 と な る 法 令 指 定 の 概 要 

豪雪地帯及び特別豪雪地帯 
豪雪地帯対策特別措置法 

（第2条第1項、第2項） 

豪雪地帯････合併前の刈羽郡旧西山町 

特別豪雪地帯････合併前の旧柏崎市、 

刈羽郡旧高柳町 

積雪地域及び寒冷地域 

積雪寒冷特別地域における道路交

通の確保に関する特別措置法 

（第3条） 

市全域 指定路線 市道434路線 292.5㎞ 

【資料：道路維持課（令和３(202１)年12月1日現在）】 

  

車道機械除雪延長                                                                   （単位：㎞） 

区  分 総除雪延長 
除 雪 水 準 作 業 形 態 

第１種 第２種 第３種 直  営 委託、貸与 

延   長 640.7（※） 123.1 135.6 382.0 0 640.7 

【資料：道路維持課（令和３(202１)年12月1日現在）】 

     ※延長内訳（市道623.9㎞、県道6.7㎞、その他10.1㎞）市道除雪率53.4％ 

 

歩道機械除雪延長                                                                   （単位：㎞） 

区   分 市   道 
作 業 形 態 

直   営  委託、貸与         

延    長 57.9 0 57.9 

【資料：道路維持課（令和３(202１)年12月1日現在）】 

 

車道機械                                                                           （単位：台） 

機械台数 

機  械  種  別 作  業  区  分 

ドーザ系 ロータリ 
凍結防止 

剤散布車 
貸  与 委  託 予備車 

147 123 22 2 102 38 7 

                    【資料：道路維持課（令和３(202１)年12月1日現在）】 

 

歩道機械                                                                           （単位：台） 

機械台数 貸  与 委  託 予備車 

19 15 1 3 

                            【資料：道路維持課（令和3(2021)年12月1日現在）】 
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消融雪施設延長 

施  設  名 内訳 合     計 

消雪パイプ 
箇所数 124 

延長（m） 37,811 

無散水融雪 
箇所数 3 

延長（m） 465 

流雪溝 
箇所数 13 

延長（m） 6,779 

【資料：道路維持課（令和3(2021)年12月1日現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 36 - 

(2) 交通安全対策の推進 

交通安全は国民全ての願いであるが、最近の車社会における交通量の増加、夜間の行動化などに伴い、

交通事故は依然として多発している。また、高齢人口の増加に伴い、高齢者が関与した事故が増加して

おり、悲惨な結果が後を絶たない現状である。 

年間の交通事故発生件数を減少させることにより、交通事故による死者数ゼロを目指すため、令和３

(２０２１)年度から令和７（２０２５）年度までの５年間を計画期間とする「第１１次柏崎市交通安全

計画」を策定し、 

① 高齢者の交通事故防止 

② 歩行者及び自転車の安全確保 

③ シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底 

④ 飲酒運転の根絶 

を重点施策に掲げ、官民一体となった各種施策を推進している。 

交通安全運動の推進母体としては、柏崎市交通安全対策会議や市の委嘱する交通指導員、その他の団

体として、柏崎地区交通安全協会、コミュニティ振興協議会、町内会、老人クラブ等があり、幅広い市

民運動を展開している。 

 

原因別交通事故件数                                                             （単位：件・人） 

区      分 
平成29年 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

3 

(2021) 

車 
 

 

側 
 

（ 
自
転
車
を
含
む 

） 

信号無視 4 3 3 7 5 

右側通行 1 － 4 1 － 

最高速度違反 － － － － 2 

横断等禁止違反 － － － － － 

交差点右左折方法違反 － － － － － 

優先通行妨害等 － － － 3 － 

交差点安全進行違反 4 － － － 5 

横断歩行者妨害等 7 6 3 3 4 

その他徐行違反 － － － － － 

一時不停止等 9 10 4 4 6 

安
全
運
転
義
務
違
反 

ハンドル・ 

ブレーキ操作不適 
12 6 6 

3 7 

脇見 43 47 25 25 17 

安全不確認 26 28 17 18 16 

安全速度 2 － － 1 － 

その他 － 1 － 1 － 

その他・不明 5 4 3 － 2 

計 113 105 65 66 64 

人 
 

 

側 

信号無視 － － － － － 

車両の直前・直後の横断 － － － － － 

飛び出し － － － 1 － 

その他・不明 － － － 1 － 

計 － － － 2 － 

発生件数 113 105 65 68 64 

死者数 2 3 1 5 1 

負傷者数 131 127 83 73 72 

【資料：市民活動支援課 各年1月1日から12月31日まで】 
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 (3) 犯罪を未然に防ぐ地域づくりの推進 

市民の防犯意識の高揚と犯罪を未然に防止する地域社会環境の整備を図るため、基本的な事項を定め

た「柏崎市防犯まちづくり条例」を平成２３(２０１１)年１月１日から施行するとともに、平成２８(２

０１６)年度から令和２（２０２０）年度までの５年間を計画期間とする「第二次柏崎市防犯まちづくり

推進計画」を策定した。「意識づくり」、「地域づくり」、「環境づくり」の３本の柱を基本方針とし、地域

や防犯関係団体と連携しながら市民の自主防犯意識の高揚を図り、「犯罪の防止に配慮した安全で安心な

柏崎市の実現」を目指すこととしている。 

また、子供たちの安全を守るため、本市では不審者情報等の情報を広く市民に伝えることにより地域

社会全体に防犯意識を高めることを目的に、「柏崎市安全防犯情報配信システム」（通称「防犯メール」）

を導入し、平成１６(２００４)年７月から運用を開始している。 

 

安全・防犯情報メール発信内容                                                     （単位：件） 

区  分 
不 審 者 

（子ども見守り含む） 
交 通 安 全  地 域 防 犯  

平成28(2016)年度 3 5 9 

29(2017) 7 2 15 

30(2018) 25 6 10 

令和元(2019)  6 8 6 

 2(2020) ５ ６ ３ 

【資料：市民活動支援課】 

 

メール配信登録件数                                                               （単位：件） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

登録件数 1,987 2,279 3,698 3,387 4,378 

【資料：市民活動支援課】 

(4) 安全な消費生活の確保 

最近の消費者を取り巻く状況は、規制緩和の進展等により大きく変化している。また、情報技術の進

歩に伴うインターネット取引などの急速な拡大もあり、商品やサービス内容の取引条件が多様化し、消

費者にとって利便性は飛躍的に高まっている反面、契約に関わる新たなトラブルや被害が増加している。 

とりわけ、高齢者や若年者が巻き込まれるケースが増加傾向にあるほか、クレジット等の乱用による

多重債務など、寄せられる消費生活相談も多様化してきている。 

こうした消費者被害の未然防止又は解決に向け、消費者を取り巻く環境変化を的確に把握し迅速に情

報提供を行うことで、消費者の自立支援、被害救済に向けた取組が必要である。 

 

ア 柏崎市消費生活センター 

消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理するとともに、消費生活に関する知識の

普及及び啓発活動を行うことにより、市民生活の安定及び向上を図ることを目的とし、平成２２(２

０１０)年４月から柏崎市消費生活センターを開設した。 

施設の概要 

所在地 柏崎市役所 １階 

相談時間 平日は、午前９時から午後４時まで 

土曜日は、午前９時から正午まで 

 

イ 消費生活相談件数 

（単位：件） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元  

(2019) 

2 

(2020) 

相 談 件 数 607 724 934 776 613 

 【資料：市民活動支援課】  
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３ 良好な生活を支える環境を守る 

(1) ライフライン機能の保全 

ア 上水道 

 柏崎の上水道は、川内ダム、川内浄水場を建設し、昭和１２(１９３７)年に給水を開始した。昭

和３５(１９６０)年の第２次拡張事業では、谷根川に水を求め、谷根から川内に導水トンネルを建

設した。その後、給水区域の拡張と水需要の増加に伴い、昭和４１(１９６６)年の第３次拡張事業

で赤坂山浄水場を建設した。昭和５１(１９７６)年の第５次拡張事業では、谷根ダムの建設、平成

２(１９９０)年の第６次拡張事業では、赤岩ダムを建設し、そのたびに赤坂山浄水場の増設を行っ

た。これらの事業により、３つのダムの合計貯水量は５，１１５,０００㎥に、赤坂山浄水場と川内

浄水場を合わせた計画１日最大給水量は８６，３００㎥となり、渇水に強く安定した上水道を構築

することができた。 

       水道の安全性については、水源の赤岩ダムと谷根ダムの集水区域の９１８ヘクタールを全て市有

地として確保し、水源汚染に対し万全を期している。また、水質検査においては、「水道水質検査優

良試験所規範（水道 GLP）」を認証取得し、検査精度と信頼性を保証する体制を整えた。 

       平成２３(２０１１)年には、旧西山町への給水を拡張し、平成２４(２０１２)年には、刈羽村水道

事業を譲受け、平成２９(２０１７)年には、谷根、高柳、石黒、油田の簡易水道事業を上水道事業

に統合し、「計画給水人口」１１５，０６０人、「計画１日最大給水量」９６，３１９㎥/日（いずれ

も認可値）の規模となった。 

       今後も、老朽施設の改良を計画的に実施し、先人から引き継いだ水源、施設を守り、「安全でおい

しい柏崎の水道水」の安定供給を継続していく。 
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上水道施設の概要 

施設種別 設備名称 完成年月 施設規模 

貯水施設 

川内ダム 

昭和13 (1938).3 

昭和25 (1950).3 

平成26 (2014).3 

（創設）有効貯水量220,743 ㎥ 

（ダム嵩上）満水位標高63.20ｍ  

有効貯水量265,000 ㎥ 

（改良工事）洪水吐き能力増強 堤体盛土 

谷根ダム 昭和48 (1973).10 
満水位標高161.80ｍ  

有効貯水量1,300,000 ㎥ 

赤岩ダム 平成元  (1989).3 
満水位標高235.50ｍ  

有効貯水量3,550,000 ㎥ 

導水施設 

第１号ずい道 昭和35 (1960).3 幅1.2ｍ 高さ1.89ｍ 913ｍ 

第２号ずい道 
昭和35 (1960).3 

（平成16 (2004).3改良） 
幅1.2ｍ 高さ1.89ｍ 1,460ｍ 

川内→赤坂山導水管 昭和41 (1966).12 φ450㎜鋳鉄管 延長5,089ｍ 

川内→赤坂山導水管 
昭和51 (1976).3 

（平成30 (2018).3改良） 
φ600㎜鋳鉄管 延長5,187ｍ 

赤岩→赤坂山導水管 平成3 (1991).3 
φ700㎜鋳鉄管 延長1,861ｍ  

φ600㎜鋳鉄管 延長7,967ｍ 

取水施設 
砂田第２水源 

砂田第３水源 

昭和38 (1963). 6 

昭和38 (1963). 6 

計画取水量    1,083 ㎥／日 

〃       384 ㎥／日 

浄水施設 

川内浄水場 

緩速ろ過設備 

  〃 

  〃 

 

 

昭和13 (1938).3 

昭和25 (1950).3 

昭和35 (1960).3 

 

 

3池 創設（＠2,250 ㎥／日） 

１池 増設 

１池 増設 

小計 公称能力 9,000 ㎥／日 

赤坂山浄水場 

3拡急速ろ過設備 

４拡  〃 

５拡  〃 

６拡  〃 

 

 

昭和41 (1966).12 

昭和44 (1969).12 

昭和51 (1976).3 

平成3 (1991).3 

 

 

４池 公称能力 7,200 ㎥／日 

２池 公称能力 9,400 ㎥／日 

６池 公称能力 29,500 ㎥／日 

８池 公称能力 30,060 ㎥／日 

小計 公称能力 76,160 ㎥／日 

高度浄水処理施設 平成28 (2016).11 処理能力    55,500 ㎥／日 

簡水統合施設  処理能力    1,400 ㎥／日 

砂田浄水場 

消毒のみ 

昭和38 (1963).6 

（平成24 (2012).3改良） 
浄水処理量   1,467 ㎥／日 

配水施設 

岬町配水池 

  〃 

岬町ＰＣ配水池 

昭和13 (1938).3 

昭和35 (1960).3 

昭和55 (1980).12 

配水池容量１池 1,540 ㎥ 

〃  〃  1,540 ㎥ 

〃  〃  700 ㎥ 

赤坂山３拡配水池 

赤坂山４拡配水池 

赤坂山５拡配水池 

赤坂山６拡配水池 

昭和41 (1966).12 

昭和44 (1969).12 

昭和51 (1976).3 

昭和58 (1983).3 

配水池容量１池 2,240 ㎥ 

〃  〃  2,688 ㎥ 

〃  ２池 10,250 ㎥ 

〃  〃  10,250 ㎥ 

砂田PC配水池 昭和60 (1985).3 配水池容量1池 8,000 ㎥ 

西山配水池 平成23 (2011).6 配水池容量2池 1,400 ㎥ 

刈羽配水池 
平成24 (2012).10 

（耐震補強完了） 
配水池容量2池 1,408 ㎥ 

配水管 令和3(2021). 3現在 延長      1,054,715m  

※平成29 (2017)年度以降は、上水道に簡易水道を統合した。       

【資料：上下水道局施設維持課（令和３(2021)年3月31日現在）】 
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上水道の普及状況 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

給水区域 

世帯数（戸） 

柏崎地区 33,854 34,723 34,715 34,709 34,812 

刈羽地区 1,555 1,608 1,601 1,577 1,551 

計 35,409 36,331 36,316 36,286 36,363 

人 口（人） 

柏崎地区 83,938 84,503 83,354 82,147 80,940 

刈羽地区 4,573 4,646 4,595 4,483 4,383 

計 88,511 89,149 87,949 86,630 85,323 

給  水 

世帯数（戸） 

柏崎地区 33,843 34,712 34,702 34,695 34,802 

刈羽地区 1,555 1,608 1,601 1,577 1,551 

計 35,398 36,320 36,303 36,272 36,353 

人 口（人） 

柏崎地区 83,911 84,476 83,320 82,110 80,915 

刈羽地区 4,573 4,646 4,595 4,483 4,383 

計 88,484 89,122 87,915 86,593 85,298 

普 及 率 

世帯数（％） 

柏崎地区 99.97 99.97 99.96 99.96 99.97 

刈羽地区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

計 99.97 99.97 99.96 99.96 99.97 

人 口（％） 

柏崎地区 99.97 99.97 99.96 99.95 99.97 

刈羽地区 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

計 99.97 99.97 99.96 99.96 99.97 

年間有収水量（千㎥） 

柏崎地区 10,965 11,155 10,825 10,615 10,547 

刈羽地区 571 581 561 556 562 

計 11,536 11,736 11,386 11,171 11,109 

配水量 

１ 日 最 大（㎥） 41,094 48,076 41,087 39,913 39,305 

１ 日 平 均（㎥） 35,059 35,802 34,453 33,926 34,222 

【資料：上下水道局経営企画課（各年度３月31日現在）】 

※平成29 (2017)年度以降は、上水道に簡易水道を統合した。 

 

上水道用途別給水状況                                                           （単位：㎥） 

家  庭  用 商  業  用 工  業  用 官公署・学校用 そ  の  他 合     計 

8,001,386 1,186,303 1,151,354 769,621 1,251 11,109,915 

【資料：上下水道局経営企画課】 

※令和２(2020)年4月1日から令和３(202１)年3月31日まで 
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イ 工業用水道 

平成１７(２００５）年５月の市町合併により、西山工業流通団地への企業誘致推進のため妙法寺

地内に浄水場を設置した旧西山町の工業用水道事業を引き継いだ。 

その後、工業用水道事業は、給水事業者の同意を得て令和３(２０２１）年３月３１日に事業を廃

止した。 

 

工業用水施設の概要 

施設種別 設備名称 完成年月 場   所 施設規模 

取 水 施 設 
1号井戸水源 平成11 (1999).12 妙法寺 

取水量（㎥/日） 
200 

2号井戸水源 平成11 (1999).12 妙法寺 200 

浄 水 施 設 
1号急速ろ過機 平成11 (1999).12 妙法寺 

浄水処理量（㎥/日） 
400 

2号急速ろ過機 平成11 (1999).12 妙法寺 400 

配 水 施 設 

配水池（地下） 平成11 (1999).12 妙法寺 
容量（㎥） 

配水能力（㎥/日） 

42 

配水ポンプ2台 平成11 (1999).12 妙法寺 490 

【資料：上下水道局経営企画課（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

工業用水道給水状況                                                          （単位：㎥） 

区  分  
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020） 

給 水 量 19,810 15,040 16,257 17,414 17,819 

【資料：上下水道局経営企画課】 

 

ウ 公共下水道 

公共下水道は、都市の健全な発展と快適な生活環境を確保するとともに、公共用水域の水質保全

を目的とし、計画の策定を行った。 

 柏崎公共下水道(柏崎処理区)は、昭和４８(１９７３)年度に事業計画の認可を受け、翌年度より

管渠及び終末処理場の建設に着手し、昭和５６(１９８１)年６月より供用開始を行っている。 

その後、第２期から第６期の事業区域の拡大変更を重ね、平成１９（２００７）年３月末に汚水

事業の面的整備を完了した。 

柏崎公共下水道(石地処理区)は、平成６(１９９４)年に特定環境保全公共下水道の事業認可を受

け、海岸部の６６．７㏊の整備を進め、平成１８(２００６)年度に整備を完了した。 

平成３０(２０１８)年３月には、平成２５(２０１３)年度に接続済みの農業集落排水、柏崎東部

(安田)地区・向安田地区・下田尻地区で事業計画の変更を実施し、１４８．４３㏊を公共下水道へ

編入した。 

柏崎公共下水道(柏崎処理区)の事業計画面積は、特定環境保全公共下水道を含め、汚水２，４３

７．４８㏊、雨水２，２８９㏊となっている。 

 

下水道事業計画の推移                                                                       （単位：㏊） 

区  分 公   共   下   水   道 

事  業 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 

計画年度 
S48 (1973)～    

S55 (1980) 

S56 (1981)～

S61 (1986) 

S62 (1987)～  

H3 (1991) 

H3 (1991) 

～H 9 (1997) 

H10 (1998) 

～H15 (2003) 

H16 (2004) 

～H19 (2007) 

計画面積 214.43 285.37 345.05 311.50 708.56 108.96 
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区  分 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 

事  業 鯨 波 藤橋・堀・川内 鯨 波 

佐藤池新田・ 

池の峰・御山町 

下軽井川・上軽井川 

西山町石地・大津 

大崎・浜忠 

計画年度 H4 (1992)～ 

H9 (1997) 

H6 (1994)～ 

H11 (1999) 

H10 (1998)～ 

H15 (2003) 

H16 (2004)～ 

H19 (2007) 

H6 (1994)～ 

H18 (2006) 

計画面積 28.09 93.82 50.30 142.90 66.70 

【資料：上下水道局経営企画課】 

 

下水道事業計画認可の概要 

処理区 

事業認可 

面  積 

（㏊） 

処理人口 

（人） 

日最大 

汚水量 

（㎥/日） 

ポンプ施設 

処  理  場 

事業目標年度 敷地面積 

（㎡） 

処理能力 

（㎥/日） 
処理方式 

柏 崎 2,437.48 61,770 32,200 

柳橋中継 

八坂 〃 

番神 〃 

柏崎雨水 

鵜川左岸第５雨水 

鵜川右岸第２雨水 

113,400 40,700 
標準活性 

汚泥法 
2025年度 

西 山 

石 地 
66.70 800 728 － 8,500 1,200 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法 2020年度 

【資料：上下水道局経営企画課（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

供用開始状況 

認可面積（Ａ） 整備面積（Ｂ） 
進捗率 

（B）／（A） 

行政区域内 

人口（Ｃ） 

供用開始区域内 

人口（Ｄ） 

普及率 

（D）／（C） 

水洗化 

人口（Ｅ） 

水洗化率 

（E）／（D） 

2,504.18㏊ 2,170.54㏊ 86.7％ 81,071人 61,576人 76.0％ 60,814人 98.8% 

【資料：上下水道局経営企画課（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

エ 農業集落排水 

農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境

の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水

等の汚水、汚泥を処理する施設を整備し、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成を目

的としている。 

整備対象地域は農業振興地内の農業集落であり、農村の持つ特性に調和した農林水産省の補助事

業である。 

地域の合意形成に基づき、地区ごとに「農業集落排水処理組合」を組織し、事業を進めている。

昭和５８(１９８３)年度の柏崎東部（安田）地区の事業着手以来、向安田地区、下田尻地区、柏崎

南部地区、上条地区、北鯖石地区、上条東地区、平井地区、中通地区、北条地区、広田地区及び谷

根地区で整備を完了し、供用を開始した。そして、平成１７(２００５)年５月の市町合併に伴い、

旧高柳町の岡田地区、門出地区と旧西山町の中川地区、西山南部地区、別山地区、別山北部地区、

二田地区の７地区を加え、１９地区で供用を開始した。 

平成１８(２００６)年度に向安田地区を柏崎東部(安田)地区に統合したほか、平成２５(２０１

３)年度までに柏崎東部(安田)地区、下田尻地区を公共下水道に接続し、平成３０(２０１８)年３月

に行った公共下水道の事業計画変更により公共下水道区域となった。このことにより、農業集落排

水事業は３地区が減り、１６地区での供用となった。 

その後、別山処理場の機能強化対策工事完了により、令和２（２０２０）年４月に別山北部地区

を別山地区に統合し、１５地区での供用となる。 
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農業集落排水事業整備状況 

計画面積 

（Ａ） 

整備面積 

（Ｂ） 

進捗率 

（B）／（A） 

行政区域内 

人口（Ｃ） 

供用開始区域内 

人口（Ｄ） 

普及率 

（D）／（C） 

水洗化 

人口（Ｅ） 

水洗化率 

（E）／（D） 

909.2㏊ 909.2㏊ 100.0% 81,071人 13,327人 16.4％ 12,097人 90.8% 

【資料：上下水道局経営企画課（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

オ 浄化槽（合併処理） 

浄化槽（合併処理）整備事業は、個別処理区域の快適で衛生的な生活環境の保全を目的とし、効

率的で合理的な生活排水処理施設として普及してきた。 

平成２(１９９０)年から浄化槽（合併処理）設置整備事業の補助金交付制度を設け、整備促進を

図ってきた。また、令和２（２０２０）年度から単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換に対し

て、単独処理浄化槽撤去費及び宅内配管工事費を補助対象に拡充した。 

 

浄化槽（合併処理）整備状況 

設置基数（Ａ） 行政区域内人口（Ｂ） 供用開始人口（Ｃ） 普及率（Ｃ）／（Ｂ） 

２，８００基 ８１，０７１人 ５，０８８人 ６．３％ 

【資料：環境課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

 

下水道の行政人口普及率は、公共下水道が７６．０％、農業集落排水１６．４％、浄化槽（合併

処理）が６．３％となり、合わせて９８．７％となった。 

 

(2) 空き家の適正管理と利活用の推進 

管理不全な空き家に関する相談件数の増加を受け、平成２５(２０１３)年４月に柏崎市空き家等の適

正な管理に関する条例を施行し、管理不全な空き家の適正管理を推進してきた。平成２７(２０１５)年

５月には空家法が施行されたことに伴い、条例を改正し対応している。今後も、法に規定する特定空家

等（管理不全な空き家）の適正管理の一層の推進を図っていく必要がある。 

 

特定空家等の年間削減数                                                            （単位：件） 

区  分 
平成28年度  

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

削減数（累計） 39 50 57 64 76 

【資料：建築住宅課】 

 

(3) 快適な生活環境の維持 

ア 住環境 

社会経済情勢の変化により、住生活を取り巻く環境にも変化が見られる。平成２７年国勢調査に

よると、住宅に住む一般世帯は３２，６４０世帯に対し、持ち家に住む世帯は２４，８１４世帯と

なっており、持ち家率は７６．０％（県平均７４．６％）であった。また、１世帯当たりの人員は

２．５６人となり、前回平成２２年国勢調査の２．６７人から世帯の少人数化が進んでいる。全国

的な少子高齢化と人口減少により、今後は１世帯当たりの人員に加え、世帯数の減少も見込まれる

ため、多様な住生活環境に対応した住環境の質的向上が求められる。 
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一般世帯の住居状況   

【平成27年国勢調査】                                      （単位：世帯・人・㎡） 

区    分 世  帯  数 世 帯 人 員 1世帯当たり人員 1世帯当たり延面積 

住宅に住む一般世帯 32,640 83,469 2.56 － 

 持 ち 家 24,814 70,226 2.83 － 

 公営借家 967 1,892 1.96 － 

 民営借家 5,864 9,444 1.61 － 

 給与住宅 887 1,656 1.87 － 

 間 借 り 108 251 2.32 － 

住宅以外に住む一般世帯 862 1,021 1.18 － 

合     計 33,502 84,490 2.52 － 

 

【令和2年国勢調査】 

区    分 世  帯  数 世 帯 人 員 1世帯当たり人員 1世帯当たり延面積 

住宅に住む一般世帯 33,087 78,454 2.37 － 

 持 ち 家 24,775 65,782 2.66 － 

 公営借家 843 1,468 1.74 － 

 民営借家 6,134 9,040 1.47 － 

 給与住宅 1,136 1,820 1.60 － 

 間 借 り 199 344 1.73 － 

住宅以外に住む一般世帯 752 853 1.13 － 

合     計 33,839 79,307 2.34 － 

【資料：企画政策課（国勢調査）】 

 

公営住宅の状況                                                              （単位：戸・人） 

所  在  地 
市 営 住 宅 県 営 住 宅 

棟数 住宅戸数 入居戸数 棟数 住宅戸数 入居戸数 

駅前一・二丁目 5 140 133 － － － 

西山町 1 30 30 － － － 

北園町（木造） 2 24 24 － － － 

錦町（木造） 1 6 6 － － － 

北園町 2 68 57 8 221 191 

松波三丁目 5 112 95 5 150 73 

希望ヶ丘 4 88 83 6 114 87 

緑町 － － － 2 60 32 

米山台東 2 32 27 － － － 

栄町 － － － 1 24 16 

高柳町高尾 1 12 7 － － － 

合     計 23 512 462 22 569 399 

所  在  地 
特定公共賃貸住宅 

棟数 住宅戸数 入居戸数 

高柳町高尾 1 12 4 

【資料：建築住宅課（令和３(2021)年4月1日現在）】 
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イ 都市計画公園 

うるおいのある豊かな都市環境を形成し、市民に憩いと安らぎの場を提供していく上で、公園・
緑地の果たす役割は非常に大きい。現在、計画決定公園は２４か所、９８．９２㏊であり、そのう
ち７５．８８㏊を供用している。このほかにも都市公園として、えんま通りなないろ公園、新赤坂
公園、鯖石川改修記念公園、柏崎夢の森公園があり、令和２(２０２０)年都市計画区域内の人口１
人当たり都市公園保有面積は１６．９㎡で県平均１５．１㎡、全国平均１０．６㎡を大きく上回っ
ている。 

 

都市計画公園                                                                       （単位：ha） 

公 園 名 種別 位   置 

計画 

決定 

面積 

最 終 計 画 

決定年月日 

開   設 

備   考 
年 月 面 積 

御殿山 街区 米山台一丁目 0.24 昭和52 (1977).2.16 昭和53 (1978).3 0.24  

大久保 街区 大久保二丁目 0.15 平成24 (2012).9.28 平成10 (1998).4 0.15  

幸町 街区 幸町 0.19 昭和49 (1974).4.17 昭和50 (1975).4 0.19  

八坂 街区 西本町三丁目 0.28 平成24 (2012).9.28 昭和45 (1970).4 0.28  

中部 街区 諏訪町 0.20 昭和30 (1955).3.31 昭和34 (1959).4 0.20  

東部 街区 比角二丁目 0.16 昭和47(1972).7.17 昭和49 (1974).4 0.16  

松波第２ 街区 松波二丁目 0.20 昭和49 (1974).4.17 昭和56 (1981).4 0.20 土地区画整理事業 

松波第１ 街区 松波二丁目 0.37 昭和49 (1974).4.17 昭和51 (1976).4 0.37 土地区画整理事業 

雀森 街区 日吉町 0.24 昭和55 (1980).2.26 昭和56 (1981).3 0.24  

常盤台 街区 常盤台 0.24 昭和56 (1981).3.10 昭和57 (1982).4 0.24  

鴨池 街区 北園町 0.39 平成元 (1989).7.28 昭和57 (1982).4 0.39  

北園 街区 北園町 0.61 平成元 (1989).7.28 平成6 (1994).4 0.57  

穂波 街区 穂波町 0.22 平成2 (1990).10.2 平成7 (1995).4 0.22  

小計  13か所 3.49   3.45  

白竜 近隣 四谷一丁目 1.50 昭和33 (1958).10.15 昭和40 (1965).3 1.50  

春日 
近隣 春日一丁目、春日二丁

目 
1.30 平成24 (2012).9.28 平成4 (1992).5 1.30  

松波フレン

ドパーク 

近隣 
松波三丁目 1.00 平成9 (1997).10.7 平成13 (2001).4 1.00  

駅前 地区 錦町、日石町 4.20 平成21 (2009).8.28 昭和57 (1982).6 4.20 土地区画整理事業 

海岸 
総合 東港町、学校町、栄町、 

北園町、安政町 
20.80 平成2 (1990).6.29 昭和40 (1965).3 17.00  

赤坂山 総合 緑町、赤坂町 13.70 昭和49 (1974).1.8 昭和51 (1976).4 13.70  

番神御野立 

総合 番神二丁目、東の輪

町、 

鯨波二丁目 

27.00 昭和33 (1958).10.15 昭和34 (1959).4 7.80  

小計  7か所 69.50   46.50  

大久保緑道 緑地 大久保一丁目 0.42 昭和61 (1986).6.6 平成9 (1997).6 0.42  

悪田自然緑

地 
緑地 安政町 2.80 平成元 (1989).7.28 平成2 (1990).2 2.80  

田塚緑地 緑地 田塚三丁目 0.21 平成24 (2012).9.28 平成4 (1992).5 0.21  

柏崎墓園 特殊 大字堀 22.50 昭和48 (1973).11.30 昭和50 (1975).12 22.50  

小計  4か所 25.93   25.93  

合計  24か所 98.92   75.88  

【資料：都市計画課（令和3(2021)年3月31日現在）】 
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(4) 環境衛生機能の保全 

ア 斎場 

柏崎市斎場の火葬業務は、民間に委託している。現斎場は、平成９(１９９７)年度から１０(１９

９８)年度に改築された。 

 

斎場施設の概要 

区  分 規   模   等 

所在地 柏崎市大字安田4184番地 

敷地面積 13,514.75㎡ 

建物延面積 鉄筋コンクリート平屋建（一部2階建） 2,067.46㎡ 

炉施設等 火葬炉6基（再燃焼炉付台車式寝棺炉）、汚物炉1基 

業務開始 昭和46 (1971)年6月1日 

【資料：環境課】 

 

斎場利用状況                                                                       （単位：件） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

火葬件数 1,266 1,277 1,254 1,356 1,350 

汚物 640 666 567 481 390 

【資料：環境課】 

 

イ 墓園 

柏崎市墓園は、昭和５０(１９７５)年に造成工事を行って以来、令和３(２０２１)年３月３１日

現在、２，６２１区画を造成し、２，５７５基を貸し付けている。 

 

墓園利用状況                                                                       （単位：件） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

墓地造成数 2,621 2,621 2,621 2,621 2,621 

墓地使用許可数 14 10 25 35 26 

墓地返還数 33 20 25 23 29 

墓地許可数(累計) 2,576 2,566 2,566 2,578 2,575 

【資料：環境課】 

 

ウ し尿処理及び浄化槽汚泥処理 

し尿処理業務は、収集運搬業務及び処理業務を行っており、浄化槽汚泥については、民間業者に

浄化槽汚泥の収集運搬の許可を与え、し尿処理施設へ搬入し処理している。 

 

し尿処理施設の概要 

区  分 規   模   等 

所  在  地 柏崎市松波四丁目13番13号 

敷 地 面 積  10,217㎡ 

処 理 方 式  標準脱窒素処理法＋高度処理 

処 理 能 力  85ＫＬ／日 

竣 工 年 月  平成8 (1996)年3月 

【資料：環境課】 
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エ し尿処理状況 

し尿収集量及び浄化槽汚泥搬入量の推移                                               （単位：kl） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2  

(2020) 

し 尿 収 集 量 
1,018.1 

（1,084.5） 

1,043.0 

（1,105.1） 

968.3 

（1,018.2） 

897.1 

（951.9） 

821.1 

（867.8） 

浄化槽汚泥搬入量 
12,591.2 

（15,909.8） 

12,707.4 

（15,500.6） 

13,888.6 

（16,515.0） 

12,319.1 

（14,949.３） 

12,522.8 

（15,227.6） 

【資料：環境課】 

※下段（ ）は、柏崎市及び刈羽村分の合計数値。 

 

(5) 情報通信環境の向上 

ア 光回線インターネット 

エリアカバー率                                                                     （単位：％） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

光回線インターネットカバー率 100 100 100 100 100 

【資料：企画政策課 各年度3月31日現在】 

 

イ コミュニティ放送 

(ｱ) 広報関係 

株式会社柏崎コミュニティ放送を通じ、市の広報紙に掲載している情報や各課からの情報を月

～金曜の１日６回（各５分間）、企画番組を年１回（６０分間）放送することで、目の不自由な

方はもとより多くの市民に対して情報提供を行っている。 

(ｲ) 防災関係 

ラジオを通じた広報は、同報性・緊急性に優れ、複雑な内容の情報を発信できることから、市

と株式会社柏崎コミュニティ放送は、平成１０(１９９８)年１１月２日付け「災害時における緊

急放送に関する協定」の締結により、災害発生時において、災害の状況、住民が取るべき行動等

の情報を、市民に対し迅速かつ的確に広報することとしている。 

※ 臨時災害放送局「柏崎市災害エフエム」開局 

平成１９(２００７)年７月１６日１０時１３分２３秒に新潟県中越沖地震が発生すると、約

２分後には本来のプログラムから被災情報へと切り替え、２４時間態勢で４１日間に渡り、７

名の専従スタッフが被災者向けの生活情報を中心に災害放送を伝えた。 

柏崎市に編入合併された旧西山町をFM局の聴取可能エリアに入れるため、本市は７月２４日

１５時４５分に臨時災害放送局の予備免許を得て、隣接する長岡市蓮花寺（れんげじ）（小木

ノ城）に当 FM 局の中継局を設置した。翌７月２５日１４時２５分に本免許が交付され、周波

数８０．７㎒、出力１０Ｗで同局は当 FM 局（呼出符号：JOZZ4AC-FM）の中継局（臨時災害放

送局呼出符号：柏崎市災害エフエムJOYZ4O-FM）として放送を開始した。   

これにより可聴エリアは柏崎市、三島郡出雲崎町及び長岡市の一部となった。免許は交付さ

れてから１０月２４日（３か月）まで有効であったが、同局は設置１か月後の同年８月２５日

午後６時で廃止した。 

 

※ 防災情報通信システム整備 

         これまで本市が運用してきたアナログ方式の防災行政無線は、無線通信を管轄する総務省

が新たに規定した無線規格の条件に適合していないことから、令和４(２０２２)年１１月を

もって使用することができなくなります。このことから、令和元(２０１９)年度から令和３(２
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０２１)年度までの３年計画でコミュニティFMを活用した防災情報通信システムの構築を行い

ます。 

         これまでは、主に音声による情報伝達を行ってきましたが、コミュニティFM放送を利用した

緊急告知システムに加えて、メール配信サービス、SNS、ホームページ公開、FAX送信などの様々

な情報伝達手段を一括管理する防災CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を取り入れ

ることで、情報発信の多重化を図ります。 

         耐害性強化の観点から市役所新庁舎内に演奏所を整備し、NTT柏崎ビルに送信所を設置しま

す。令和３(２０２１)年度には、コミュニティFMの受信困難地域に対して受信障害対策中継

局を整備することで受信状況の改善を図ります。 

また、緊急告知システムの受信設備として、全世帯へ緊急告知ラジオの配布、屋外拡声子局

（２７３か所）の更新を行います。 

 

ウ 郵便 

郵政グループ設置状況                                                         （単位：か所） 

種  類 名      称（ 設 置 場 所 ） 計 

郵便局 

柏崎・北条・新道・野田・田尻・中鯖石・鉢崎(米山町)・礼拝・石地・高柳・ 

柏崎春日・柏崎上米山・柏崎鯨波・柏崎桜木町・柏崎岩上・柏崎西中通・ 

柏崎中浜・柏崎西本町・柏崎枇杷島・柏崎東本町・ 

柏崎四谷・柏崎半田・越後広田(大字大広田)・刈羽上条(大字宮之窪)・南鯖石・

荒浜・門出・別山・西山・高浜・曽地・中田 

32 

簡易郵便局 越後大沢(大字大沢)・椎谷・鵜川・松波町・石黒・田塚 6 

合           計 38 

【資料：企画政策課（日本郵便(株)柏崎郵便局 令和3(2021)年４月１日現在）】 
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第３節 社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる 

１ 社会基盤を機能的に整備する 

 (1) 幹線道路ネットワークの整備 

ア 国道８号柏崎バイパス事業 

国道８号は、新潟市を起点として日本海に沿って南下し京都市に至る総延長約６０３㎞の主要幹

線道路であり、北陸自動車道と共に日本海国土軸として沿岸地域の地域経済社会の発展に大きな役

割を果たしている。 

しかし、近年の市街化の進展及び交通需要の増加により、慢性的な交通混雑を引き起こしており、

特に、夏期の交通渋滞は沿道住民にとって深刻な問題となっている。また、災害時における避難路

や緊急輸送路としての機能が求められている。 

こうした問題を解消するため、柏崎市街地の南側に国道８号柏崎バイパスを整備することとし、

平成元(１９８９)年に都市計画決定された。国道８号柏崎バイパスは、中心市街地の都市交通の円

滑化、都市機能の活性化を図るとともに、防災上の観点から災害に強い避難路や緊急輸送路として

の機能強化を整備の目的としている。 

 

事業の概要 

起点・終点 柏崎市大字長崎～大字鯨波 

延  長 Ｌ＝11.0㎞ 

幅  員 Ｗ＝28m 

（歩道3.5ｍ－路肩2.0ｍ－車道7.0ｍ－中央帯3.0ｍ 

－車道7.0ｍ－路肩2.0ｍ－歩道3.5ｍ） 

構造規格 第3種第1級 

設計速度 Ｖ＝80㎞/h 

車 線 数 4車線 

   

事業の経緯 

昭和62 (1987)年度 事業化 

平成元 (1989)年7月28日 都市計画決定 

平成3 (1991)年度 用地着手 

平成5 (1993)年度 工事着手 

平成14 (2002)年10月28日 柏崎市茨目～城東 2.6 ㎞ 2車線開通 

平成17 (2005)年12月24日 豊田橋関連区間 0.5㎞ 2車線開通 

平成17 (2005)年度 国道353号以西工事着手 

平成20 (2008)年度 茨目～宝田地区用地買収開始 

平成22 (2010)年度 新鵜川橋（仮称）完成 

平成24 (2012)年度 茨目～宝田地区用地買収99％完了 

平成25 (2013)年度 元城地区アンダーBOX完成、宝田地区工事着手 

平成26 (2014)年度 剣野地区トンネル工事着手 

平成29 (2017)年度 剣野地区開削トンネル概成及び山岳トンネル契約 

平成３０(2018)年度 山岳トンネル着手 

令和元(2019)年度 

令和２(2020)年度 

長崎～東原町測量着手 

山岳トンネル貫通 
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イ 国・県道 

本市には地域を縦貫する国道８号（新潟市～京都市）を軸として、これに国道１１６号（柏崎市

～新潟市）、２５２号（柏崎市～会津若松市）、３５３号（桐生市～柏崎市）、２９１号（前橋市～柏

崎市）、３５２号（柏崎市～栃木県上三川町）、４０２号（３５２号と全線重用 柏崎市～新潟市）、

４６０号（３５２号と全線重用 新発田市～柏崎市）が放射状に延び、関東・関西・東北経済圏を結

んでいる。これに主要地方道、一般県道が２次生活圏地域内各地を縦横に結び、重要生活道路とな

っている。 

 

国・県道の整備状況                                                              （単位：ｍ・％） 

路  線  名 実 延 長 改良済延長 未改良延長 改良率 舗装済延長 未舗装延長 舗装率 橋梁数 

一般国道（８路線） 118,042.2 113,990.8 4,051.4 96.6 118,042.2 － 100.0 80 

８号 31,251.0 31,251.0 － 100.0 31,251.0 － 100.0 18 

１１６号 9,165.1 9,165.１ － 100.0 9,165.１ － 100.0 7 

２５２号 23,646.5 23,646.5 － 100.0 23,646.5 － 100.0 23 

２９１号 6,331.9 6,331.9 － 100.0 6,331.9 － 100.0 3 

３５２号 20,422.０ 20,42２.0 － 100.0 20,422.0 － 100.0 9 

３５３号 27,225.7 23,174.3 4,051.4 85.1 27,225.7 － 100.0 20 

４０２号 （352号と重用） 

４６０号 （〃） 

県道系 

（37路線） 
220,000.8 176,956.7 43,044.1 80.5 211,638.7 8,362.1 96.2 118 

主要地方道 

（11路線） 
116,728.1 94,125.0 22,603.1 80.6 113,294.3 3,433.8 97.1 66 

柏崎小国線 13,899.9 13,480.0 419.9 97.0 13,899.9 － 100.0 9 

松代高柳線 10,314.2 10,314.2 － 100.0 10,314.2 － 100.0 9 

上越安塚柏崎線 5,525.9 3,470.0 2,055.9 62.8 5,525.9 － 100.0 2 

柏崎高浜堀之内線 10,392.8 10,392.8 － 100.0 10,392.8 － 100.0 7 

柿崎小国線 15,908.7 8,233.6 7,675.1 51.8 15,908.7 － 100.0 8 

柏崎（停）線 613.0 613.0 － 100.0 613.0 － 100.0 1 

長岡西山線 8,247.3 8,247.3 － 100.0 8,247.3 － 100.0 5 

小千谷大沢線 3,212.6 759.0 2,453.6 23.6 3,153.9 58.7 98.2 － 

柏崎越路線 10,864.0 10,752.4 111.6 99.0 10,864.0 － 100.0 5 

鯨波宮川線 22,037.8 22,037.8 － 100.0 22,037.8 － 100.0 16 

大潟高柳線 15,711.9 5,824.9 9,887.0 37.1 12,336.8 3,375.1 78.5 4 

一般県道計 

（26路線） 
103,272.7 82,831.7 20,441.0 80.2 98,344.4 4,928.3  95.2 52 

越後広田（停）線 618.0 401.5 216.5 65.0 599.2 18.8 97.0 1 

安田（停）線 39.1 39.1 － 100.0 39.1 － 100.0 － 

鯨波（停）線 124.4 124.4 － 100.0 124.4 － 100.0 － 

米山（停）線 117.5 － 117.5 － 117.5 － 100.0 － 

西山（停）線 41.5 41.5 － 100.0 41.5 － 100.0 － 

西中通（停）線 94.8 33.1 61.7 34.9 94.8 － 100.0 － 

東柏崎（停）線 1,376.6 1,376.6 － 100.0 1,376.6 － 100.0 － 

東柏崎（停）比角線 1,392.3 1,392.3 － 100.0 1,392.3 － 100.0 1 

荒浜中田線 4,895.8 4,895.8 － 100.0 4,895.8 － 100.0 2 

松代岡野町線 7,573.7 7,338.8 234.9 96.9 7,573.7 － 100.0 － 
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路  線  名 実 延 長 改良済延長 未改良延長 改良率 舗装済延長 未舗装延長 舗装率 橋梁数 

田代小国線 7,171.6 7,171.6 － 100.0 7,171.6 － 100.0 5 

田屋青海川（停）線 11,020.6 5,740.1 5,280.5 52.1 11,011.9 8.7 99.9 7 

門出石黒線 4,799.7 4,415.2 384.5 92.0 4,799.7 － 100.0 6 

椎谷礼拝（停）線 1,985.1 1,985.1 － 100.0 1,985.1 － 100.0 1 

柏崎港線 1,883.0 1,883.0 － 100.0 1,883.0 － 100.0 3 

出雲崎石地線 2,314.7 2,314.7 － 100.0 2,314.7 － 100.0 1 

大沢小国小千谷線 79.1 － 79.1 － 35.6 43.5 45.0 － 

黒部柏崎線 7,187.0 5,950.6 1,236.4 82.8 7,187.0 － 100.0 6 

向山西山（停）線 2,932.7 2,932.7 － 100.0 2,932.7 － 100.0 2 

礼拝長岡線 8,729.7 8,729.7 － 100.0 8,729.7 － 100.0 6 

野田高柳線 10,782.0 1,846.3 8,935.7 17.1 5,962.2 4,819.8 55.3 2 

石黒松代線 133.6 133.6 － 100.0 133.6 － 100.0 － 

東長鳥五十土線 5,385.0 5,345.1 39.9 99.3 5,347.5 37.5 99.3  － 

山中上野線 4,271.3 417.0 3,854.3 9.8 4,271.3 － 100.0 1 

野田西本線 11,006.0 11,006.0 － 100.0 11,006.0 － 100.0 4 

寺泊西山線 7,317.9 7317.9 － 100.0 7,317.9 － 100.0 4 

合計（45路線） 338,043.0 290,947.5 47,095.5 86.1 326,680.9 8,362.1 96.6 198 

【資料：道路維持課（令和3(２０２1)年４月１日現在）】 

   

ウ 高速自動車道 

北陸自動車道は、新潟市を基点とし、富山県、石川県、福井県を通過し滋賀県米原市まで、日本

海側を縦断する延長約４８７㎞の高速自動車国道である。 

本市域では、西山町地区から刈羽村を挟み、田園地帯の中通・西中通・北鯖石・田尻・高田地区

を通過し、鯨波・米山地区の海岸沿いを上越市境まで約３０㎞が通過している。 

この間に、高速道路への出入り口となるインターチェンジは、西山ＩＣ、柏崎ＩＣ、米山ＩＣの

３か所が設置され、市内交通だけでなく、新潟市・長岡市・上越市などへの県内交通、更に北陸自

動車道と連結する高速道路ネットワークを利用した近畿・関東・東北地方への都市間広域交通への

入り口となっている。 

市内の概要 

延長 30.2㎞ 

車線数 ４車線（上下２車線） 

インターチェンジ（ＩＣ） 西山ＩＣ、柏崎ＩＣ、米山ＩＣ（下り線ＳＡ併設） 

サービスエリア（ＳＡ） 米山ＳＡ（上り線） 

バスストップ（ＢＳ） ５か所 西山ＢＳ － 西山ＩＣ併設 

  曽地ＢＳ － 単独 

  柏崎ＢＳ － 柏崎ＩＣ併設 

  上方ＢＳ － 単独 

  米山ＢＳ － 米山ＩＣ併設 現在使用なし 

設計速度 長岡ＪＣＴ～柏崎ＴＮ 100㎞/h （ＴＮ=トンネル） 

  柏崎ＴＮ～柿崎ＩＣ 80㎞/h 

供用開始 西山ＩＣ～柏崎ＩＣ間 昭和56 (1981)年10月29日 

 柏崎ＩＣ～米山ＩＣ間 昭和57 (1982)年11月17日 

 米山ＩＣ～柿崎ＩＣ～上越ＩＣ 昭和58 (1983)年11月 9日 
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エ 都市計画道路 

都市計画道路の整備状況                                                        （単位：ｍ・％） 

区    分 路線数 実 延 長 改良済延長 未改良延長 改良率 舗装済延長 未舗装延長 舗装率 

都市計画道路 25 53,740 37,162 16,578 69.2 31,715 5,447 59.0 

【資料：都市計画課（令和3(2021)年3月31日現在）】 

 

 (2) 生活道路の整備 

市道は、市民の日常生活に密接した道路である。整備状況は改良延長５８９㎞（改良率５０．４％）、

舗装延長９７６㎞（舗装率８３．７％）となっている。 

 

市道の整備状況                                                                    （単位：ｍ・％） 

区 分 路線数 実 延 長 改良済延長 未改良延長 改良率 舗装済延長 未舗装延長 舗装率 橋梁数 

1 級 145 137,461 110,460 27,001 80.4 133,044 4,416 96.8 83 

２ 級 131 119,990 68,554 51,436 57.1 108,821 11,170 90.7 74 

1･２級計 276 257,451 179,014 78,437 69.5 241,865 15,586 93.9 157 

その他 3,366 909,997 409,664 500,333 44.9 734,768 175,229 80.7 401 

市道合計 3,642 1,167,448 588,678 578,770 50.4 976,633 190,815 83.7 558 

※橋梁は「横断歩道橋」を含む            【資料：道路維持課（令和3(2021)年４月１日現在）】 

 

（3) 港湾機能の保全と港の活性化 

ア 港湾 

柏崎港は、大正１１(１９２２)年に初めて人工港として築港工事が起工されて以来、年々整備が

進められてきた。昭和５２(１９７７)年に港湾整備促進法に基づく政令指定港となり、港湾機能の

一層の整備が図られ、地域開発港湾としての地位を確立した。現在、７つの岸壁と８つの物揚場が

整備され、貨物取扱目標６０万トンの地方港湾である。 

昭和４６(１９７１)年７月１日関税法に基づく開港指定、同年８月１日植物防疫法に基づく木材

輸入特定港指定を受け、中越及び北関東経済圏を背後地とした流通港として、また、環日本海時代

の一翼を担う国際貿易港として位置付けられている。平成１１(１９９９)年４月には輸入指定港と

なり、木材以外の植物も輸入可能となり、更なる経済振興の拠点として、本市を取り巻く道路網の

整備と共に発展が期待される。 

また、港周辺環境では、平成２(１９９０)年にマリンスポーツをより身近に楽しむための新潟県

柏崎マリーナが整備され、平成１０(１９９８)年には休憩施設や緑地が整備された（愛称）みなと

まち海浜公園が完成した。さらに、平成１８(２００６)年から本港西埠頭において、海洋レクリエ

ーション機能の充実により地域と一体となった柏崎ならではの「人と物が行き交う賑わいのある港」

として、港湾管理者の新潟県と共に市民憩いの場の整備に着手し、平成１９(２００７)年に観光交

流センター「夕海」の完成により広く地域に親しまれる港づくりを進めている。 
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海上出入貨物量                                                                  （単位：トン） 

区  分 

輸  移  入 輸  移  出 

平成28年 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元年 

(2019) 

2 

(2020) 

平成28年 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元年 

(2019) 

2 

(2020) 

水産品 61 53 55 50 46 ― － － － － 

砂利・砂 25,292 38,968 32,740 19,416 9,991 ― － － － － 

鉄鋼スラグ 13,240 4,100 － － － － － － － － 

石材 10,518 － － － － 15,120 3,417 23,760 43,902 33,993 

金属製品 ― － － － － ― － － － － 

その他の機械 ― － － － － ― － － － － 

完成自動車 

（中古車） 
― － － － － ― － － － － 

産業機械 ― 1,045 － － 618 ― － － － － 

セメント 28,704 15,660 33,936 39,192 40,563 ― － － － － 

窯業品 ― － － 1,500 － 9,002 10,858 2,816 8,246 684 

重油 ― － － － － 124 － － 590 385 

その他の石油 ― － － － － 61 55 54 64 125 

コークス 18,172 22,236 20,213 18,930 7,772 ― － － － － 

その他 

石油製品 
10,308 4,928 4,017 7,193 4,032 ― － － － － 

水 ― － － － － 59 73 79 266 1,221 

金属くず ― － － － － 10,704 12,724 9,235 5,060 7,955 

合  計 106,295 86,990 90,961 86,281 63,022 35,070 27,127 35,944 58,128 44,363 

【資料：道路河川課（令和２(2020)年柏崎港港湾統計資料）】 

 

入港船舶                                                                     （単位：トン・隻） 

区    分 

平成28年 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 

外
航
商
船 

500総トン以上 6 11,752 7 11,513 6 9,382 9 10,380 6 16,951 

5総トン以上 

500総トン未満 
－ － － － － － － － － － 

内
航
商
船 

500総トン以上 27 58,430 15 32,204 15 66,509 26 55,116 26 85,047 

5総トン以上 

500総トン未満 
177 26,650 182 35,598 190 28,920 144 25,162 122 17,416 

漁   船 177 1,593 168 2,030 195 3,017 186 2,506 181 2,414 

避 難 船 － － － － － － － － － － 

そ の 他 275 127,706 229 112,869 134 69,936 209 72,341 88 28,509 

合   計 662 226,131 601 194,214 540 177,818 574 165,505 423 150,337 

【資料：道路河川課（令和2(2020)年柏崎港港湾統計資料）】 
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係留施設 

名      称 水     深（m） バ ー ス 数 

柏  崎  港 

西埠頭岸壁 
－6.0 

－5.0 

1 

1 

中央埠頭岸壁 －5.5（供用－4.0） 1 

東埠頭岸壁 －7.5 1 

中浜埠頭1号岸壁 －7.5 1 

中浜埠頭2号岸壁 －10.0（供用－7.5） 1 

中浜埠頭3号岸壁 －11.0（供用－7.5） 1 

柏崎マリーナ 
小型桟橋 －2.5 45 

大型桟橋 －3.0 60 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

イ マリーナ 

昭和５７(１９８２)年１１月に鯨波地区にマリーナ計画が決定され、昭和５８(１９８３)年度事

業着手、海の柏崎の海洋性レクリエーション基地として、新潟県柏崎マリーナが平成２(１９９０)

年７月にオープンした。 

 

マリーナ収容能力及び保管隻数                                                      （単位：隻） 

区   分 収 容 能 力 保 管 隻 数 

ラック積保管 0 0 

平面保管 165 133 

桟橋保管 58 40 

合   計 223 173 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

 

艇種別内訳                                                                    （単位：隻・％） 

区   分 保 管 隻 数 比     率 

ディンギー 0 0.0 

和船 8 4.6 

モーターボート 142 82.1 

クルーザーヨット 17 9.8 

水上バイク 6 3.5 

合   計 173 100.0 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 

 

地域別内訳                                                                     （単位：隻・％） 

区   分 保 管 隻 数 比     率 

市内 59 34.1 

刈羽郡内 3 1.7 

県内 81 46.8 

県外 30 17.4 

合   計 173 100.0 

【資料：道路河川課（令和３(202１)年3月31日現在）】 
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２ 安全な道路網を確保する 

 (1) 道路や橋りょうなどの計画的な保全 

平成２５(２０１３)年６月に改正、平成２６(２０１４)年７月に施行された道路法により、老朽化し

た橋りょうを多数保有する本市においても、点検・診断・措置（修繕）・記録といったメンテナンスサイ

クルを経済的かつ効率的に展開し、市道橋の健全性を確保することが求められている。 

 

橋りょうの長寿命化                                                                 （単位：橋） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

橋りょう長寿命化修繕 

（累計） 
61 69 74 89 100 

【資料：道路維持課（３月３１日現在）】 

 

 

  



- 56 - 

第４節 豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる 

１ 地球温暖化対策を進める 

(1) 次世代エネルギーの活用による温暖化対策の推進 

ア 地球温暖化対策実行計画の改訂 

温室効果ガスの削減目標や温暖化対策の基本施策を定めた地球温暖化対策実行計画を平成２８

(２０１６)年度に改訂した。市域の温室効果ガス削減を図る区域施策編と市が行う全ての事業から

の温室効果ガス削減を図る事務事業編の２部構成とし、それぞれに温室効果ガスの削減目標を掲げ、

温暖化対策を推進している。 

温室効果ガスの削減目標 

 区 域 施 策 編 事 務 事 業 編 

短期目標 2021年度 －12％ 2021年度 －19％ 

中期目標 2030年度 －26％ 2030年度 －40％ 

長期目標 2050年度 数値目標なし ――― 

                                                                                【資料：環境課】 

※平成25 (2013)年度を基準年度とする 

 

イ 公共施設等における再生可能エネルギーの活用等 

太陽光発電設備設置状況 

区    分 設 置 場 所 設 置 内 容 

平成11（1999）年度 

米山小学校 太陽光発電設備（6.525㎾） 

松波デイサービスセンター 太陽光発電設備（10㎾） 

柏崎墓園 太陽光発電街路灯（20W×2基） 

13（2001） 北条保育園 太陽光発電設備（10㎾） 

15（2003） 

北条デイサービスセンター 太陽光発電設備（10㎾） 

松波フレンドパーク 
太陽光発電設備（1.3㎾、215W）×2基 

太陽光発電街路灯（20W×3基） 

柏崎墓園 太陽光発電街路灯（20W×4基） 

19（2007） 
柏崎・夢の森公園（エコハウス） 太陽光発電設備（6.48㎾） 

柏崎・夢の森公園（西の池広場） 太陽光発電街路灯（55W×3基） 

20（2008） 柏崎墓園 太陽光発電街路灯（12W×2基） 

22（2010） 枇杷島小学校 太陽光発電設備（19.36㎾） 

24（2012） 

北鯖石保育園 太陽光発電設備（10㎾） 

文化会館アルフォーレ 太陽光発電設備（20㎾） 

駅前公園 太陽光発電設備（23W×6基） 

25（2013） 
中鯖石コミュニティセンター 太陽光発電設備（15.6㎾） 

北条小学校 太陽光発電設備（10㎾） 

26（2014） 柏崎墓園 太陽光発電街路灯（12W×1基） 

28（2016） 松波保育園 太陽光発電設備（10㎾） 

29（2017） 

消防署西分署 太陽光発電設備（10㎾） 

第五中学校 太陽光発電設備（5.5㎾） 

北鯖石コミュニティセンター 太陽光発電設備（16.96１７㎾） 

30（2018） 

北条コミュニティセンター 太陽光発電設備（19.8㎾） 

大洲コミュニティセンター 太陽光発電設備（17.28㎾） 

田尻コミュニティセンター 太陽光発電設備（12.96㎾） 

高田コミュニティセンター 太陽光発電設備（12.96㎾） 

令和元（2019） 
高柳送信所（防災情報通信システム） 太陽光発電設備（4.4㎾） 

西山送信所（防災情報通信システム） 太陽光発電設備（6.6㎾） 
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区    分 設 置 場 所 設 置 内 容 

2（2020） 

芋川送信所（防災情報通信システム） 太陽光発電設備（4.4㎾） 

柏崎市役所 FM演奏所 

（防災情報通信システム） 
太陽光発電設備（13.20㎾） 

柏崎市役所 庁舎 太陽光発電設備（57.75㎾） 

柏崎市役所 車庫棟 太陽光発電設備（30.8㎾） 

松波コミュニティセンター 太陽光発電設備（13.20㎾） 

【資料：電源エネルギー戦略室】 

 

風力発電設備導入状況 

区    分 設 置 場 所 設 置 内 容 

平成19（2007）年度 

柏崎・夢の森公園（もっくん広場） 
小型ハイブリッド発電駐車場灯 

（風力+太陽光＝23W＋24W）×3基 

柏崎・夢の森公園（西の池広場） 
小型ハイブリッド発電駐車場灯 

（風力+太陽光＝400W＋110W）×1基 

24 (2012) 駅前公園 小型ハイブリッド発電外灯（255W）×4基 

【資料：電源エネルギー戦略室】 

 

バイオマス利用設備導入状況 

区    分 設 置 場 所 設 備 内 容 

平成19 (2007)年度 
柏崎・夢の森公園（里山工房） 

ペレットストーブ（6㎾×2基） 

木製ペレット造粒機1台 

二田コミュニティセンター ペレットストーブ（6㎾×1基） 

20 (2008) 高柳じょんのび村 ペレットボイラー（580㎾×１基） 

22 (2010) 枇杷島小学校 ペレットストーブ（6.5㎾×2基） 

24 (2012) 自然環境浄化センター 消化ガス発電設備（95㎾×2基） 

25 (2013) 

中鯖石コミュニティセンター ペレットストーブ（6.5㎾×1基） 

北条小学校 ペレットストーブ（6.5㎾×3基） 

結の里 ペレットストーブ（6.5㎾×2基） 

高柳スキー場 ペレットストーブ（6.5㎾×1基） 

29 (2017) 

斎場 ペレットストーブ（12.6㎾×１基） 

第五中学校 ペレットストーブ（7.2㎾×1基） 

柏崎海洋センター（シーユース雷音） ペレットストーブ（6.5㎾×1基） 

【資料：電源エネルギー戦略室】 

 

地中熱利用設備導入状況 

区    分 設 置 場 所 設 置 内 容 

平成28（2016）年度 松波保育園 地中熱空調設備（冷房28㎾、暖房26.5㎾） 

29（2017） 
消防署西分署 地中熱空調設備（冷房7.5㎾、暖房 8.0㎾）×2基 

第五中学校 地中熱空調設備（冷房7.5㎾、暖房 8.0㎾）×3基 

30（2018） 
総合体育館 地中熱空調設備（冷房26.5㎾、暖房28.0㎾）×4基 

日吉小学校 地中熱空調設備（冷房26.5㎾、暖房28.0㎾）×2基 

令和元（2019） 

南中学校 
地中熱空調設備（冷房7.1㎾、暖房8.0㎾）×2基 

（冷房11.2㎾、暖房12.5㎾）×2基 

第一中学校 
地中熱空調設備（冷房7.1㎾、暖房8.0㎾）×1基 

（冷房9.0㎾、暖房10.0㎾）×4基 

瑞穂中学校 
地中熱空調設備（冷房7.1㎾、暖房8.0㎾）×2基 

（冷房11.2㎾、暖房12.5㎾）×2基 

  2（2020） 柏崎市役所 
地中熱空調設備（冷房5.0㎾、暖房5.2㎾）×5基 

地中熱融雪設備（屋外通路200.1㎡） 

【資料：電源エネルギー戦略室】 
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ウ 部局別のエネルギー使用量の状況 

柏崎市役所部局のエネルギー使用量等の実績                                      （単位：KL・%） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

エネルギー使用量 （原油換算） 5,575 5,687 5,988 5,240 5,146 

エネルギー消費原単位 前年度比 100.5 99.3 95.1 96.8 97.9 

【資料：環境課】 

 

柏崎市教育委員会部局のエネルギー使用量等の実績                                （単位：KL・%） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

エネルギー使用量 （原油換算） 3,220 3,404 3,145 2,983 3,218 

エネルギー消費原単位 前年度比 100.2 107.4 94.5 94.8 107.9 

【資料：環境課】 

※エネルギー消費原単位の前年度比とは、それぞれの事務事業のエネルギー効率を表す値を算出し、前年度比

を計算したものであり、エネルギー使用量（原油換算）の前年度比を計算したものではない。 

 

エ 低炭素型家庭用創エネ・省エネ機器導入補助金の交付状況 

太陽光発電設備 ・ HEMS ・ 蓄電池セットの導入補助状況                            （単位：件） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2  

(2020) 

件    数  2 4 5 ２ ６ 

【資料：環境課】 

 

HEMS ・ 蓄電池セットの導入補助状況                                              （単位：件） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

 (2020) 

件    数 3 3 ０ ２ ５ 

【資料：環境課】 

 

高効率廃熱利用設備の導入補助状況                                                   （単位：件） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

(2019) 

2 

 (2020) 

件    数 1 0 ９ １１ １２ 

【資料：環境課】 

 

木質バイオマスストーブの導入補助状況                                               （単位：件） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

(2019) 

2 

 (2020) 

件    数 10 6 9 ７ ４ 

【資料：環境課】 
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(2) 温暖化対策に対する意識啓発 

ア 温暖化対策啓発事業 

     地球温暖化対策の重要性や、効果などを情報発信し、市民一人一人が自らの生活の中で地球温暖

化の防止へ向けて取り組めるよう、普及啓発を推進している。 

ノーマイカーウイーク参加状況（延べ数）                                       （単位：団体・人） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

参 加 団 体  117 115 106 83 ― 

参 加 者 5,418 3,891 5,131 5,853 ― 

※令和2(2020)年度新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。           【資料：環境課】 

 

緑のカーテンプロジェクト参加状況                                                   （単位：件） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

参 加 件 数  98 89 88 44 57 

【資料：環境課】 

 

市民節電モニター事業参加状況                                                 （単位：世帯・社） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

参 加 家 庭 104 44 － ― ― 

参 加 事 業 所 24 17 12 8 ７ 

※平成30(2018)年度から事業者のみ実施                        【資料：環境課】 

 

環境学習会実施状況                                                             （単位：回・人） 

区    分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

開 催 回 数  18 18 25 9 11 

参 加 者 数  1,270 937 1,096 600 409 

※保育園・学校・業界団体などを対象に実施（エコ教室・環境教育プログラム）                【資料：環境課】 

 

イ バイオマスタウンの推進 

バイオマス資源の有効活用を図るため、資源物リサイクルセンターのほか、柏崎アクアパークと

総合体育館に廃食用油の回収拠点を設け、バイオマス資源の収集に努めている。 

 

廃食用油の回収状況                                                                （単位：L） 

区     分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

回 収 量 19,460 19,850 20,656 19,710 19,175 

                       【資料：環境課】 

 

ウ ＥＣＯ２プロジェクト 

事業者の環境への取組を支援するため、参加登録事業者の環境に配慮した取組に対してポイント

を付与している。貯めたポイントは省エネ設備などの導入時に補助金として利用できる。 

 

ＥＣＯ２プロジェクト実施状況 

参 加 登 録 事 業 者 数  232事業者 

累 計 ポ イ ン ト 2,072,451ポイント 
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ECO2プロジェクト補助金支出状況                                         （単位：件・ポイント） 

区    分                    
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

省エネ設備導入など 30 15 15 17 18 

事業者利用ポイント 1,833,421 676,751 710,171 843,326 723,283 

    【資料：環境課】 

 

エ 電気自動車等の普及 

  温室効果ガスの排出削減を図るため、電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及促進に取り

組んでいる。 

 

公用車（電気自動車）の使用状況                                              （単位：台） 

区     分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

使 用 台 数  8 8 ８ ８ 8 

                       【資料：環境課】 

 

電気自動車等購入補助の状況                                                         （単位：件） 

区 分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

件 数 7 20 11 １５ ２ 

                       【資料：環境課】 

 

          公共用施設における電気自動車用充電設備の設置状況 

区    分 設  置  場  所 設  備  内  容  等 

平成22(2010)年度 
旧柏崎市役所駐車場 

※令和２ (２０２０)年１２月２８日廃止 
急速充電器 1基（一般供用） 

23(2011) 柏崎市西山町事務所駐車場 倍速充電器 1基（一般供用） 

24(2012) 新潟県柏崎地域振興局駐車場 
急速充電器 2基（一般供用） 

倍速充電器 1基（一般供用） 

令和２(2020) 柏崎市役所駐車場（新設） 急速充電器 ３基（一般供用） 

                       【資料：環境課】 

 

オ カーボンクレジット販売実績 

自然環境浄化センターの消化ガス発電により削減された二酸化炭素の排出量をクレジット化し、

販売した。購入されたクレジットは、購入先の製品のカーボン・オフセットなどに活用される。 

 
（単位：者・t-CO2） 

区 分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

 (2020) 

販 売 者 数  2 0 0 0 0 

販 売 総 数  908 0 0 0 0 

                       【資料：環境課】 
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２ 資源を有効活用する 

 (1) ごみの適正処理の推進 

ごみの減量化、再資源化に対する取組としては、令和３（２０２１）年３月に一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画を策定し、目標年度である令和７（２０２５）年度の数値目標をごみ量で２４，２７０トン

／年、リサイクル率を２３．１％とした。令和７（２０２５）年度の目標数値達成に向けて、廃棄物の

発生抑制・循環的利用の促進、廃棄物の適正処理の推進及び不法投棄防止対策の推進の３つを基本方針

とし、市民・事業者・行政の協働による環境負荷の少ない循環型社会の構築に取り組んでいる。 

また、更なるごみ減量化、再資源化及び食品ロスの削減を目指し、ごみに対する教育、啓発活動の推

進、資源物品目の拡大に伴う収集体制の整備及びリサイクルルート確保への取組を引き続き実施してい

る。 

ごみの減量化を図るため、平成１６(２００４)年度から粗大ごみを有料とし、また、ごみの減量化、

負担の公平化、施設の延命化を図るため、平成２１(２００９)年１０月から家庭ごみの有料化及び事業

系ごみ処理手数料の改定を実施した。 

ア ごみ収集処理体制と施設の概要 

ごみと資源物の収集・運搬業務は、市内を１１地区に分け収集を行う。収集方法はステーション

方式による分別収集とし、燃やすごみは週３回（火・木・土曜日）、燃やさないごみ、空き缶、スプ

レー缶、空きびん、廃蛍光管、剪定枝・庭の草は月２回、プラスチック製容器包装（白色トレー含

む。）、ペットボトルは月４回の収集を行っている。粗大ごみ（有料）は、電話申込み制による戸別

収集を行っている。 

 

ごみ処理施設の概要 

区   分 規   模   等 

所  在  地 柏崎市松波四丁目13番13号 

敷 地 面 積 15,141㎡ 

建 物 延 面 積 5,430.74㎡ 

処 理 施 設 焼  却  施  設 粗 大 ご み 処 理 施 設  可燃性粗大ごみ処理施設 

処 理 方 式 全連続燃焼式 衝撃剪断破砕方式 二軸剪断破砕方式 

処 理 能 力 160トン／日 40トン／5Ｈ 5トン／5Ｈ 

稼 働 年 月 平成4 (1992)年4月 平成8 (1996)年10月 

【資料：環境課】 

 

収集能力                                                                           （単位：台） 

区    分 市（保有）分 委 託 分 計 

収 集 車 両 

特 殊 運 搬 車 1 24 25 

運  搬  車 3 12 15 

計 4 36 40 

【資料：環境課】 
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イ ごみ処理状況 

 

ごみ処理量の推移                                                                 （単位：トン） 

区     分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

焼却量 

計画収集  12,514 12,522 12,330 12,202 11,981 

事業系搬入 9,526 9,330 9,208 8,975 8,254 

そ の 他 1,491 1,478 1,462 1,513 1,382 

計 23,531 23,330 23,000 22,690 21,617 

破砕量 

計画収集  647 624 653 676 744 

事業系搬入 539 432 407 417 391 

そ の 他 288 325 389 426 332 

計 1,474 1,381 1,449 1,519 1,467 

埋立量 

固 化 灰 1,769 1,749 1,757 1,740 1,226 

焼却残渣  720 726 653 668 657 

破砕残渣  559 481 487 467 460 

側溝汚泥  191 198 221 202 91 

計 3,239 3,154 3,118 3,077 2,434 

【資料：環境課】 

※その他は、施設へ直接搬入された家庭系のごみ及び刈羽村の計画収集・事業系ごみである。 

※破砕量は、粗大ごみ処理施設で処理した燃やさないごみ及び粗大ごみである。 

※埋立量は、焼却施設及び粗大ごみ処理施設で処理した残渣等を最終処分場（エコグリーン柏崎夏渡）で 

埋め立てた量である。 
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３ 美しい自然を守る 

(1) 生物多様性の保全に対する意識啓発 

ア 柏崎・夢の森公園の概要 

柏崎・夢の森公園（以下、「夢の森公園」）は、東京電力株式会社の柏崎刈羽原子力発電所の全号機完

成を記念し本市へ寄贈された公園整備事業で、平成１９(２００７)年６月２日に開園した。 

夢の森公園の特色は、自然との共生を基本に“持続可能な暮らし”を考える場を提供していくことを

コンセプトとし、市民との協働の下、里山の復元や新たな循環の仕組みを提案できるような公園づくり

を目指すとともに、この公園を中核フィールドとして自然体験、環境エネルギー教育、ライフスタイル

教育といった３つの柱で運営していく「環境学校」を展開している。 

平成２７(２０１５)年４月１日からは、指定管理者による管理代行へ移行した。民間事業者が有する

柔軟な発想の転換により、夢の森公園を市民との協働で共に創り、共に育て、その架け橋となる効果的

な運営管理を実践している。 

区   分 規     模     等 

所在地 柏崎市大字軽井川地内（学園ゾーン内） 

面積 30.36 ha 

 

整  備  概  要 

区   分 機     能 内     容 

夢の森センター 

エリア 

メインエントランスとしての機能を果たす

エリア 

エコハウス夢の森環境学校（1,316.24㎡）、 

夢の森駐車場、東の池 

里山工房エリア 
農作業や里山保全活動などの市民活動の拠

点エリア 

パートナーズハウス里山工房（381.60㎡）、 

ヒツジグサの池 

東の丘エリア 
丘陵地形を活用して、動植物の育成や自然

遊びが展開されるエリア 
ギフチョウの森、冒険の森、野外ステージ 

水辺エリア 
湿地地形を活用して、動植物の育成や多様

な交流が展開されるエリア 

湿生植物園、カキツバタの水辺、環境農園

（畑）、メダカ池、トンボ池、夢の森大池 

原っぱエリア 
広々とした草地空間を活用した多目的エリ

ア 
ごろりん広場、西の池ひろば、西の池 

西の丘エリア 
丘陵地形を活用して、動植物の育成や多様

な交流が展開されるエリア 

どんぐり山、星の広場、もっくん広場、北の

池 

【資料：都市計画課】 

※夢の森公園は、市民と行政とのパートナーシップによる公園づくりを目指しており、平成16(2004)年10月に 

発足した柏崎・夢の森公園市民活動運営会議とともに、公園づくりを行っている。 

 

イ 柏崎・夢の森公園及び環境学校プログラム利用状況 

（単位：団体・件・人） 

区 分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

柏 崎 ・ 夢 の 森 公 園 来 園 者 数 90,910 93,900 92,600 94,900 57,400 

環境学校 

プログラム 

個人 延べ利用者数  24,685 22,856 16,859 21,533 3,666 

団体 

団 体 数 152 167 178 148 78 

件 数 － － － － － 

延べ利用者数 7,753 8,057 8,425 8,233 3,535 

合計 延べ利用者数 32,483 30,913 25,284 29,766 7,201 

【資料：都市計画課】 
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ウ 有害鳥獣被害対策の強化 

     防護柵の整備による被害対策を推進 

     イノシシなどの有害鳥獣による農業被害防止及び軽減を図るため、柏崎市有害鳥獣被害対策協議会を

通じ、補助金等活用して防護柵を整備している。 

 

防護柵（電気柵）設置状況 

区 分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

累計設置延長 

（ｍ） 

新規設置延長（ｍ） 3,900 8,350 20,450 49,490 46,830 280,260 

整備事業費計（円） 688,241 1,266,408 3,122,139 6,208,668 7,244,789 54,044,962 

  【資料：農政課】 

 

 (2) 不法投棄の防止と環境美化の推進 

不法投棄の防止と早期発見を推進するため、職員によるパトロールの実施や警察や町内会等関係団体

と連携した注意喚起活動を実施している。また、クリーンデー柏崎の実施、地域のボランティア清掃を

支援した。海岸の環境保全は、委託業者による人力やビーチクリーナーを使用した海岸清掃を実施する

とともに、ボランティア活動による海岸清掃を支援した。 

 

(3) 公害防止対策の推進 

公害対策については、市民の健康を保持し生活環境を保全するという観点から、大気汚染及び主要河

川の常時監視、工場排水の抜き打ち検査、騒音、振動、悪臭の測定を実施するなど、未然防止と改善に

積極的に取り組んでいる。地盤沈下に関しては、平成６(１９９４)年１１月に制定した地盤沈下防止対

策基本方針に基づき、観測井で地下水位と地盤収縮量を監視するとともに、消雪パイプを節水型へ改良

する等の有効な対策を進めているものの、冬期間の消雪用地下水のくみ上げ状況により地盤沈下の進行

が懸念される。 

 

原因別公害（苦情）申立件数                                                         （単位：件） 

区  分 大気汚染 水質汚染 騒  音 振  動 悪  臭 そ の 他 合  計 

平成28(2016)年度 2 2 13 0 7 0 24 

29(2017) ５ １ ６ １ ４ ０ １７ 

30(2018) 6 2 7 1 8 3 27 

令和元(2019) 4 0 5 0 8 3 20 

 2(2020) 0 4 6 1 5 5 21 

【資料：環境課】 
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第２章 産業・雇用～『豊かさ』をつなぐまちをめざして～ 

第１節 『豊かな』暮らしを支える多様な働く場をつくる 

１ 雇用環境や就労機会を充実させる 

（1） 農林水産業における雇用・就業支援の充実 

農家数及び基幹的農業従事者 

２０２０年農林業センサスによると、農家数は１６４５戸で、住民基本台帳（令和２(２０２０)

年１月末現在）の総世帯数３４，８１５戸の４．７％に相当する。前回調査の平成２７(２０１５)

年に比べ、農家数は６１９戸（２７．３％）減少した。 

基幹的農業従事者数(１５歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している

者)は、総数１，０１３人、内訳は男性７０３人(６９．４％)、女性３１０人(３０．６％)だった。 

販売農家数は、前回調査と比べて４２８戸(３０．７％)減少した。 

 

農家数・基幹的農業従事者数の表の下にある「令和２(２０２０)年調査からの公表方法変更」の

とおり、平成１７(２００５)～平成２７(２０１５)年と令和２(２０２０)年の表は数値が継続しな

いので、比較には注意が必要です。 

 

農家数・基幹的農業従事者数                                                  （単位：戸・人・％） 

区   分 総農家数 
自 給 的 

農 家 数 
販売農家数 

   基幹的農業 

従事者数※④ 主業※① 準主業※② 副業※③ 

令
和
2
年 

 
( 

２
０
２
０ ) 

（旧）柏崎市 1,216 476 740 372 135 745 775 

（旧）高柳町 169 70 99 11 9 79 96 

（旧）西山町 260 132 128 9 15 104 142 

柏崎市計 
1,645 

(100.0) 

678 

(41.2) 

967 

(58.8) 
90 190 2,020 1,013 

【資料：企画政策課（農林業センサス）】 

令和２(2020)年調査からの公表方法変更 

※① 農業所得が主（世帯所得の50％以上が農業所得）で調査期日前1年間に自営農業に60日以上 

従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※② 農外所得が主（世帯所得の50％未満が農業所得）で調査期日前1年間に自営農業に60日以上 

従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体 

※③ 調査期日前1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体 

※④ 農業就業人口の廃止…これまで、家族労働力の指標として、農業就業人口と基幹的農業人口従事者が 

公表されていたが、2020年調査より年間数日のみの農業従事者が含まれる農業就業人口の把握を廃止。 

農業労働力のデータとして活用頻度が高い基幹的農業従事者の数値を計上 

※専兼業別統計の廃止…従前、農業の担い手を表す指標として使われてきたが、世帯員が他産業に従事しているが、 

機械化等により大規模経営を行っている兼業農家や、年金収入に依存している高齢専業農家が存在しており、 

担い手を表す指標としては適切ではなくなってきたことから、これに代替する分類として1995年センサス 

（平成7年調査）から主副業別統計を導入。それから20年経過し、主副業別統計が定着してきたことから 

専兼業別の把握を廃止  
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農家数・農業就業人口の推移 

（農家数・基幹的農業従事者数の参考資料として表示）                           （単位：戸・人・％） 

区   分 総農家数 
自 給 的 

農 家 数 

販売農家数 

農家人口 
農業就業 

人  口 計 
専 業 

農家数 

兼業農家数 

第１種 第２種 

平
成
17
年 

 
( 

２
０
０
５ ) 

（旧）柏崎市 2,889 773 2,116 372 161 1,583 11,058 3,076 

（旧）高柳町 422 182 240 94 20 126 1,196 338 

（旧）西山町 608 230 378 58 9 311 2,294 537 

柏崎市計 
3,919 

(100.0) 

1,185 

(30.2) 

2,734 

(69.8) 

524 

(13.4) 

190 

(4.8) 

2,020 

(51.5) 
14,548 3,951 

22  

( 

２
０
１
０ ) 

（旧）柏崎市 2,188 692 1,496 337 127 1,032 － 2,011 

（旧）高柳町 337 148 189 68 27 94 － 254 

（旧）西山町 450 183 267 57 21 189 － 346 

柏崎市計 
2,975 

(100.0) 

1,023 

(34.4) 

1,952 

(65.6) 

462 

(15.5) 

175 

(5.9) 

1,315 

(44.2) 
－ 2,611 

27 

 ( 

２
０
１
５ ) 

（旧）柏崎市 1,658 601 1,057 286 108 663 － 1,456 

（旧）高柳町 261 109 152 64 16 72 － 206 

（旧）西山町 349 163 186 44 16 126 － 272 

柏崎市計 
2,268 

(100.0) 

873 

(38.5) 

1,395 

(61.5) 

394 

(17.4) 

140 

(6.2) 

861 

(38.0) 
－ 1,934 

【資料：企画政策課（農林業センサス）】 

※「自給的農家」とは、「経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額50万円未満の農家」をいう。 

※兼業農家のうち農家所得を主とするものを「第1種兼業農家」といい、従とするものを「第2種兼業農家」という。 

※農家人口については総農家（平成22 (2010)年調査以降は集計なし）、農業就業人口については、 

平成12 (2000)年から販売農家の数値 

※( )内は構成比 
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(2) 地元企業への雇用・就労支援の充実 

ア 有効求人倍率（パートを除く常用） 

一般雇用情勢のバロメーターである有効求人倍率は、１．０９倍となっている。 

 

求人数等の推移                                                              （単位：人・倍） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

（2019） 

2 

（2020） 

求 人 者 数 (A) 11,872 12,491 15,227 13,348 11,311 

求 職 者 数 (B) 10,426 10,242 10,048 10,397 10,420 

有効求人倍率(A/B) 1.14 1.22 1.52 1.28 1.09 

【資料：柏崎公共職業安定所】 

      

イ 就職者の状況 

県内外別就職者の推移（高等学校）                                            （単位：人・％） 

区  分 
卒業者 

総 数 

就 職 者 数 県     内 県     外 

計 男 女 計 
 

男 女 計 
 

男 女 
構成比 構成比 

平成29年度 

(2017) 
792 189 126 63 171 90.5 113 58 18 9.5 13 5 

30 

(2018) 
706 179 127 52 166 92.7 119 47 13 7.3 8 5 

令和元 

(2019) 
746 151 106 45 122 80.8 84 38 29 19.2 22 7 

2 

(2020) 
722 156 110 46 141 90.4 103 38 15 9.6 7 8 

3 

(2021) 
751 150 95 55 138 92.0 87 51 12 8.0 8 4 

【資料：企画政策課（学校基本調査 各年度５月１日現在）】 

 

新規学卒者職業紹介（高等学校）                                              （単位：人・％） 

区   分 求  人  数 就 職 者 数 

県     外 17 （4.3） 17 （12.1） 

県     内 379 （95.7） 124 （87.9） 

 う ち 管 内 335 （84.6） 80 （56.7） 

計 396 （100.0） 141 （100.0） 

【資料：柏崎公共職業安定所（令和3 (2021)年3月31日現在）】 

※令和3(2021)年3月卒 柏崎公共職業安定所管内 

※（ ）内は構成比 
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２ 企業誘致を進める 

(1) 企業立地の促進 

産業振興のための人材育成や雇用の場の確保、大学や研究開発機関の集積を目指して、昭和５４(１９

７９)年にＪＲ柏崎駅から南に約３.５㎞に位置する丘陵地約１６０㏊の区域を「柏崎学園ゾーン」とし

て設定し、昭和６３(１９８８)年に新潟産業大学、平成７(１９９５)年に新潟工科大学が開学した。 

平成８(１９９６)年に学園ゾーン土地利用計画を策定し、２大学を核とした地域人材教育、産業振興、

コミュニティ形成に貢献する一体的な学園まちづくりの推進を目指してきた。 

この土地利用計画を踏まえ、「柏崎フロンティアパーク」（産業団地）と「柏崎･夢の森公園」が具体的

な事業として取り組まれ、「柏崎・夢の森公園」は、平成１９(２００７)年６月に開園、「柏崎フロンテ

ィアパーク（産業団地）」は、平成２１(２００９)年６月に全区画の賃貸・分譲を開始した。 
   

柏崎フロンティアパーク（産業団地） 

柏崎フロンティアパークは、地域産業集積活性化法に基づき新潟県が作成した「特定基盤的技術

産業集積活性化計画（中越地域）」を受け、中小企業基盤整備機構が地域産業における技術の高度化

や新分野への進出等を支援するため、産業用地を造成し、賃貸･分譲を実施してきた。 

平成２９(２０１７)年７月の地域未来投資促進法の施行後は、これまでの製造業を中心とした業

種に限らず、法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けることにより、幅広い業種が立地可能

になった。 

 

事業計画 

 

 

 

 

  事業の経緯 

平成14 (2002)年12月 新潟県知事、柏崎市長から地域公団（現中小企業基盤整備機構）に事業要請 

平成15 (2003)年  2月 造成計画承認（経済産業大臣） 

平成15 (2003)年  2月 事業採択 

平成15 (2003)年  6月 事業着工 

平成22 (2010)年  3月 事業完了 

  賃貸・分譲開始時期 

第1期 平成20(2008)年4月 9日開始（13区画、約6.56 ㏊ ） 

第2期 平成21(2009)年6月11日開始（18区画、約8.55 ㏊ ） 

       立地決定企業 

平成22 (2010)年 3月 株式会社東芝（7区画 33,567.64㎡） 

平成22 (2010)年 8月 株式会社アール・ケー・イー（1区画 4,584.00㎡） 

平成23 (2011)年 9月 株式会社飯塚鉄工所（2区画 10,394.38㎡） 

平成24 (2012)年11月 株式会社東芝（1区画 9,527.16㎡） 

平成25 (2013)年 3月 株式会社東芝（1区画 4,525.17㎡） 

平成27 (2015)年 5月 エンヂンメンテナンス株式会社（1区画 2,631.77㎡） 

平成28 (2016)年 3月   株式会社トライテック（1区画 4,917.45㎡） 

平成28 (2016)年 6月 株式会社不二産業（1区画 5,406.10㎡） 

平成28 (2016)年 8月 株式会社不二産業（1区画 2,698.17㎡） 

平成30 (2018)年 ４月  株式会社東芝（4区画 18,007.88㎡） 

平成３１(2019)年 １月 株式会社ユアテック（1区画 6,514.63㎡） 

平成３１(2019)年 ３月 株式会社トライテック（２区画 9,078.33㎡） 

令和２(2020)年  ８月 日建リース工業株式会社（１区画 5.693.83㎡） 

令和２(2020)年 １２月 株式会社飯塚鉄工所（３区画 18,114.51㎡） 

令和３(2021)年  ３月 株式会社不二産業（3区画 11,787.84㎡） 

所在地 柏崎市大字軽井川地内（学園ゾーン内） 

開発面積 約27.59 ㏊ 

分譲面積 約15.11 ㏊（31区画） 

事業期間 平成15 (2003)年度から平成21 (2009)年度 
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第２節 『豊かな』産業を活かし稼ぐ力をはぐくむ 

１ 商業の魅力を高める 

（1） 意欲ある商業者への支援  

ア 事業所 

平成２６年商業統計調査の結果による本市の卸売業、小売業の現況・推移を見ると、事業所数は

８１４事業所、従業者数は５，２２２人、年間商品販売額は１３２，１６３百万円であった。これ

を平成１９年商業統計調査と比較すると、事業所数は３４１事業所（２９．５％）の減少、従業員

数は１，２８６人（１９．８％）の減少、年間商品販売額は１９，６２０百万円（１２．９％）の

減少となっている。 

平成２６(２０１４)年の年間商品販売額の県総額に占める割合は、本市が２．１％であるのに対

し、新潟市４９．８％、長岡市１４．０％、上越市６．４％、三条市６．０％、燕市３．６％、新

発田市２．８％などとなっている。 

 

卸売業・小売業の推移                                              （単位：事業所・人・百万円） 

区  分 

総   数 卸 売 業 小 売 業 

事業所数 従業者数 
年間商品 

販 売 額 

事業 

所数 

従業 

者数 

年間商品 

販 売 額 

事業 

所数 

従業 

者数 

年間商品 

販 売 額 

平成11年 

(1999) 
1,316 7,461 162,376 229 1,592 66,234 1,087 5,869 96,142 

 14(2002) 1,346 7,493 155,103 209 1,429 60,443 1,137 6,064 94,660 

 16(2004) 1,255 7,171 146,798 202 1,405 59,400 1,053 5,766 87,398 

 19(2007) 1,155 6,508 151,783 178 1,130 60,614 977 5,378 91,168 

 26(2014) 814 5,222 132,163 151 1,139 53,322 663 4,083 78,842 

【資料：企画政策課（商業統計調査）】 

※平成14 (2002)年から旧高柳町・旧西山町を含む。このため、平成11 (1999)年以前と 

平成14 (2002)年以降の数値は接続しない。 

 

イ 大規模小売店 

令和３(２０２１)年３月末現在の大規模小売店（店舗面積１，０００㎡以上）は２３店（８７，

１７３㎡）で、そのうち店舗面積が３，０００㎡以上は次の１０店となっている。 

 

大規模小売店（3,000㎡以上）                                                    （単位：㎡） 

店   舗   名 店  舗  面  積 

MEGAドン・キホーテ柏崎店 9,271  

アークプラザ柏崎 3,268  

柏崎東ショッピングセンターパルス 7,955  

原信岩上店 3,561  

北越柏崎岩上パワフルセンター 4,135  

柏崎ショッピングモール 5,755  

ひらせいホームセンター岩上店 3,198  

柏崎ショッピングストリートグリーングリーン（区画A） 3,952  

ひらせいホームセンター柏崎店 3,070  

コモタウン柏崎 18,690  

計 10店 62,855  

【資料：商業観光課】 
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２ 農林水産業の持続性を高める 

（1） 農林水産業の経営・販売力の強化 

ア 農業 

経営耕地総面積は２５５０．１９㏊となり、市域の総面積（４４，２０３㏊）の５．８％を占め

ている。また、総農家戸数１，６４５戸のうち経営耕地面積が０．５㏊未満の農家は７１９戸と全

体の４３．７％を占めている。農家１戸当たりの経営耕地面積は１．５５㏊と規模が小さく零細で

ある。農地の流動から見ると離農傾向にあるが、経営耕地面積が２．０㏊以上の自立経営志向農家

数は、ほ場整備に伴う担い手への農地集積が進んだため、前回３０１戸から３９５戸と上昇傾向と

なった。 

本市の農業生産の主軸は米であり、これに畜産・そ菜・果実・観光農業等が複合経営の形で営ま

れている。 

 

※平成１７(２００５)から平成２７(２０１５)年調査の経営耕地面積の推移と経営耕地規模別農

家戸数の推移は、販売農家(経営耕地面積が３０a 以上又は農産物販売金額が５０万円以上の農家)

のみの数値で、令和２(２０２０)年調査からの経営耕地面積の推移と経営耕地規模別農家戸数は農

業経営体の数値なので、比較には注意が必要です。 

 

経営耕地面積の推移                                                                 （単位：㏊） 

区   分 
経 営 耕 地 面 積 耕 地 種 類 別  

総 面 積 自給的農家 販売農家  田 畑 樹園地 

平
成
17
年 

 ( 

２
０
０
５ ) 

（旧）柏崎市 3,021.52  137.73  2,883.79  2,797.39  77.93  8.47  

（旧）高柳町 262.49  34.10  228.39  210.23  16.24  1.92  

（旧）西山町 422.29  43.48  378.81  366.47  11.58  0.76  

柏崎市計 3,706.30  215.31  3,490.99  3,374.09  105.75  11.15  

22  

( 

２
０
１
０ ) 

（旧）柏崎市 2,628.60 124.81 2,503.79 2,431.45 66.21 6.13 

（旧）高柳町 231.18 27.20 203.98 190.06 13.08 0.84 

（旧）西山町 382.77 33.79 348.98 334.25 13.94 0.79 

柏崎市計 3,242.55 185.80 3,056.75 2,955.76 93.23 7.76 

27  

( 

２
０
１
５ ) 

（旧）柏崎市 2,240.93 103.22 2,137.71 1,202.53 68.85 7.04 

（旧）高柳町 200.54 18.94 181.60 108.85 11.38 0.78 

（旧）西山町 345.15 29.14 316.01 183.19 10.09 0.66 

柏崎市計 2,786.62 151.30 2,635.32 1,494.57 90.32 8.48 

令
和
2  

 ( 

２
０
２
０ ) 

（旧）柏崎市 2079.18 79.72 1999.46 2842.22 56.30 7.48 

（旧）高柳町 168.38 11.99 156.39 163.09 8.83 0.68 

（旧）西山町 302.63 22.45 280.18 388.77 8.51 0.59 

柏崎市計 2550.19 114.16 2436.03 3394.08 73.64 8.75 

【資料：企画政策課（農林業センサス）】 

※販売農家…経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家 

※農業経営体…農林業経営体のうち①、②又は③のいずれかに該当する事業を行う者をいう。 

         ① 経営耕地面積が30a以上の規模の農業 

         ② 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の規模が基準以上の農業 

         ③ 農作業の受託の事業 
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経営耕地規模別農家戸数 農業経営体                                             （単位：戸・ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：企画政策課（農林業センサス）】 

 

経営耕地規模別農家戸数の推移 販売農家 

（経営耕地規模別農家戸数 農業経営体の参考比較資料として表示）              （単位：戸・ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：企画政策課（農林業センサス）】 

 

水稲収穫量 

区   分 
平成28年 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

作付面積

（㏊） 

全  国 1,505,000 1,465,000 1,470,000 1,469,000 1,462,000 

新 潟 県 117,500 116,300 118,200 119,200 119,500 

柏 崎 市 3,220 3,060 3,060 3,080 3,080 

収 穫 量 

（トン） 

全  国 7,986,000 7,822,000 7,780,000 7,762,000 7,763,000 

新 潟 県 619,200 611,700 627,600 646,100 666,800 

柏 崎 市 16,100 14,500 15,700 16,000 16,600 

【資料：農政課（新潟県農林水産統計年報）】 

 

区   分 0.5㏊未満 

0.5㏊以上 

1.0㏊未満 

1.0㏊以上 

2.0㏊未満 

2.0㏊以上 合  計 

平均耕作面積 

（㏊） 県（㏊） 

令
和
2
年 

( 

２
０
２
０ ) 

（旧）柏崎市 484 234 167 331 1,216 1.71 

1.82 
（旧）高柳町 86 36 22 25 169 1.00 

（旧）西山町 149 42 30 39 260 1.16 

柏崎市計 719 312 219 395 1,645 1.55 

区   分 0.5㏊未満 

0.5㏊以上 

1.0㏊未満 

1.0㏊以上 

2.0㏊未満 

2.0㏊以上 合  計 

平均耕作面積 

（㏊） 県（㏊） 

平
成
17
年 

( 

２
０
０
５ ) 

（旧）柏崎市 1,195 892 535 267 2,889 1.05 

1.35 
（旧）高柳町 257 114 29 22 422 0.62 

（旧）西山町 357 152 66 33 608 0.69 

柏崎市計 1,809 1,158 630 322 3,919 0.95 

22 

 ( 

２
０
１
０ ) 

（旧）柏崎市 973 582 369 264 2,188 1.20 

1.38 
（旧）高柳町 208 78 28 23 337 0.69 

（旧）西山町 260 111 46 33 450 0.85 

柏崎市計 1,441 771 443 320 2,975 1.09 

27 

 ( 
２
０
１
５ ) 

（旧）柏崎市 784 370 266 238 1,658 1.35 

1.62 
（旧）高柳町 151 54 32 24 261 0.77 

（旧）西山町 204 69 37 39 349 0.99 

柏崎市計 1,139 493 335 301 2,268 1.23 
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新潟県農業産出額                                                                （単位：百万円） 

区     分 
平成27年 

(2015) 

28 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

第 

一 

次 

生 

産 

物 

耕 
 

 
 

種 

米 128,400 148,400 141,700 144,500 150,100 

麦・雑穀・豆類 1,600 1,500 1,300 1,200 1,400 

い  も  類 2,700 2,300 1,900 1,500 2,200 

野  菜  類 37,000 38,600 35,200 35,000 31,700 

果     実 8,200 8,000 7,900 7,700 8,600 

花     き 9,200 8,000 7,400 7,300 6,800 

工 芸 作 物 1,300 1,200 1,300 1,000 1,000 

苗 木 ・ 種 苗 200 X X 100 100 

計 188,６00 208,300 197,000 198,300 201,800 

畜 
 

 
 

産 

肉  用  牛 3,500 3,300 3,300 3,400 3,400 

乳  用  牛 6,700 6,800 6,400 6,000 5,800 

豚 12,800 13,000 15,100 14,100 14,100 

鶏 27,100 26,800 26,900 24,200 24,000 

そ  の  他 100 100 0 100 100 

計 50,200 49,900 51,700 47,800 47,400 

第 二 次 加 工 農 産 物 100 100 100 200 100 

合     計 238,９00 258,300 248,800 246,200 249,400 

【資料：農政課（新潟県農林水産統計年報）】 
※表示単位以下の端数があるため合計が合わないことがある。 

※調査対象者数が２経営体（戸）以下の場合は、秘密保護の観点から、調査対象数を除く全ての調査結果を 

「Ｘ」表示としてある。 

 

イ 林業 

林野面積は、２８，７６９㏊（国有林２０２㏊、民有林２８，５６７㏊）であり、市の総面積の

約６５.１％に及ぶ広大なものとなっているが、安い外材に押され林業生産は低く経営規模も零細で

ある。近年、ＣＯ２による地球温暖化など大気汚染の影響が大きな問題となっており、山林による

大気の浄化作用が重要視され、各国の無計画伐採による木材輸出に規制がかかろうとしている。 

このような状況の中、戦後植林された立木をいかしていくためにも間伐、枝打ちなどの山林保育

を進める。また、コスト削減が必要であり、高性能機械の有効利用による作業の合理化のためにも

広域圏との連携による基盤強化を図っていく。さらに、土砂災害、水源涵養、動植物の生態系保持

など、自然環境に配慮した広葉樹の植栽も進める。 

 

民有林林野面積の現況（単位：㏊） 

区   

分 
総計 

立   木   地 

竹
林 

無立木地 

合   計 人 工 林 天 然 林 

計 

伐
採
跡
地 

未
立
木
地 

計 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

計 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

計 

針
葉
樹 

広
葉
樹 

平成30年 

(2018) 
28,574 23,216 7,074 16,142 7,164 7,068 96 16,052 6 16,046 66 5,292 1 5,291 

令和元 

(2019) 
28,574 23,216 7,074 16,142 7,164 7068 96 16,052 6 16,046 66 5,292 1 5,291 

2 

(2020) 
28,567 23,209 7,075 16,134 7,166 7,069 97 16,043 6 16,037 66 5,292 1 5,291 

【資料：農林水産課（新潟県地域森林計画書）】 
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ウ 水産業 

(ｱ) 漁業生産 

主に３トン未満の漁船による刺網が行われており、吾智網、釣り、採貝・採藻漁業等も行われ

ている。 

漁獲物は、まだい・ひらめ・かれい類・めばる等の漁獲が多く、さざえ、もずく等の貝や海藻

類も多く漁獲されている。 

また、獲る漁業だけではなく、つくり育てる漁業として、ひらめの稚魚やあわびの稚貝を放流

し、地先海域の水産資源を継続的に利用できるよう取り組んでいる。 

さらに、さけ資源増大のために、谷根川において、さけのふ化放流事業を実施している。 

 

漁業種類別年次漁獲量の推移（属人数量）                                        （単位：トン） 

区   分 
平成26年 

(2014) 

27 

(2015) 

28 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 
主 た る 漁 種 

大・中型巻き網  － － － － － あじ・いわし・さば 

い  か  釣  － － － － － するめいか・やりいか 

刺     網 89 88 81 74 70 かれい・さけ・ひらめ 

曳     網 0 0 0 0 － いなだ・さわら・しいら 

一  本  釣 Ｘ Ｘ X X X のどぐろ・いしなぎ 

吾  智  網 Ｘ Ｘ X X X たい・ひらめ・ほっけ 

延     網 － － － － － あかむつ・めばる 

地  曳  網 － － － － － いわし・かれい・きす 

採     貝 20 19 19 19 16 かき・さざえ 

採     藻 6 4 ４ 1 5 わかめ・もずく・えご 

そ の 他 漁 業 5 4 ４ 3 2 たこ・ばい 

計 169 186 173 158 157  

【資料：北陸農林水産統計年報 市町村別編 各年1月1日から12月31日まで】 

※「X」は資料の秘密保持上公表できないもの。 

※「X」が含まれているため、合計が一致しない場合がある。 
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(2) 農林水産業基盤の強化 

ア 農・林道 

近年、平地・山間地にかかわらず、農業の機械化の進展や大型機械の導入に伴い、これに対応で

きる農道整備が急務となっている。一方、林道網の整備は、全市域の森林の造成の根幹をなすもの

であり、林地の高度利用と未利用山間地の新規開発を図るため、林道の開設を推進している。 

 

農・林道の整備状況                                                          （単位：本・㎞） 

区  分 路 線 数 実 延 長 舗装道延長 砂利道延長 

農   道 3,516 843.7 76.5 767.2 

林   道 54 108.8 42.7 66.1 

                                                   【資料：農林水産課 : 農道台帳 令和3(2021)年8月1日現在 

  林道台帳 令和３(2021)年3月31日現在】 

 

イ 漁業基地整備 

沿岸漁業は、柏崎港内の漁港区及び第１種漁港である石地漁港、高浜漁港、荒浜漁港、鯨波漁港

及び笠島漁港の５漁港を漁業生産基地として漁船漁業を営み、特に柏崎港は中核基地として生産か

ら流通に至る一連の機能施設を有している。 

漁港施設は平成２４(２０１２)年度に概成したことから、現在は漁港機能が適切に保全されるよ

う、維持管理を行っている。 

荒浜漁港海岸では、平成１０(１９９８)年度から海岸保全施設整備事業（侵食）により海岸の安

全性の向上、潤いのある海岸空間の形成を図るための整備を進めている。また、平成２８(２０１６)

年度から石地、高浜、荒浜の３漁港海岸において海岸堤防等老朽化対策事業に取り組み、計画的な

施設補強を進め、地域住民の生命、財産の被害防止を図っている。 

 

海岸事業計画（平成10(1998)～令和６(2024)年度） 

海 岸 名 事 業 種 別 
施 設 量 

実 施 年 度 
工  種 数  量 

荒浜漁港海岸 海岸保全（侵食） 離岸堤 750ｍ 
平成10 (1998)年度 

～29 (2017)年度 

石地漁港海岸 海岸保全（老朽化） 
長寿命化計画 

老朽化対策工事 

１式 

446ｍ 

平成28 (2016)年度 

～令和6 (2024)年度 

高浜漁港海岸 海岸保全（老朽化） 
長寿命化計画 

老朽化対策工事 

１式 

194ｍ 

平成28 (2016)年度 

～令和2 (2020)年度 

荒浜漁港海岸 海岸保全（老朽化） 長寿命化計画 １式 平成29 (2017)年度～ 

【資料：農林水産課】 
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３ 産業の創造性と技術力を高める 

(1) 技術の継承と人材の育成 

ア 工業 

令和２年工業統計調査結果による製造業の現況・推移を見ると、製造事業所数は１９６事業所、

従業者数は８，２８２人となり、令和元年工業統計調査に比べ、事業所数は９事業所（４．４％）

の減少、従業者数は５０３人（５．７％）の減少となった。 

 

製造業の推移（従業者４人以上の事業所）                                   （単位：％・人・万円） 

区  分 
事 業 所 数 従 業 者 数 製造品出荷額等 付 加 価 値 額 

実  数 前年対比 実  数 前年対比 実  数 実  数 

平成26(2014)年 212 95.9 8,520 99.9 18,936,456 6,938,992 

 29(2017) 204 96.2 8,267 97.0 19,326,538 6,658,064 

 30(2018) 203 99.5 8,496 102.8 20,307,886 7,212,424 

令和元(2019) 205 101.0 8,785 103.4 21,509,405 6,904,602 

２(2020) 196 95.6 8,282 94.3 18,769,260 7,562,755 

【資料：企画政策課（工業統計調査）】 

※平成23年・平成27年・平成28年工業統計調査は、他の基幹統計調査実施により調査が実施されていない。 

※平成29年工業統計調査以降、調査基準日が12月31日から6月1日に変更したため、事業所数、従業者数に 

ついては調査実施年の6月1日現在、現金給与総額、製造品出荷額等などの経理事項については前年1月～12月 

の実績により調査しています。 

比較には留意が必要です。 

 

イ ものづくり活性化センター 

基幹産業であるものづくりに関する総合支援施設として、平成２０(２００８)年７月に「柏崎市

ものづくり活性化センター」を設置した。 

ものづくり活性化センターは、地域工業の技術の高度化と研究開発の推進による産業の活性化、

若者の雇用の場の創出やものづくり人材の育成を目的として、ものづくりに関する総合相談及び技

術指導に関すること、技術・技能の継承を中心とした人材育成事業、企業の創業や技術に関する研

究開発を促進するための施設の提供、新産業・新事業の創出を主な事業としている。 

 

施設の概要 

所在地 柏崎市大字軽井川５９４９番地２ 

構造 鉄筋コンクリート造・２階建 

建築面積 470.62㎡ 

延床面積 757.67㎡ 

平成20 (2008)年4月に新潟県から建物の譲与を受け、施設整備を行い同年７月にオープン。 

主に人材育成事業に用いる大・小研修室、機械工作室のほか、企業の創業や研究開発等を促進する研究室1

室を有している。 

機械工作室には、普通旋盤、ＮＣ旋盤、汎用フライス盤、ＮＣフライス盤、溶接機などを整備、企業の若手

人材の育成に活用している。 

 

（単位：件・人） 

用 途 計 研 修 会 議 一般貸出 

件    数 ８４ ６９ １１ ４ 

利 用 者 数 ６８８ ５３０ １２０ ３８ 

【資料：ものづくり振興課（令和２(20２０)年４月１日から令和３(20２１)年３月３１日まで）】 

※なお、研究室（インキュベーションルーム）は、令和２(20２０)年１０月1日から令和４(20２２)年２月２８日 

までの間、新潟工科大学が使用している。 
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４ 地域資源の活用により観光産業を強化する 

(1) 魅力ある観光地域づくりの推進 

ア 観光・レクリエーション 

花火、海、食、景観のほか、歴史、文化などの多様な地域資源を多面的に活用し、誘客の促進を

図っている。また、観光客の満足度の向上を図るため、観光ボランティアガイドによる、歴史・文

化資源などの案内を積極的に行っている。海岸線の各レクリエーション施設や柏崎・夢の森公園、

じょんのび村、こども自然王国、かやぶきの里、ゆうぎ、西山ふるさと公苑など、多彩な観光施設

や観光資源をいかし効果的な誘客活動を進めている。 

 

観光・レクリエーション施設の概要 

施 設 名 位  置 施  設  の  概  要 

海水浴場 

米山・上輪・笠

島・青海川・薬師

堂・西鯨波・鯨

波・東の輪・番

神・西番神・中

央・高浜・長浜・

大崎・石地 

42㎞に及ぶ海岸線に連なる海水浴場は、15か所を数え、それぞれ変化に

富んだ景勝に恵まれている。水質は良で、日本の渚百選や快水浴場百選に

選定された海水浴場もある。地元保勝会や浜茶屋組合と市が協力し、管理・

運営を行っており、夏期シーズンを中心に海岸清掃を行い、快適な海水浴

場の確保に努めている。また、ライフセイバーを配置し、海水浴場の安全

にも配慮している。 

米山  

日本海を眼下に雄大にそびえ立つ、標高993ｍの山である。国定公園に指

定され、中腹にはブナの原生林があり、山頂には日本三大薬師の一つ“米

山薬師”が鎮座している。 

○山頂避難小屋1棟（111.96㎡）、便所（4.48㎡） 

○柏崎市側登山コース（大平、吉尾、野田、谷根の４コース） 

木村茶道美術館 緑町 
松雲山荘内にある茶道専門の美術館で古書画、陶磁、茶器類約800点を展

示。また、展示品である国宝級の茶器を使ってお茶を楽しむことができる。 

痴娯の家 大字青海川 

生涯をかけて収集した歴史と風土の香り豊かな収集品の数約 5 万点。全国

各地の郷土玩具や民芸品など、その質・量とも日本一のコレクションであ

る。 

黒船館 大字青海川 

近世、幕末、維新の美術工芸品、ペリー来航前後の瓦版、ぎやまん、陶器

などのコレクションを展示。併せて川上澄生ギャラリーとして版画、石版

画も多数展示している。 

同一庵藍民芸館 大字青海川 
藍染め木綿古布や、幻燈版、書道道具、そば猪口を始め、日本だけでなく

中国・韓国・インドの民芸品も数多く展示されている。 

松雲山荘 緑町 
美しい日本庭園として知られ、春の新緑及び10月下旬～11月下旬にライ

トアップされる紅葉は絶景である。 

赤坂山公園 赤坂町・緑町 

赤松を主体とした樹林に覆われた丘陵地で、三階節で有名な米山が望め、

展望広場からは日本海や市街地が一望できる。春は観桜、夏は人工の流れ

に足をぬらし、秋は紅葉が美しく、子供が安心して遊べる公園で、市民の

オアシスとなっている。園内には市立博物館が建つ。（面積13.7ha） 

ソルトスパ潮風 北園町 

雄大な日本海に浮かぶ佐渡を望みながら、のんびり入浴し、海の情景を存

分に満喫しながらゆっくり過ごせる日帰り入浴施設である。(令和 3(20２

1)年12月現在休館中) 

柏崎港観光交流

センター「夕海」 
番神 

海洋レジャーの拠点として、観光情報の発信を行っている。 

マリンスポーツ

交流センター 
西港町 

みなとまち海浜公園におけるキャンプ・バーベキューエリア（かしわざき

セントラルビーチ）の利用者が安心して楽しむことができるよう安全管理

業務を行う。 

海洋センター「シ

ーユース雷音」 
西港町 

日本海のすぐそばに位置する宿泊施設。大浴場、レストラン、客室からは

日本海を一望できる。施設内には、バーベキューテラスや研修室などがあ

る。 
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施 設 名 位  置 施  設  の  概  要 

高柳 

じょんのび村 
高柳町高尾 

「じょんのび」とは、「ゆったり、のんびりとしていて、芯から気持ちがい

い」という意味のお国言葉。「すべての人に心のふるさとを」がテーマの温

泉宿泊施設で、つかの間の「じょんのび」な時を満喫できる。施設内には、

黒姫山麓から湧き出る温泉「楽寿の湯」、宿泊施設「萬歳楽」や貸別荘ファ

ームハウス、食堂の他、手づくりの豆腐やがんもどきなど地元の特産物を

購入できる販売所などもある。 

かやぶきの里 
高柳町 

荻ノ島・門出 

荻ノ島地区の「荻の家」「島の家」、門出地区の「おやけ」「いいもち」は、

かやぶき屋根の宿泊施設。日帰り利用もでき、季節感あふれる素朴な田舎

料理や四季折々の自然を思う存分楽しめる。また、荻ノ島地区には、田ん

ぼを囲むように茅葺屋根の民家が建ち並ぶ環状集落があり、農村の原風景

を見ることができる。 

西山ふるさと 

公苑 
西山町坂田 

西山町の観光と文化情報の発信地であり、友好提携を結ぶ中国江蘇省淮安

市淮安区（旧楚州区）との交流の拠点。西山ふるさと館では、西山町の魅

力や観光情報を発信し、中国の伝統的な宮廷様式を取りいれた西遊館も隣

接。敷地内では地域全体が燃え上がる炎の祭典草生水まつりや文化団体に

よる練習や発表が行われる。 

大崎雪割草の里 西山町大崎 

約 30 万株の雪割草の群生地。遊歩道を散策しながら、雪割草を鑑賞でき

る。３月下旬頃行われる「雪割草祭り」では、雪割草の販売や雪割草技術

講習会なども開催。近くには温泉施設「大崎温泉雪割草の湯」がある。 

大崎温泉雪割草

の湯 
西山町大崎 

大崎温泉雪割草の湯は、泉質が鉄分を含んだ食塩泉で淡黄色のさらさらし

たお湯で、神経痛や筋肉痛の他、皮膚病にも効能がある。また施設には、

日本海に臨む露天風呂、軽食コーナー、大広間（63.5畳）や大小二つの個

室（10畳、8畳）が完備されている。 

西山自然体験交

流施設「ゆうぎ」 
西山町別山 

農業用ダム建設工事に伴って出現する湖面と周辺の自然環境や景観の保

全、やすらぎの場の提供を目的に地域間交流施設として建設された西山自

然体験交流施設。キャンプサイト（オートキャンプ・フリーキャンプ）や

ログキャビン、体験施設、自然探勝エリアなどがある。 

その他の名勝 

景観 
 

○米山福浦八景～米山の火山帯が海岸まで突き出た地形で、奇岩、怪石、洞

窟などがおりなす海岸美がすばらしい名所の総称。番神岬、御野立公園、

達磨（だるま）岩、鷗（かもめ）が鼻、福浦猩々洞、松が崎、牛が首層

内褶曲、聖が鼻の八景が代表的なもの 

○番神堂～文永 11(1274)年日蓮上人が佐渡から赦免の折、三十番神を勧

請したと伝えられている。現在の建物は明治11(1878)年に再建された

もので、堂の四面を鳳凰、桐、水波、亀など桃山風の彫刻がびっしりと

うずめている。 

○お光吾作の墓～浪曲「佐渡情話」で有名な船頭藤吉と小木の娘おべんの悲

恋物語 

○大泉寺観音堂～上杉景勝の寄進により再建。和唐両様式で巧みに組んだ室

町建築。国の重要文化財 

【資料：商業観光課・都市計画課・高柳町事務所・西山町事務所】 
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イ 観光農業 

農業の観光的利用により、地域の農業振興と都市住民への休養・観光・レクリエーションの場を

提供することで地域活性化を促進するため、民間に対し観光農業施設の整備等に補助金を交付して

いる。 

 

観光農業施設の概要 

区
分 施設の名称 

施設の概要 

開設年月 設置主体 位置 面積・規模 利用状況 

観 

光 

農 

園 

ファーム 

くじらなみ 

平24.1 

(2012) 

株式会社 

ファーム 

くじらなみ 

大字鯨波 

越後姫ビニールハウス 

3,000㎡ 

ブルーベリー園 

5,000㎡ 

2,000人 

日本海石地 

わさび園 

平25.4 

(2013) 

株式会社 

土佐工務店 
西山町大崎 

わさびビニールハウス  

1,200㎡ 

販売・加工場 

149.88㎡ 

12,410人 

【資料：農政課・商業観光課（令和3 (2021)年3月31日現在）】 

※利用状況は令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで 

 

ウ 観光客の動向 

令和２(２０２０)年度の観光入込客数は１，３３７千人であった。季節別では、夏（４４．７％）、

秋（２７．５％）、春（１４．７％）、冬（１３．１％）の順となっている。 

 

観光入込客数の推移                                                               （単位：人） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

(2020) 

海 水 浴 797,950 601,220 604,170 573,660 185,810 

まつり・イベント  654,600 616,160 722,610 596,090 2,550 

名所・旧跡・自然景観 974,920 906,010 964,870 937,020 471,060 

温        泉 276,230 262,370 234,530 160,930 58,840 

産 業 観 光 825,800 763,180 681,680 556,670 337,340 

登山・釣り・その他 437,350 414,750 391,600 393,050 281,760 

合   計 3,966,850 3,563,690 3,599,500 3,217,420 1,337,360 

【資料：商業観光課】 

 

 (2) 観光誘客活動の強化 

     新潟県観光協会と連携し、アフターデスティネーションキャンペーンを実施した。 

「交通広告グランプリ 2020」において、「駅メディア部門」の最優秀部門賞を受賞したポスターデザ

インデータを活用し、海の大花火と柏崎市のPR活動を実施した。 

かしわざき味堪能事業実行委員会と松雲山荘ライトアップ実行委員会が連携し、誘客促進に取り組ん

だ。 

新たな観光の柱となることを目指し、三園（松雲山荘、秋幸苑(飯塚邸)及び貞観園）及び市内観光地

をめぐるモデルコースを作成し、市内外の旅行会社に対して当該ツアーの企画を呼びかけた。 
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(3) インバウンドの推進 

新型コロナウイルスの収束後のインバウンド需要の回復を見据え、市内事業者向けの外国人観光

客受入対応講座の開催、市内事業者への外国人旅行者対応に関するアンケートの継続実施、ポケッ

トWi-Fiの貸出等体制の継続など、外国人観光客に対する受入態勢の整備を進めた。 

 

外国人宿泊客の推移外国人宿泊客の推移                               （単位：人） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

外国人宿泊客数 1,900 700 2,200 3,000 300 

【資料：商業観光課】 
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第３章 健康・福祉～『健やかさ』をつなぐまちをめざして～ 

第１節 『健やかな』心と体をはぐくむ 

１ 心と体の健康づくりを進める 

(1) 健康づくりのための仕組みや体制の充実 

ア 健康管理センター 

結婚・妊娠・出産・育児と一貫した母子保健対策を始め、健康相談、健康教育、各種検診など市

民の健康管理と健康づくりを総合的に行っている。歯科休日急患診療所を設置している。 

 

区   分 規   模   等 

設 置 主 体 柏崎市 

所  在  地 柏崎市栄町18番3号 

敷 地 面 積 3,693.10㎡ 

建 物 面 積 等 鉄筋コンクリート3階建 2,213.28㎡ 

開 設 年 月 日 昭和58 (1983)年11月1日 

【資料：健康推進課】 

 

イ 元気館 

健康づくり、福祉及び子育てなどの悩みごとの相談や各種サービスの調整を通じ、病気や障がい

の有無にかかわらず「自分らしい健康や元気」を発見し、「自分らしい生活」を送ることができるよ

う支援を行っている。 

〇主な機能 

・コミュニティホール（交流と憩いの活動スペース） 

・子育て支援（子育て相談、キッズコーナー、早期療育事業、ファミリー・サポート・センター） 

・身体障がい者、知的障がい者デイサービスセンター 

・障がい者生活支援 

・健康診査、保健指導、健康教育、健康相談 

・ひきこもり支援センター 

 

区   分 規   模   等 

設 置 主 体 柏崎市 

所  在  地 柏崎市栄町18番26号 

敷 地 面 積 9,773.47㎡ 

建 物 面 積 等 鉄筋コンクリート2階建 3,701.94㎡ 

開 設 年 月 日 平成11 (1999)年10月1日 

【資料：健康推進課】 

 

ウ いきいき館 

子育て支援や障がい者の社会参加と交流事業及び高齢者の介護予防事業などを行うとともに、親

睦と連帯感を図るための機会と場所を提供し、市民の福祉の向上を図る施設である。 

〇主な機能 

・いきいきホール（多目的ホール） 

・食の広場、わくわく広場 

・福祉工房、ボランティア室 

・集会室、研修室 
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区   分 規   模   等 

設 置 主 体 柏崎市 

所  在  地 柏崎市西山町池浦877番地 

敷 地 面 積 6,522.29㎡ 

建 物 面 積 等 鉄筋コンクリート2階建 2,840.60㎡ 

開 設 年 月 日 平成11 (1999)年10月1日 

【資料：西山町事務所】 
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 (2) 疾病予防対策の推進 

ア 健康診査 

生活習慣病予防やがんの早期発見、早期治療を目的として各種健康診査を実施している。 

平成２０(２００８)年度からは基本健康診査に代わり、４０歳から７４歳までを対象にメタボリ

ックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための特定健康診査が、医療保険者に義務付けられ

た。 

 

各種検診実施状況                                                              （単位：人・％） 

区     分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

特定健康診査 

（柏崎市国保） 

対象者 14,358 12,817 13,640 13,473 13,540 

受診者 7,245 7,430 6,963 6,855 6,855 

受診率 50.5 58.0 51.0 50.9 45.9 

一般健康診査 
３９歳以下受診者 348 310 305 233 177 

７５歳以上受診者 1,519 1,820 2,079 2,550 2,663 

胃がん検診 

対象者 30,219 28,372 28,403 28,446 28,452 

受診者 3,952 4,146 4,068 4,281 3,660 

受診率 13.1 14.6 14.3 15.0 12.9 

子宮がん検診 

（頸がん） 

隔年実施 

対象者 21,684 19,252 19,268 19,280 19,286 

受診者 2,155 2,317 2,334 2,449 2,001 

受診率 20.1 23.2 24.1 24.5 22.9 

乳がん検診 

（マンモ） 

隔年実施 

対象者 19,038 17,265 17,281 17,293 17,299 

受診者 2,395 2,553 2,524 2,715 2,228 

受診率 24.6 28.0 28.7 29.5 28.1 

大腸がん検診 

対象者 30,219 28,372 28,403 28,446 28,452 

受診者 6,733 7,123 7,127 7,705 6,958 

受診率 22.3 25.1 25.1 27.1 24.5 

胸部レントゲン 

（結核） 

対象者 21,798 21,509 21,538 21,580 21,588 

受診者 11,075 10,922 10,967 10,856 9,589 

受診率 50.8 50.8 50.9 50.3 44.4 

肺がん検診 

（読影） 

対象者 30,219 28,372 28,403 28,446 28,452 

受診者 13,499 13,211 13,079 12,893 11,281 

受診率 44.7 46.6 46.0 45.3 39.6 

肺がん検診 

（喀痰細胞診） 

対象者 1,694 1,687 1,542 1,597 1,363 

受診者 213 206 157 140 115 

受診率 12.6 12.2 10.2 8.8 8.4 

前立腺がん検診 

対象者 11,181 10,502 10,517 10,548 10,548 

受診者 1,825 1,955 1,972 2,270 2,081 

受診率 16.3 18.6 18.8 21.5 19.7 

歯周病検診 受診率 616 1,011 616 1,488 1,454 

【資料：健康推進課】 

※子宮がん検診、乳がん検診の受診率の算定方法  （当該受診者＋前年受診者－２年連続受診者）÷当年対象者 
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イ 特定保健指導（柏崎市国保） 

（単位：人・％） 

区   分 
平成29年度 

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

動機付け支援 

対象者数 616 636 646 563 

終了者数 348 360 403 321 

実施率 56.5 56.6 62.4 57.0 

積極的支援 

対象者数 206 157 175 114 

終了者数 36 38 53 35 

実施率 17.5 24.2 30.3 30.7 

合  計 

対象者数 822 793 821 677 

終了者数 384 398 456 356 

実施率 46.7 50.2 55.5 52.6 

 【資料：健康推進課（法定報告数値 ※平成30(2018)は国保連資料）】 

 

ウ その他の保健事業 

（単位：回・人） 

区     分 回     数 延  人  員 

健 康 教 育 130 1,685 

健 康 相 談 125 3,768 

【資料：健康推進課（地域保健・健康増進保健事業報告）】 

 

（単位：人） 

区     分 実  人  員 延  人  員 

訪 問 指 導 26 45 

【資料：健康推進課（地域保健・健康増進保健事業報告）】 

 

エ 死亡者数の推移 

本市における年間の死亡者数の死因別を見ると、悪性新生物、心疾患、呼吸器系疾患、老衰によ

る死亡者が圧倒的に多く、全体の５９．９％を占めている。 

 

死因別死亡者数の推移                                                              （単位：人） 

区    分 
平成28年 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

悪性新生物 313 307 282 330 301 

心疾患（高血圧性を除く。） 157 192 143 199 179 

脳血管疾患 127 104 97 111 90 

呼吸器系の疾患 121 144 153 166 129 

不慮の事故 48 25 35 39 45 

自殺 14 16 16 20 16 

老衰 101 110 113 116 128 

高血圧性疾患 10 17 13 15 9 

その他 279 279 296 333 333 

合    計 1,170 1,194 1,148 1,329 1230 

【資料：柏崎地域振興局健康福祉部（各年1月1日から12月31日まで）】 
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２ 健康を守る基盤を堅持する 

（1） 地域医療体制の確保 

一次救急医療は、柏崎市刈羽郡医師会及び柏崎市歯科医師会の協力により、昭和４９(１９７４)年に

内科・小児科の休日急患診療所、昭和５８(１９８３)年に歯科休日急患診療所を設置し、休日の急患に

対応してきた。平成１９(２００７)年４月に現在の柏崎総合医療センター内に、柏崎休日・夜間急患セ

ンターが開設され、内科・小児科は、休日に加えて平日夜間の急患に対応できる体制が整った。 

二次救急医療（入院や手術を要する救急医療）は、柏崎総合医療センター、柏崎中央病院、新潟病院

の協力により輪番体制を整えている。 

令和３(２０２１)年の救急搬送人数３，２２７人のうち、約９０％に当たる２，９０７人が柏崎市内

の病院に収容されている。なお、中越圏域（二次保健医療圏）の救命救急センターには、長岡赤十字病

院が指定されている。 

なお、本市の医療施設は、以下のとおりである。そのうち、誰でも受診できる一般診療所は４１か所

（休日・夜間急患センターを除く。）、歯科診療所は３６か所（歯科休日急患診療所を除く。）である。 

主な医療関係者のうち、医師は１２５人、歯科医師は５２人、看護職員は１，２５６人である。 

 

医療施設状況                                                                （単位：か所・床） 

病   院 一般診療所 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

歯
科
診
療
所 

歯
科
技
工
所 

助 

産 

所 

老人保健施設 

施 

設 

数 

病 

床 

数 

施 

設 

数 

有 床 無 床 

施 

設 

数 

病 

床 

数 

施 
設 

数 
病 

床 

数 

施 

設 

数 

5 1,204 ５９ ０ ０ ５９ ７ ３６ ６ ６ 2 290 

           【資料：病院・診療所・歯科技工所・助産所（柏崎保健所調）、にいがた医療情報ネット、 

介護保険サービス事業所一覧【（令和３(2021)年4月1日現在）】 

 

医療関係者数（単位：人） 

医 
 

 

師 

歯
科
医
師 

歯
科
衛
生
士 

歯
科
技
工
士 

薬 

剤 

師 

看  護  職  員 

保 

健 

師 

助 

産 

師 

看 

護 

師 

 

准
看
護
師 

 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

う
ち
訪
問
看
護 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

う
ち
訪
問
看
護 

125 5２ 81 51 11８ 51 28 937 38 240 3 

【資料：医師・歯科医師・薬剤師届、歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師 業務従事届 

【（平成30(2018)年12月31日現在）】 

※調査は隔年で実施している。令和２(2020)年のデータは国の公表が遅れている。 
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第２節 子どもを産み育てやすい『健やかな』環境をつくる 

１ 出会いの喜びを感じる環境を整備する 

（1） 出会いや結婚への活動支援の充実 

独身男女の出会いや結婚に対する支援として、結婚活動応援事業を通じて若い世代に出会いの場を提

供している。 

結婚活動応援事業成婚確認数 

区 分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

結婚活動応援事業成婚確認数 4 ３ ４ ０ 0 

【資料：子育て支援課】 

 

２ 子どもを持つ喜びが感じられる環境を整備する 

（1）相談支援体制の充実 

ア 子育て世代包括支援センター利用者支援事業（元気館） 

妊娠期から子育て期（就学前）にわたる切れ目のない支援のため、保健師等を配置して「母子保健

サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供できるよう、きめ細やかな相談支援体制を行う

ワンストップ拠点として設置している。 

また、子育て世代包括支援センターの中核事業として利用者支援事業（母子保健型）を実施し、助

産師を配置して、早期相談・支援に繋げ、必要に応じて支援プランを作成して継続支援を行っている。 

 

利用者支援専門員の活動状況                                                    （単位：延件数） 

区 分 平成28(2016) 29(2017) 30(2018) 令和元(2019) 2(2020) 

助産師相談日 85 192 195 243 ２１６ 

来館・電話相談 151 127 507 151 １７９ 

子育て支援室 

巡回相談 
388 587 818 608 ２０６ 

訪 問 87 113 135 212 １６０ 

合 計 711 1,019 1,655 1,214 ７６１ 

 

区 分 平成28(2016) 29(2017) 30(2018) 令和元(2019) 2(2020) 

個別支援プラン作成 … … 26 34 ６３ 

        【資料：子育て支援課】 

 

イ 子育て支援室等の活動（保育園、幼稚園） 

地域においては、利用者支援専門員や、保育園や幼稚園に併設している「子育て支援室」の職員が、

子育て相談・親支援を実施しており、保護者の子育ての不安や悩みに対応している。 

このほか、保健師が公立保育園・私立保育園・私立幼稚園を定期的に巡回し、子どもの健康や発達相

談を行うとともに、必要に応じて専門支援チームが園を訪問して、園職員のスーパーバイズと親支援を

行っている。  

 

ウ 早期療育支援の活動 

   集団生活への適応や言語機能等の向上を図るため、乳幼児の発達段階や個々の特性に応じた

専門的な発達支援や相談支援を実施する。また、乳幼児健診や就学相談など、子育て・教育等

の関係機関と連携した切れ目のない支援を行っている。 
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３ 安心して子育てができる環境を充実させる 

(1) 社会全体で支える子育て環境の充実 

ア 保育園 

（単位：人・㎡） 

名  称 定  員 
入  園  児  数 

敷地面積 建物面積 
3歳未満児 3歳児 4･5歳児 計 

公立・認可 1,262 367 196 411 974 34,294.64 9,540.83 

柏  崎 160 50 25 48 123 3,688.54  1,165.18  

大  洲 60 18 11 12 41 2,063.41  483.78  

西  部 73 22 10 27 59 1,941.24  461.80  

比  角 124 53 24 47 124 2,803.87  698.21  

松  波 125 41 19 42 102 4,608.22  1,314.82  

荒  浜 40 7 5 18 30 1,632.00  379.25  

北 鯖 石 98 32 21 41 94 2,690.00  646.22  

安  田 69 21 11 26 58 2,041.00  429.12  

中  通 60 7 5 8 20 1,986.00  438.89  

高  田 98 28 16 38 82 2,554.52  489.39  

北  条 90 17 15 23 55 2,057.58  694.90  

鯖  石 40 16 2 18 36 567.39  567.39  

田  尻 149 49 30 60 139 2,057.58  819.93  

米  山 30 5 0 3 8 1,498.29  495.11  

高  柳 46 1 2 0 3 2,105.00  456.84  

私立・認可 1,237 374 212 433 1019 30,197.47 9,422.25 

こ み の 110 27 18 38 83 1,792.43  962.50  

明  照 70 23 16 27 66 875.00  500.81  

はらまち 170 50 27 60 137 2,307.00  1,094.49  

米 山 台 65 23 11 22 56 2,371.86  459.08  

なかよし 80 30 10 18 58 843.10  608.80 

剣  野 98 28 24 31 83 1,956.73  795.07 

ふ た ば 60 12 4 17 33 2,522.67  590.70  

柏崎さくら 110 44 22 41 107 4,393.17  884.44  

半  田 150 44 30 60 134 2,332.90  920.64  

枇 杷 島 116 37 19 46 102 1,891.61  733.50  

と う ぶ 88 28 16 34 78 1,761.00  492.39 

にしやま 120 28 15 39 82 7,150.00  1,379.83  

合  計 

（27か所） 
2,499 741 408 844 1,993 64,492.11 18,963.08 

【資料：保育課（令和3(２０21)年4月1日現在）】 

 

イ 幼稚園 

（単位：人） 

幼稚園数 学級数 
園  児  数 

総 数 男 女 3歳 4歳 5歳 

5 21 313 157 156 109 107 97 

【資料：企画政策課（学校基本調査 令和3(2021)年５月１日現在）】 
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ウ 放課後児童対策の充実 

児童クラブの利用状況                                                                （単位：人） 

名    称 開設年月日 

平
成
29
年
度 

(

２
０
１
７) 

30(

２
０
１
8) 

令
和
元 

 
 

 
 

 
 

(

２
０
１
9) 

 

２(

２
０
２
０) 

3 (2021) 

計 

一
年
生 

二
年
生 

三
年
生 

四
年
生 

五
年
生 

六
年
生 

比角第一児童 

クラブ（旧比角） 
平7 (1995).10.1 107 100 85 98 93 29 23 18 17 4 2 

比角第二児童 

クラブ 
平24 (2012).4.1 31 32 27 28 35 10 11 9 5 0 0 

東部児童クラブ 平7 (1995).11.1 37 47 48 47 42 14 9 10 7 2 0 

剣野第一児童 

クラブ 
平 8(1996).8.1 37 36 30 36 53 20 13 15 5 0 0 

剣野第二児童 

クラブ 
平28 (2016).4.1 51 55 53 41 58 22 15 12 6 2 1 

半田第一児童 

クラブ（旧半田） 
平 9(1997).8.1 48 48 45 48 54 16 16 14 4 3 1 

半田第二児童 

クラブ 
平22 (2010).4.1 47 36 39 43 46 14 12 15 5 0 0 

田尻第一児童 

クラブ 
平22 (2010).4.1 52 67 74 75 69 22 26 9 10 2 0 

田尻第二児童 

クラブ（旧田尻） 
平 9(1997).8.1 45 47 59 54 53 19 13 9 9 3 0 

新道児童クラブ 平10 (1998).7.1 28 31 28 35 31 8 9 8 4 1 1 

枇杷島第一児童 

クラブ（旧枇杷島） 
平11 (1999).7.1 63 73 39 41 46 16 8 12 3 7 0 

枇杷島第二児童 

クラブ 
平31（2019）.4.1 ― ― 38 36 38 11 7 13 4 3 0 

荒浜児童クラブ 平12 (2000).7.1 30 36 45 47 46 14 12 16 3 1 0 

北鯖石児童クラブ 平13 (2001).7.1 28 38 45 29 32 9 6 9 6 2 0 

日吉児童クラブ 平14 (2002).7.1 36 44 46 38 45 13 18 9 5 0 0 

柏崎児童クラブ 平14 (2002).9.1 66 81 81 92 82 20 19 19 20 2 2 

鯖石児童クラブ 平15 (2003).5.1 14 19 19 15 17 6 0 2 6 1 2 

大洲児童クラブ 平16 (2004).7.1 13 17 18 17 17 6 5 4 1 0 1 

にしやま児童 

クラブ 
平12 (2000).4.1 27 36 51 48 44 10 13 12 5 3 1 

中通児童クラブ 平  24  (2012).7.24 10 14 12 7 6 2 0 1 0 3 0 

北条児童クラブ 平  24  (2012).7.24 22 18 13 12 16 6 2 4 4 0 0 

米山児童クラブ 平25 (2015).4.1 12 11 7 6 8 0 2 1 1 3 1 

鯨波児童クラブ 平30 (2018).4.1 ― 12 17 16 10 2 0 5 1 1 1 

合    計  804 898 919 909 941 289 239 226 131 43 13 

【資料：子育て支援課（各年度５月１日現在）】 
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エ 子育て支援室（保育園、幼稚園） 

保育園・幼稚園に併設した子育て支援室で、交流の場の提供、子育て情報の提供のほか、子育て

に悩む親への子育て相談を行っている。 

 

名     称 概         要 

保育園の子育て

支援室 

柏崎保育園「おひさまルーム」、西部保育園「どんぐりルーム」、比角保育園「すまいるキッズ・

ひすみ」、北条保育園「あそびのへや「こあら」」、北鯖石保育園「バンビちゃんルーム」、松波保

育園「かんがるうのおへや」、にしやま保育園「らっこルーム」、こみの保育園「ぴょんたんのお

へや」、はらまち保育園「子育てひろばニコちゃん・くらぶ」、半田保育園「ほんわかルーム」、

とうぶ保育園「トコちゃん・くらぶ」、ふたば保育園「つくしんぼルーム」、柏崎さくら保育園「さ

くらんぼルーム」を設置し、就園前の子どもとその保護者を対象に交流の場を提供し、保護者か

らの相談に対する情報提供や助言、子育てサークルの育成などを行っている。 

幼稚園の子育て

支援室 

柏崎カトリック白百合幼稚園「にこにこルーム」、柏崎中央幼稚園「manmaのおうち」、柏崎

二葉幼稚園「たんぽぽ」、小鳩幼稚園「いっしょにあそぼ」、花ぞの幼稚園「はなちゃんルーム」

を設置し、就園前の子どもが初めて接する教育の場として、幼稚園の機能をいかした交流の場を

提供し、保護者からの相談に対する情報提供や助言、子育てサークルの育成などを行っている。 

 

オ 病児保育室 

保護者の仕事と育児の両立を支援するため、国立病院機構新潟病院内に病児保育室「ムーミンハ

ウス」、柏崎総合医療センター内に「ぴっころ」（R3.10.1）を開設している。対象は、乳幼児から小

学生までのお子さんで、病気の回復期に至っていないことから集団生活が困難であり、かつ、保護

者が勤務等の都合で家庭での保育ができない時に利用できる。 

 

カ 子どもの遊び場 

児童が健康で情操豊かに育つよう、地域ぐるみで遊び場の環境整備を推進している町内会等に対

し、経費の一部を補助している。令和２(２０２０)年度の補助金交付件数は、８件であった。 

 

キ かしわざき子ども育成基金 

市民の寄附金と市の支出金を有効に活用しながら、児童の健全育成、子育て支援の展開を図るた

め、平成１２(２０００)年４月から基金を設けた。令和３(２０２１)年３月末現在の基金総額は５

０，７８７，６８１円である。また、平成１９(２００７)年４月１日から１８歳以下の子どもたち

を対象にかしわざき子ども育成基金を活用して、かしわざきこども大学を開設している。 

 

ク 新潟県立こども自然王国 

新潟県立こども自然王国は全国で３番目に設置された宿泊施設を持つ大型児童館で平成７(１９

９５)年７月２９日にオープンした。 

この大型児童館（Ｂ型）は、豊かな自然環境に恵まれた一定の地域内に設置するもので、児童が

宿泊をしながら、自然をいかした遊びを通じて、協調性・創造性・忍耐力などを高めることを目的

とした児童館である。 

 

施設の概要 

設置場所 新潟県柏崎市高柳町高尾30-33 

設置主体 新潟県 

運営主体 柏崎市（指定管理） 

本館敷地面積 9137.3㎡ 

建物延べ面積 4266.88㎡ 

エリア面積 120,000㎡ 
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 施 設 規 模 施  設  の  内  容 利  用  状  況 

本館施設 
鉄筋コンクリート 

2階建1,991㎡ 

・宿泊室27室158人 

大部屋12室、中部屋10室、小部屋4室、 

特別室1室 

・食堂もりもり亭120席 

・会議室、浴室 

R2 (2020).4.1 

～R3 (2021).3.31 

来館者37,957人  

宿泊者 2,153人 

そ の 他 

本館施設 

鉄筋コンクリート 

平屋建678㎡ 

鉄骨造平屋建594㎡ 

 

鉄筋コンクリート 

99.47㎡ 

・研修棟 

図書室、体験学習室、集会室、研究室 

・プレイホール100人用 

・屋根付き広場200～300人用 

・マイクロバス車庫 

 

野外施設 

木造平屋建 

建物延べ面積758.88㎡ 

わんぱく広場 

 

バーベキュー広場 

キャンプ場 

 

 

 

 

河川公園 

 

駐車場 

自然観察路 

・体験工房つぶらや  277.78㎡ 

・遊具広場 20,800㎡ 

・わんぱく広場トイレ 24.64㎡ 

・東屋２棟 135.77㎡ 

・ゆめくら 120.89㎡ 

・野外炊事場 57.83㎡ 

・キャンプファイヤー兼用  200人 

・キャンプ場かまど付トイレ 54.53㎡ 

・キャンプ場ツリーハウス 2棟 27㎡ 

・15サイト 

・河川公園トイレ 20.70㎡ 

・カヌー艇庫 39.74㎡ 

・300台（共有） 

・園地等 21,042㎡ 

 

【資料：こども自然王国】 
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(2) 親子のこころと体の成長への支援 

ア 母子保健 

乳幼児の健やかな成長発達を目指し、疾病の早期発見や早期の療育支援を行っている。 

      また、子育てを取り巻く環境が多様化し、育児不安等が増加傾向にあることから、乳幼児健診にお

いて保護者の精神的な支援に取り組んでいる。 

 

母子保健事業実施状況                                                         （単位：人・％） 

区     分 
年間開催日 

（回）数 
対象者 受講（診）者 受講（診）率 

4か月児健診 17 458(0) 458(0) 100 

6か月健診（医療機関委託） － 441(0) 427(0) 96.8 

10か月健診 23 490(4) 473(4) 96.5 

1歳6か月児健診 24 548(3) 528(3) 96.4 

3歳児健診 21 495(4) 483(4) 97.6 

1歳6か月児歯科健診 22 548(1) 533 (1) 97.3 

2歳児子育て・歯科相談 10 414 62 15 

3歳児歯科健診 21 494(3) 482(3) 97.6 

※1妊婦健診 － 
393(5) 

母子健康手帳交付数 

411 (5) 

転出入あり 

5,072 

受診者延人数 

※2出産前のパパママセミナー 

（1回目） 
5 338 

51 

（うち夫同席40） 
15.1 

※2出産前のパパママセミナー 

（2回目） 
5 343 67 19.5 

※2出産前のパパママセミナー 

（3回目） 
4 258 

85 

（うち夫同席77） 
32.9 

すくすく広場（2か月児） 10 360 146 40.6 

すくすく広場（5か月児） 10 365 175 47.9 

すくすく広場（12か月児） 10 373 96 25.7 

※3助産師依頼訪問（産婦）実人数 － 396(0) 382(0) 96.5 

助産師依頼訪問（新生児等）実人数 － 402(0) 390(0) 97.0 

（ ）:再掲 東日本大震災避難者   

※コロナ感染防止のため４か月児健診は、５月～８月まで医療機関委託で個別受診とした。 

【資料：子育て支援課（令和元(2019)年4月1日から令和２(2020)年3月31日まで）】 

 

※1 妊婦一般健診 

        ・対象者：令和元(201９)年度妊娠健診受診票交付数 

        ・受診者：令和元(201９)年度に委託契約による妊婦健診延べ件数と県外受診延べ件数（償還払い含む）の合計 

※2 出産前のパパママセミナーの受講率は妻の出席者に対する受講率 

※3 助産師依頼訪問 

・対象者（産婦）：令和元(201９)年度の産婦数（東日本大震災避難者の産婦訪問実人数を含む。） 

・対象者（新生児等）：令和元(201９)年度の出生数（東日本大震災避難者の新生児訪問実人数を含む。）  
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イ 予防接種 

各種予防接種実施状況                                                              （単位：人） 

区    分 
令和２(20２０)年度分 

対象年齢 接種者数 備   考 

ＢＣＧ 生後1歳未満 440(0) 【接種券発送数】 417 

四種混合  

初回1 四種混合 

生後3～90月未満 

431(0) 
【接種券発送数】 

初回：417   

追加：457 

初回2 四種混合 441(0) 

初回3 四種混合 445(0) 

追 加 四種混合 512(1) 

ポリオ  

初回1 

生後3～90月未満 

0(0) 
H24.11～四種混合ワクチンが定期

接種となり、不活化ポリオ単独での

勧奨はしていない。 

  初回2 0(0) 

  初回3 0(0) 

  追 加 0(0) 

二種混合（小学6年生） 11歳～13歳未満 609(3) 【接種券発送数】664(3) 

麻しん風しん  

第1期 生後12～24月未満 475(3) 【接種券発送数】 

1期：457  2期：577 第2期 5～7歳未満（就学前） 556(4) 

日本脳炎  

第1期 

初回1 

生後6～90月未満 

536(4) 

【接種券発送数】 

1期：初回520  追加505  

2期：617 

初回2 526(3) 

追加  592(4) 

第2期 
9～20歳未満含 

※特例措置対象者含む 
836(2) 

Hib（ヒブ）感染症  

   初回1 

生後2～60月未満 

424(0) 
【接種券発送数】 

初回：417  追加：457 

 

  初回2 438(0) 

  初回3 454(0) 

  追 加 523(3) 

小児の肺炎球菌感染症  

  初回1 

生後2～60月未満 

422(0) 

【接種券発送数】 

初回：417  追加：457 

  初回2 432(0) 

  初回3 440(0) 

  追 加 505(3) 

水痘  

1回目 
生後12～36月未満 

475(3) 【接種券発送数】 

1回目：457  2回目：457 2回目 512(2) 

Ｂ型肝炎 

【接種券発送数】 417 
  1回目 

生後2～１２月未満 

419(0) 

  2回目 429(0) 

  3回目 446(2) 
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区    分 
令和２(20２０)年度分 

対象年齢 接種者数 備   考 

ロタウイルス感染症  

1価 
第1回 

出生6～24週 
165（0） 令和2（2020）年10月1日か 

ら定期接種として実施。 

対象者は令和2（2020）年8月 

1日以後に生まれた202人。 

市内委託医療機関は1価を使用。 

第2回 161（0） 

5価 

第1回 

出生6～32週 

0 

第2回 1 

第3回 1 

ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン（HPV） 
副反応等により、平成 25(2013)

年6月から積極的な接種勧奨を中止

している。 

  1回目 
13歳となる年度初～ 

16歳となる年度末日 

16(0) 

  2回目 8(0) 

  3回目 2(0) 

（ ）:再掲 東日本大震災避難者       

【資料：子育て支援課（令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで）】 

 

※1 対象者 

・対象者とは、予防接種法第5条1項の規定に基づく、「定期予防接種実施要綱」で対象としている者であるが、 

柏崎市では最も接種に適している「標準的接種年齢」に達する前の月に接種券を発送している。 

対象年齢に幅があるため、接種券を発送した年度に接種できない者は引き続き次年度も対象となる。また、前年度 

の未接種者が年度またぎで接種するケースもあるため、実施状況は、年度中の発送件数と接種実数とする。 

※2 日本脳炎 

・平成21 (2009)年6月以降接種が再開され、接種を差し控えていた方（H7 (1995).4.2～H19 (2007).4.1 

生）は、特例措置として20歳まで接種が可能となっている。 

・第2期は、平成25 (2013)年度から特例対象者のうち18歳の者(高校3年生に相当する年度)に勧奨を行って 

いる。 

 

ウ 早期療育 

心身や言葉の成長・発達に心配を抱える就学前の乳幼児及びその保護者を対象に、個々の発達段

階や特性に応じた専門的な発達支援や相談支援を実施している。 

 

支援状況                                                                           （単位：人） 

名    称 利用実人数 概    要 

プレー教室・ 

たんぽぽ教室 
21 

主に就園前の心身の成長・発達に心配のある乳幼児を対象に、親子で一緒に

活動する場を通して発達支援を実施 

ことばの相談室 52 
ことばの発音や吃音等の心配のある年長児と年中児を対象に、ことばの成

長・発達に必要な支援を実施 

さくらんぼ教室 54 
集団生活や対人関係等に心配のある年長児と年中児を対象に、集団生活の適

応等を図るためのグループ支援を実施 

いちご教室 14 
集団生活や対人関係等に心配のある年長児と年中児を対象に、集団生活の適

応等を図るための個別支援を実施 

保育所等訪問支援 1 
 知的障害や発達障害等の支援が必要な児童を対象に、保育所等を訪問し、集

団生活の適応を図るための専門的な助言や相談支援を実施 

キッズ・サポート 94 
 心身の成長・発達に心配のある乳幼児を対象に、幼稚園・保育園を訪問し、

集団生活への適応や個々の特性に合わせた専門的な相談支援を実施 

らっこクラブ 26 
子どもの発達や子育てに不安を抱える乳幼児の親子を対象に、子育て相談会

を実施 

【資料：子どもの発達支援課（令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで）】 
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第３節 誰もが安心できる『健やかな』暮らしをつくる 

１ 支え合いの地域づくりを進める 

(1) 地域福祉活動への理解の促進 

ア 総合福祉センター 

総合福祉センターは、高齢化社会の進行に伴い増大する高齢者の学習やスポーツ、訓練等の実践

によって生きがいを高める場、各種福祉団体の活動の場、ボランティア活動の育成・推進の場とし

て、ふれあいを通してきめ細やかな福祉を実践するための施設であり、地域福祉推進の拠点となっ

ている。 

総合福祉センターの概要 

名     称 柏崎市総合福祉センター 

設 置 主 体 柏崎市 

管理受託団体 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 

所  在  地 柏崎市豊町3番59号 

敷 地 面 積 5,427.2㎡ 

建 物 面 積 等 鉄筋コンクリート造2階建 建築面積1,105.06㎡  延床面積2,077.58㎡ 

開 所 年 月 日 昭和61(1986)年10月1日 

総 事 業 費 770,080千円（土地取得・設計・工事・附帯雑費） 

利用団体・活動 

○社会福祉協議会      ○心配ごと相談所  ○共同募金会 

○老人クラブ連合会     ○日本赤十字社   ○母子寡婦福祉やまゆり会 

○ボランティアセンター   ○保護司会      

○ボランティア連絡協議会  ○手をつなぐ育成会  

利 用 状 況 22,442人（令和2 (2020)年4月１日から令和3 (2021)年3月31日まで） 

【資料：福祉課（令和3(2021)年３月３１日現在）】 

 

イ 地域福祉計画 

地域住民、福祉関係者、ボランティア関係者、社会福祉協議会及び行政が一緒になって策定した

地域福祉計画に基づき、地域に暮らす住民一人ひとりが自分の果たすべき役割と責任を認識し、お

互いに支え合い、助け合う地域社会の実現を目指す。 

 

ウ 市民意識の高揚と参加の推進 

これからの地域社会では、ボランティアが社会的弱者への支援活動、地域づくり運動、文化活動

等の広範な分野で、主要な役割を果たしていくことが期待されている。とりわけ、高齢化社会の進

展の中、支え合って生きる地域社会をつくるためには、ボランティア人口の拡大とネットワーク化

が課題となっている。 

 

柏崎市ボランティアセンター相談件数                                                （単位：件） 

区   分 件  数 区   分 件  数 区   分 件  数 

ボランティアニーズ 31 講師紹介 0 災害・復興・除雪ボランティア 221 

 福祉教育 9 収集・物品提供 13 ボランティア講座・イベント 4 

ボランティア助成金 8 ボランティア活動 53 視察関連 0 

ＮＰＯ関連 0 ボランティア保険・登録 104 その他 1 

【資料：福祉課（令和2(2020)年４月１日から令和３(202１)年３月３１日まで）】 
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柏崎市ボランティアグループ登録数                                             （単位：団体・人） 

区   分 団 体 数 人   数 区   分 人   数 

ボランティア登録グループ 72 1,433 個人登録数 34 

【資料：福祉課(令和３(2021)年３月３1日現在）】 

 

(2) 生活困窮世帯への自立の促進 

ア 生活保護世帯の推移 

本市における保護率（令和３(２０２１)年３月）は６．９３‰で新潟県全体の９．４５‰よりも

低く、全国の１６．４‰よりも低率である。また、年間の保護世帯数は、平成２０(２００８)年度

秋以降は経済状況の悪化に伴い急激な増加に転じ、その後も増加傾向が続いている。 

保護に至る原因は社会情勢を反映して複雑・多岐にわたるが、雇用の喪失、収入減によるものに

加え、最近では年金収入の少ない高齢者が増加し、それに伴い増加する医療費と介護費が課題とな

っている。また、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の悪化に伴い、生活困窮相談や生活

保護申請の増加が懸念される。福祉事務所としては、就労支援や面接相談、嘱託医や保健師による

健康管理支援の充実を図るなど、適正な保護の実施と最低生活の保障を行い自立支援に努めるとと

もに、社会福祉協議会と連携して生活保護に至る前の生活困窮者の支援を行う。 

※ ‰（パーミル）とは１０００分の１を１とする単位をいう 

 

生活保護世帯の推移                                                          （単位：世帯・％） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

高齢者世帯 198（46.５） 203（46.7） 218（49.8） 221（50.3） 226（48.9） 

傷病障害者世帯 112（26.３） 114（26.2） 113（25.8） 115（26.2） 124（26.8） 

母子世帯 22（5.2） 22（5.0） 20（4.5） 21（4.8） 24（ 5.2） 

そ の 他 94（22.0） 96（22.1） 87（19.9） 82（18.7） 88（19.1） 

合  計 426（100.0） 435（100.0） 438（100.0） 439（100.0） 462（100.0） 

※（ ）内は構成比、各年度１か月当たりの平均                               【資料：福祉課（各年度月平均）】 

 

救護施設の開設状況 

事 業 所 名 事 業 所 の 所 在 地 運 営 主 体 

かしわ荘 畔屋194番地1 (福)柏崎刈羽福祉事業協会 

※救護施設は、身体や精神に障がいがあり、経済的な問題も含めて日常生活を送るのが困難な人たちが 

生活するための生活保護法に基づく「保護施設」                                            【資料：福祉課】 

 

生活困窮者自立支援事業の状況（単位：件） 

区  分 令和２（2020）年度 

自立相談支援事業相談件数 450 

新規支援プラン作成件数  9 

住 居 確 保 給 付 金  6 

就労準備支援事業利用件数 2 

家計改善支援事業利用件数 53 

子どもの学習・生活支援事業利用件数 

     訪問型24人 

集合型（長期休業期間） 延115人 

※新型コロナウイルス感染症の影響により7月まで中止 

【資料：福祉課（令和3(2021)年3月31日現在）】 
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２ 高齢者が安心して暮らせる環境を充実させる 

本市は、国の高齢化率を相当上回る勢いで高齢化が進んでおり、高齢者に対する社会的処遇が重要な課

題となっている。このため、国・県施策の積極的導入と市独自の施策の推進を図っている。 

 

高齢化率の推移                                                                     （単位：％） 

区  分 平成12(2000) 17(2005) 22(2010) 27(2015) 令和2(2020) 

(旧) 柏 崎 市 22.0 

25.4 27.2 30.8 33.8 
(旧) 高 柳 町 43.5 

(旧) 西 山 町 30.2 

柏崎市計 23.1 

【資料：国勢調査】 

 

(1) 在宅生活を支える体制づくりの推進 

ア 介護保険 

我が国は、いまだ経験したことのない高齢社会を迎え、寝たきりや認知症などで介護を必要とす

る高齢者が増えている中、核家族化や介護者の高齢化で家庭での介護力の低下が深刻化している。 

そこで、家族中心の介護を社会全体で支え合い、誰もが安心して暮らせる社会とするために、新

たな社会保障制度として平成１２(２０００)年４月から介護保険制度が導入された。 

 

(ｱ) 被保険者の状況 

（単位：人） 

区   分 
被保険 

者数 

うち要介

護(支援) 

認定者数 

要  介  護  度  区  分 

要支援

１ 

要支援

２ 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 

平成28年度 

(2016) 
27,288 5,771 605 848 1,046 1,151 826 676 619 

29  

(2017) 
27,536 5,777 526 730 1,122 1,250 876 688 585 

30 

 (2018) 
27,696 5,852 576 758 1,208 1,236 841 641 592 

令和元 

(2019) 
27,709 5,848 618 780 1,219 1,197 813 675 546 

   2 

(2020) 
27,663 5,614 553 711 1203 1,115 791 718 523 

 第１号 

被保険者 
27,663 5,512 544 690 1,191 1,092 771 711 513 

 

 

前期高齢者 

（65～74歳） 
13,319 572 57 101 105 119 57 72 61 

 後期高齢者 

（75 歳以上） 
14,344 4,940 487 589 1,086 976 714 639 452 

 第２号 

被保険者 
 102 9 21 12 23 20 7 10 

【資料：介護高齢課（各年度3月31日）】 

※要介護（支援）認定者数は、第1号被保険者（65歳以上）及び第２号被保険者（40歳から64歳まで）における 

要介護（支援）認定者の合計値 
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(ｲ) 介護保険サービスの利用状況 

介護保険は、たとえ介護が必要になったとしても、住み慣れた家庭や地域の中で自立した生活

を送るために必要な福祉サービスや医療サービスを総合的に利用したり、自宅での生活が困難な

場合には、施設サービスを利用したりできるようにするもので、介護保険制度実施以降のサービ

スの利用状況は、以下のとおりである。 

 

居宅サービス利用状況                                                    （単位：人・回・日） 

区    分 
平成30年度 

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

 (2020) 

訪問介護 
実利用者数 631 632 598 

延利用回数 10,639 11,246 10,443 

訪問入浴介護 
実利用者数 39 41 45 

延利用回数 179 183 190 

訪問看護 
実利用者数 410 445 471 

延利用回数 1,902 2,007 2,205 

訪問リハビリテーション 
実利用者数 17 16 16 

延利用回数 131 128 132 

通所介護 
実利用者数 1,409 1,394 1,305 

延利用回数 9,701 9,832 9,202 

通所リハビリテーション（デイケア） 
実利用者数 100 88 79 

延利用回数 640 570 507 

短期入所生活介護（ショートステイ） 
実利用者数 690 704 617 

延利用日数 4,463 4,558 4,343 

短期入所療養介護 
実利用者数 11 11 5 

延利用日数 72 82 41 

福祉用具貸与 利用者数  1,864 1,877 1,840 

特定施設入居者生活介護 

（有料老人ホーム） 
利用者数  254 272 282 

居宅介護支援・介護予防支援 

（ケアプラン作成） 
利用者数  2,567 2,568 2,479 

【資料：介護高齢課（各年度月平均）】 

 

施設サービス利用状況                                                           （単位：人） 

区    分 平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020) 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 648 619 637 

介護老人保健施設 307 303 294 

介護療養型医療施設  10 11 7 

介護医療院 0 1 16 

【資料：介護高齢課（各年度月平均）】 

※介護医療院は平成30（2018）年4月から新設 
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地域密着型サービス利用状況                                              （単位：人・回・日） 

区    分 
平成30年度 

(2018) 

令和元  

(2019) 

2  

(2020) 

認知症対応型通所介護 
実利用者数 22 20 20 

延利用回数 204 193 190 

小規模多機能型居宅介護 
実利用者数 303 297 299 

延利用日数 6,393 6,009 6,024 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

実利用者数 184 192 193 

延利用日数 5,399 5,631 5,683 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 

（小規模な特別養護老人ホーム） 

実利用者数 58 57 58 

延利用日数 1,691 1,694 
1,672 

地域密着型通所介護 
実利用者数 256 273 244 

延利用回数 1,736 1,844 1,624 

看護小規模多機能型居宅介護 
実利用者数 ー  7 19 

延利用日数 ―  167 366 

※看護小規模多機能型居宅介護は令和元（2019）年6 月に開設   【資料：介護高齢課（各年度月平均）】 

 

(ｳ) 介護給付費の給付状況 

（単位：千円） 

区    分 
平成30年度 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 
備   考 

給付費総額 
年 8,048,767 8,138,405 8,239,178 

 
月平均 670,731 678,200 686,598 

 

居宅介護（予防）サービス給付費 

（訪問介護、通所介護、短期入所ほか） 

年 2,807,839 2,887,942 2,844,252 
 

月平均 233,987 240,662 237,021 

施設介護サービス給付費 

（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設） 

年 2,853,495 2,805,433 2,916,280 
 

月平均 237,791 233,786 243,023 

地域密着型介護（予防） 

サービス給付費 

年 1,508,682 1,564,745 1,593,192 
 

月平均 125,724 130,396 132,766 

福祉用具購入費（償還払） 
年 9,256 8,888 9,455 令和2 (2020) 

年度  384件 月平均 771 740 788 

住宅改修費（償還払） 
年 19,433 21,858 20,844 令和2(2020) 

年度 252件 月平均 1,619 1,822 1,737 

居宅介護（予防）サービス計画費 
年 380,114 375,107 368,050 

 
月平均 31,676 31,259 30,671 

審査支払手数料 
年 4,820 4,847 4,691 

 
月平均 402 404 391 

高額介護（予防）サービス費・ 

高額医療合算介護（予防）サービス費 

年 147,322 167,740 176,604 
 

月平均 12,277 13,978 14,717 

特定入所者介護（予防）サービス費 
年 317,806 301,845 305,810 

 
月平均 26,484 25,153 25,484 

【資料：介護高齢課】 
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(ｴ) 介護保険料 

65歳以上の介護保険料の賦課徴収状況                                         （単位：円・％） 

区   分 調定額 構成比 収納額 収納率 

平成30年度 

(2018) 

現年度分 
特別徴収 1,840,107,200 94.3 1,841,995,900 

99.8 
普通徴収 111,533,600 5.7 105,213,350 

滞納繰越分 19,271,525  5,050,716 26.2 

合 計 1,970,912,325  1,952,259,966 99.1 

令和元 

(2019) 

現年度分 
特別徴収 1,809,210,200 94.4 1,809,952,100 

99.7 
普通徴収 108,236,700 5.6 102,413,018 

滞納繰越分 19,291,992  3,837,126 19.9 

合 計 1,936,738,892  1,916,202,244 98.9 

2 

(2020) 

現年度分 
特別徴収 1,772,623,600 94.2 1,773,503,600 

99.8 
普通徴収 109,738,900 5.8 104,593,780 

滞納繰越分 19,695,948  3,717,803 18.9 

合 計 1,902,058,448  1,881,815,183 98.9 

※収納額には、還付未済額を含む。                         【資料：介護高齢課】 

 

(ｵ) 介護保険サービス事業者の状況 

（単位：か所） 

区              分 事業所数 

訪問介護 14 

訪問入浴介護 2 

訪問看護 ７ 

訪問リハビリステーション 1 

通所介護 1７ 

通所リハビリテーション（デイケア） 1 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護（ショートステイ） 11 

介護老人保健施設、短期入所療養介護（ショートステイ） 2 

特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム） 6 

居宅介護支援 ２３ 

認知症対応型通所介護 ３ 

小規模多機能型居宅介護 12 

看護小規模多機能型居宅介護 1 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 11 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模な特別養護老人ホーム） 2 

地域密着型通所介護 7 

【資料：介護高齢課（令和3(20２1)年3月31日現在）】 
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イ 地域支援事業 

        介護保険法改正に伴い、平成２９(２０１７)年４月から介護予防訪問介護及び介護予防通所介

護を地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）に移管し、旧介護予防事業と併せて取組

を開始した。 

(ｱ) 介護予防・生活支援サービス事業 

 （単位：人・件／年） 

区    分 平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020） 

訪問型サービス 
実利用者数 266 257 261 

延べ件数 2,238 2,244 2,153 

通所型サービス 
実利用者数 494 534 514 

延べ件数 4,125 4,544 4,236 

【資料：介護高齢課】 

 

(ｲ) 一般介護予防事業（旧：介護予防事業） 

（単位：回・人） 

区    分 平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020) 

健康教育・健康相談 
実施回数 309 173 63 

人数 4,243 2,974 834 

介護予防教室 
実施回数 566 486 526 

人数 17,280(415) 14,047(398) 11,310(429) 

コツコツ貯筋体操普及 
回数 11,168 10,778 5,569 

人数 124,066(3,692) 121,445(3,941) 77,748(3,076) 

高齢者運動サポーター 
回数 12,583 11,407 7,987 

登録者数 301 287 296 

くらしのサポートセンター 

（地域型） 

3月期 

登録者数 
711 780 760 

人数 24,067 21,901 15,180 

※（ ）内は実人数                               【資料：介護高齢課】 

 

くらしのサポートセンター開設状況 

地区名 施  設  名 実 施 主 体 開 設 年 月 日 

谷 根 谷根ひだまりの家 谷根町内会 平成 8 (1996)年11月1日 

北 条 ぬくもりの家 北条ぬくもりの家運営協議会 平成 9 (1997)年11月4日 

比 角 比角ふれあいホーム 比角福祉の会 平成10 (1998)年9月2日 

荒 浜 荒浜アットホーム 荒浜町内会 平成11 (1999)年6月29日 

野 田 のぎくの里 野田地区町内会長会 平成11 (1999)年11月24日 

南鯖石 南鯖石かたこの里 
南鯖石くらしのサポートセンター 

運営協議会 
平成12 (2000)年4月27日 

北鯖石 北鯖石いつわ 北鯖石福祉協議会 平成12 (2000)年10月31日 

大 洲 さくらホーム さくらホーム大洲運営委員会 平成13 (2001)年11月6日 

上 条 たこうちの里 たこうちの里運営委員会 平成14 (2002)年7月1日 

中 央 はまなす はまなす運営委員会 平成14 (2002)年10月1日 

枇杷島 びわの家 枇杷島コミュニティ振興協議会福祉部 平成14 (2002)年11月1日 

中 通 だいにちの里 くらしのサポートセンターだいにちの里 平成15 (2003)年6月1日 

鵜 川 山ゆりの里 鵜川区長協議会 平成16 (2004)年7月1日 

中鯖石 十和の里 
中鯖石地区くらしのサポートセンター 

運営協議会 
平成16 (2004)年7月2日 
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地区名 施  設  名 実 施 主 体 開 設 年 月 日 

剣 野 
くらしのサポート 

センター剣野の里 

剣野コミュニティ振興協議会 

くらしのサポートセンター剣野の里 
平成16 (2004)年11月5日 

別 俣 別俣の郷 
くらしのサポートセンター別俣の郷 

運営協議会 
平成17 (2005)年7月1日 

高 田 みゆきの里 高田地区町内会長会 平成19 (2007)年7月2日 

田 尻 よつわ 田尻地区町内会長会 平成21 (2009)年7月6日 

高 柳 和(なごみ) 
高柳地区くらしのサポートセンター 

運営協議会 
平成26 (2014)年5月7日 

西中通 にしなかの郷 
西中通地区くらしのサポートセンター 

運営協議会 
平成28 (2016)年8月17日 

松 波 すず風の家 松波くらしのサポートセンター運営委員会 令和 3 (2021)年7月1日 

【資料：介護高齢課（令和3(2021)年7月1日現在）】 

 

(ｳ) 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

市内７か所に地域包括支援センターを設置し、高齢者が健やかに住み慣れた地域で生活してい

けるよう、ニーズや状態の変化に応じた様々なサービスが提供されるよう支援している。 

 

地域包括支援センター設置状況 

名     称 委  託  法  人 住     所 

柏崎市中地域包括支援センター 
新潟県厚生農業協同組合連合会 

柏崎総合医療センター 
柏崎市田塚一丁目8番1号 

柏崎市東地域包括支援センター 
医療法人立川メディカルセンター 

柏崎厚生病院 
柏崎市大字善根6769番地1 

柏崎市西地域包括支援センター 

まちなか 

社会福祉法人 

柏崎市社会福祉協議会 
柏崎市西本町一丁目4番38号 

柏崎市西地域包括支援センター 

あかさかやま  

社会福祉法人 

柏崎市社会福祉協議会 

柏崎市赤坂町４番５６号 

赤坂山デイサービスセンター内 

柏崎市南地域包括支援センター 社会福祉法人 泚山会 
柏崎市大字佐水3140番地 

いこいの里内 

柏崎市北地域包括支援センター 

はらまち 

社会福祉法人 

柏崎刈羽福祉事業協会 

柏崎市原町4番23号 

なごみ荘内 

柏崎市北地域包括支援センター 

にしやま 

社会福祉法人 

柏崎刈羽福祉事業協会 
柏崎市西山町鬼王155番地1 

【資料：介護高齢課（令和3(20２1)年3月31日現在）】 

 

地域包括支援センター活動実績                                                （単位：人・件） 

区  分 

総 合 相 談 権 利 擁 護 ケアマネ支援 介護予防支援 
介護予防 

ケアマネジメント 

実人数 延人数 
新規 

件数 
延件数 

困難事例 

新規件数 
延件数 包 括 委 託 包 括 委 託 

平成29年度 

(2017) 
3,804 5,107 170 1,411 122 706 4,409 1,893 1,792 474 

30 

(2018) 
4,140 5,396 201 1,341 77 696 3,090 1,226 2,933 903 

令和元 

(2019) 
4,077 4,605 162 1,486 58 655 2,892 1,571 2,878 1,153 

2 

(2020) 
4,054 4,692 167 1316 46 434 2,756 1,708 2,617 1,146 

【資料：介護高齢課】 

        ※総合相談実績には訪問による相談・支援の件数を含む。（集計方法を変更）      

※介護予防支援は、平成２９(２０１７)年以降、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、 

一部の対象者については介護予防ケアマネジメントに移行した。 
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 (ｴ) 包括的支援事業（社会保障充実分） 

生活支援体制整備事業                                                        （単位：回・人） 

区    分 
平成29年度 

(2017) 

30  

(2018) 

令和元  

(2019) 

令和2 

(2020) 

生活支援コーディ 

ネーター 

人数 3 5 5 5 

活動数（半日１回） 1,112 2,295 2,114 1,790 

くらしのサポート 

センターえきまえ 

日数 241 241 237 241 

人数 4,157 6,988 6,233 2,251 

くらしの 

サポーター育成 

新規養成 80 11 0 62 

累計人数 141 152 152 214 

【資料：介護高齢課】 

 

       (ｵ) 任意事業 

認知症サポーター養成講座                                                    （単位：回・人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

(2020) 

開催回数 27 32 40 30 8 

養成人数 622 655 952 545 206 

【資料：介護高齢課】 

 

成年後見制度利用支援事業                                                        （単位：件） 

区    分 
平成29年度 

(2017) 

30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

2 

(2020) 

成年後見制度の市長申立 0 8 2 0 

成年被後見人等が成年後見人等に 

対して支払う報酬に係る助成 
2 6 8 ６  

【資料：介護高齢課】 

 

ウ 高齢者福祉 

(ｱ) 在宅福祉サービス 

高齢者生活支援短期入所事業                                                  （単位：人・日） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

利用延べ人数 0 0 4 0 2 

利用延べ日数 0 0 32 0 6 

【資料：介護高齢課】 

 

緊急通報装置                                                                    （単位：台） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

緊急通報装置 254 271 270 268 288 

【資料：介護高齢課】 

 

高齢者向け安心住まいる整備補助事業                                        （単位：件・千円） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

補 助 件 数 5 4 7 5 1 

補 助 金 額 865 580 1,220 1,050 225 

【資料：介護高齢課】 
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ふれあい給食サービス事業                                                    （単位：人・食） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

(2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

利 用 者 数 275 285 260 213 167 

配 食 数 48,520 52,389 50,741 42,326 35,312 

【資料：介護高齢課】 

 

紙おむつ購入費助成事業                                                    （単位：人・千円） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30  

(2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

対 象 者 数 1,443 1,496 1,561 1,587 1,532 

助成券利用総額 36,318 37,442 38,904 39,305 38,287 

【資料：介護高齢課】 

 

結の里利用状況                                                                  （単位：人） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

 (2019) 

2 

（2020） 

入 居 者 数  24 21 21 20 21 

【資料：介護高齢課（各年度3月31日現在）】 

 

ひだまり利用状況                                                               （単位：人） 

区   分 
平成28年度 

(2016) 

29  

(2017) 

30 

 (2018) 

令和元 

(2019) 

2 

（2020） 

入 居 者 数  3 2 １ 0 0 

【資料：介護高齢課（各年度3月31日現在）】 

 

 (ｲ) 施設サービス 

老人福祉施設設置状況 

 設 置 主 体 所  在  地 開設年月日 

養護老人ホーム 

 御山荘 社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 大字上田尻3960-1 平成20 (2008).4.1 

高齢者生活支援施設 

 結の里 柏崎市 高柳町岡野町1801 H25 (2013).10.1 

高齢者用冬期共同住宅 

 ひだまり 柏崎市 高柳町岡野町711-1 H15 (2003).11.1 

ケアハウス 

 ケアハウスしおかぜ 社会福祉法人 柏崎刈羽福祉事業協会 北園町21-19 H12 (2000).9.1 

【資料：介護高齢課（令和３(2021)年3月31日現在）】 

 

(2) 生きがいづくりと地域社会交流 

ア シルバー人材センター 

臨時・短期的な就業先を希望する高齢者に対し、地域社会に密着した仕事を提供する団体として

昭和５５(１９８０)年に発足し、６０歳以上の高齢者の能力をいかした健康で生きがいのある生活

の実現と、活力ある地域づくりに大きな役割を果たしている。また、平成８(１９９６)年１１月に

拠点である館が開所した。 
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シルバー人材センターの状況                                             （単位：人・件・千円） 

区   分 会 員 数 受 注 件 数 就業延人員 受注金額 （うち公共分） 

平成28(2016)年度 1,203 8,991 84,557 374,303 83,107 

29(2017) 1,210 8,481 79,212 350,399 77,252 

30(2018) 1,278 9,354 84,510 374,773 88,908 

令和元(2019) 1,313 8,807 82,039 375,527 91,309 

2(2020) 1,337 8,185 77,057 345,810 86,438 

【資料：介護高齢課（各年度3月31日現在）】 

 

イ 老人クラブ 

会員の親睦や自らの健康と教養の向上と共に地域社会の交流を図るため、地区や町内ごとに老人

クラブが結成されている。 

 

老人クラブの状況                                                            （単位：人・％） 

区   分 ク ラ ブ 数 会  員  数 60歳以上人口 老人クラブ加入率 

平成28(2016)年度 76 4,085 33,683 12.1 

29(2017) 72 3,803 33,663 11.3 

30(2018) 68 3,497 33,719 10.4 

令和元(2019) 64 3,237 33,659 9.6 

2(2020) 61 3,012 33,495 9.0 

【資料：介護高齢課（各年度3月31日現在）】 

 

ウ 老人ワークルーム 

老人相互の連帯と交流を深めるとともに、老人の生きがい対策の推進を図るために設置され、高

齢者の趣味や生きがいづくり、交流の場となっている。 

 

老人ワークルーム設置状況 

施   設   名 所   在   地 開設年月日 

白 竜 会 館              四谷一丁目1-40 昭和51 (1976)年4月1日 

喬 柏 会 館              西本町三丁目6-26 昭和56 (1981)年1月1日 

【資料：介護高齢課】 
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３ 障がいがあっても、自分らしく暮らせる環境を充実させる 

(1) 日常生活や社会活動への支援の充実 

ア 障がい者の状況 

身体障害者手帳所有者は減少傾向にある一方で、知的や精神に障がいがあり、長期にわたって日

常生活や社会生活に何らかの制約を受けている障がい者の割合は増加傾向にある。 

 

身体障害者手帳所有者の状況                                                      （単位：人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

視   覚 203 201 197 200 195 

聴   覚 394 393 386 369 356 

言   語 29 31 26 32 34 

肢体不自由 1,975 1,891 1,835 1,765 1,711 

内部障害  765 753 773 774 794 

合  計 3,366 3,269 3,217 3,140 3,090 

【資料：福祉課（各年度３月３1日現在）】 

 

療育手帳所有者の状況                                                            （単位：人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

重   度 286 290 286 288 288 

中 軽 度 431 436 459 459 475 

合  計 717 726 745 747 763 

【資料：福祉課（各年度３月３1日現在）】 

 

精神障害者保健福祉手帳所有者の状況                                              （単位：人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

１   級 71 72 84 88 91 

２   級 541 544 588 638 676 

３   級 70 71 75 74 67 

合  計 682 687 747 800 834 

【資料：福祉課（各年度３月３1日現在）】 

 

イ 市が独自に実施するサービスの状況 

福祉タクシー利用料金助成                                                （単位：人・枚・円） 

区  分 利 用 者 数 延 利 用 枚 数 一人当たり利用枚数 助  成  額 

平成28(2016)年度 817 18,350 22.4 9,175,000 

29(2017) 771 17,263 22.3 8,631,500 

30(2018) 737 16,261 22.1 8,130,500 

令和元(2019) 767 16,290 21.2 8,145,000 

 2(2020) 677 15,294 22.6 7,647,000 

【資料：福祉課（各年度3月31日現在）】 
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精神障害者入院医療費助成事業                                                    （単位：人） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

助成実人数 182 180 157 124 119 

助成件数  1,220 1,149 970 902 788 

助成総額  9,530,368 9,050,044 7,663,083 7,089,245 6,242,412 

【資料：福祉課】 

 

精神障害者作業所通所交通費助成事業                                       （単位：人・件・円） 

区  分 
平成28年度 

(2016) 

29 

 (2017) 

30 

 (2018) 

令和元  

(2019) 

2 

（2020） 

助成実人数 0 0 0 0 1 

助成件数  0 0 0 0 4 

助成総額  0 0 0 0 1,900 

【資料：福祉課】 

 

ウ 障がい福祉サービスの整備状況 

 (ｱ) 障害支援区分別の認定状況 

障害支援区分とは、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて、必要とさ

れる標準的な支援の度合を総合的に示すものであり、介護給付についてのみ認定を行う。 

 

（単位：人） 

区   分 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 合   計 

平成30(2018)年度 27 96 67 35 60 155 440 

令和元(2019) 17 95 62 38 57 150 419 

2(2020) 20 90 63 41 64 149 427 

【資料：福祉課（各年度3月31日現在）】 
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(ｲ) 障がい福祉サービス等の利用状況 

（単位：人） 

区  分 サ ー ビ ス の 種 類 

平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020) 

支  給 

決定者数 

3  月 

利用者数 

支  給 

決定者数 

3  月 

利用者数 

支  給 

決定者数 

3  月 

利用者数 

介護給付 

居宅介護 110 94 102 85 104 88 

重度訪問介護 6 1 6 0 6 1 

行動援護 10 9 10 8 11 8 

同行援護 19 14 22 14 24 14 

療養介護 56 54 58 55 57 55 

短期入所 84 21 78 15 82 18 

生活介護 214 204 208 195 209 201 

施設入所支援 118 118 113 113 113 112 

訓練等給付 

自立訓練（機能訓練） 3 3 1 1 4 2 

自立訓練（生活訓練） 8 8 7 6 6 6 

宿泊型自立訓練 8 8 6 6 5 5 

就労移行支援 14 13 9 9 6 6 

就労継続支援（A型） 15 14 15 14 15 14 

就労継続支援（Ｂ型） 177 164 203 197 213 202 

共同生活援助 

（グループホーム） 
95 95 92 91 10 10 

就労定着支援 9 9 11 11 92 90 

障害児通所 

給付 

児童発達支援 125 45 124 38 129 32 

放課後等デイサービス 65 55 57 32 59 47 

保育所等訪問支援 1 0 1 0 0 0 

地域生活 

支援事業 

移動支援 127 63 109 32 99 34 

日中一時支援 110 66 111 54 104 63 

地域活動支援センター 

（Ⅱ型） 
56 39 52 36 36 26 

訪問入浴サービス 2 2 2 2 2 2 

 合   計 1,432 1,099 1,397 1,014 1,386 1,036 

【資料：福祉課（各年度3月31日現在）】 

 

 (ｳ) 相談支援事業（委託相談）の対応件数 

（単位：人） 

事 業 所 名 平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020) 

茨内地域生活支援センター 1,545 1,744 1,919 

障がい児(者)生活支援センター  

ふくし・ぱーとなー 
415 328 

176 

元気館障害者デイサービスセンター 190 470 401 

相談支援事業所おうぎまち 140 274 101 

相談支援事業所 ふらぽーと秋桜 171 350 357 

合  計 2,461 3,166 2,954 

【資料：福祉課（各年度3月31日現在）】 
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(ｴ) 地域活動支援センター事業の利用状況 

（単位：人） 

事業名 
平成30(2018)年度 令和元(2019) 2(2020) 

登録者数 延利用者数 登録者数 延利用者数 登録者数 延利用者数 

Ⅰ型（障害者地域活動 

支援センター事業） 
51 4,313 55 4,256 55 5,284 

Ⅲ型 

（小規模作業所事業） 
12 2,083 7 1,910 8 1,084 

事業名 支給決定者数 延利用者数 支給決定者数 延利用者数 支給決定者数 延利用者数 

Ⅱ型（障害者 

デイサービス事業） 
56 2,821 52 2,797 36 1,626 

【資料：福祉課（各年度3月3１日現在）】 

 

(ｵ) 障がい福祉サービス事業所等の状況 

（単位：か所） 

法定の障害福祉サービス  事 業 所 数 

訪 問 系 サ ー ビ ス  

居 宅 介 護 6 

重 度 訪 問 介 護  6 

同 行 援 護 4 

行 動 援 護 2 

短 期 入 所 5 

日中活動系サービス 

療 養 介 護 1 

生 活 介 護 8 

自立訓練（機能）  1 

自立訓練（生活）  2 

宿 泊 型 自 立 訓 練  1 

就 労 移 行 支 援  2 

就労継続支援（A 型） 1 

就労継続支援（Ｂ型） 9 

就 労 定 着 支 援  2 

居 住 系 サ ー ビ ス  共 同 生 活 援 助  16 

障 害 者 支 援 施 設  施 設 入 所 支 援  3 

福祉型障害児入所施設 障 害 児 入 所 支 援  1 

障 害 児 通 所 支 援  

児 童 発 達 支 援  3 

放課後等デイサービス 5 

保育所等訪問支援  1 

相 談 支 援 計 画 相 談 等 6 

地 域 生 活 支 援 事 業 事 業 所 数 

相談支援（委託相談） 5 

移 動 支 援 3 

地域活動支援センター 3 

日 中 一 時 支 援  8 

訪問入浴サービス  2 

【資料：福祉課（令和3(2021)年３月３1日現在）】 
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(ｶ-1) 相談支援事業所（障がい福祉に関する相談、情報提供等の支援）の開設状況 

事 業 所 名  事 業 所 の 所 在 地  運 営 主 体  

茨内地域生活支援センター 茨目1260番地1 (医)立川メディカルセンター 

障がい児(者)生活支援センター  

ふくし・ぱーとなー 
豊町3番60号 (福)たいよう福祉会 

相談支援事業所おうぎまち 扇町3番59号 (福)柏崎市社会福祉協議会 

柏崎市早期療育事業 元気館 栄町18番26号 柏崎市 

元気館障害者デイサービスセンター 栄町18番26号 
(福)柏崎刈羽ミニコロニー 

 【サテライト相談窓口】みにころ 東本町一丁目5番15号ﾌｫﾝｼﾞｪ地下 

相談支援事業所 ふらぽーと秋桜 半田一丁目2番３３号 (福)こすもすの会 

【資料：福祉課（令和3(2021)年３月３1日現在）】 

 

(ｶ-2)  障がい福祉サービス事業所（訪問系、日中活動系、短期入所）の開設状況 

事 業 所 名  事 業 所 の 所 在 地  運 営 主 体  

柏崎市社会福祉協議会  

居宅介護事業所 
扇町3番37号 

(福)柏崎市社会福祉協議会 

かしわハンズ 宝町2番11号 

独立行政法人国立病院機構 新潟病院 赤坂町3番52号 
(独)国立病院機構新潟病院 

たんぽぽ 赤坂町3番52号 

ロングラン 錦町5番20号 

(福)ロングラン 

Ｆステーション 錦町5番20号 

アトリエぽっけ 東本町三丁目7番31号 

ここ・はうす 四谷一丁目14番37号 

くるーる 四谷一丁目14番37号 

くるーる2 錦町5番20号 

カフェみるく 錦町5番20号 

元気館障害者デイサービスセンター 栄町18番26号 

(福)柏崎刈羽ミニコロニー 

松波の里 松波四丁目8番18号 

松風の里 松波四丁目8番8号 

さざなみ学園 松波四丁目12番81号 

にしやまの里 西山町鬼王110番地1 

米山自在館 茨目2043番地 (福)晴真会 

こすもす作業所 豊町3番10号 
(福)こすもすの会 

半田里庵こすもす 半田一丁目2番33号 

たいようＳＯＣＩＯセンター 豊町3番5号 (福)たいよう福祉会 

ワークステージ「喫茶めぐ」 松波二丁目2番39号 (NPO)ワークステージ 

柏崎市早期療育事業 元気館 栄町18番26号 柏崎市 

アースサポート柏崎 横山1959番地１ (株)アースサポート 

SOMPOケア柏崎松波訪問介護 松波二丁目4番20号 (株) SOMPOケア 

With You 三和町９番７号 
(株) With You 

Ｂｅ With You 藤井1995番地2 

ニチイケアセンター柏崎長浜 長浜町6番43号西江ビル202 (株)ニチイ学館 
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(ｶ-3) 障がい福祉サービス事業所（居住系（グループホーム））の開設状況 

住 居 名 住 所 運 営 主 体 

こすもす荘 松波三丁目4番27号 (福)こすもすの会 

米山荘 松波三丁目3番16号 
(福)晴真会 

よねやまホーム 茨目2043番地 

たいようホーム 四谷二丁目4番3号 
(福)たいよう福祉会 

あっとホーム 小倉町10番14号 9号棟 

風ｓｕｎホーム 松波四丁目5番10号 

(福)柏崎刈羽ミニコロニー 

なぎさホーム 松波四丁目2番56号 

風の丘ホーム 藤元町26番4号 

あらはまホーム 荒浜三丁目6番2号 

なかはまホーム 中浜一丁目3番5号 

やまもとホーム 山本326番地43 

ここ・はうす 四谷一丁目14番37号 

(福)ロングラン 
ここ・はうす まきはら 槙原町3番2号 

ここ・はうす西港A棟 西港町２番６号 

ここ・はうす西港B棟 西港町２番７号 

 

(ｶ-4) 障がい福祉サービス事業所（施設入所）の開設状況 

事 業 所 名 事 業 所 の 所 在 地 運 営 主 体 

松波の里 松波四丁目8番18号 

(福)柏崎刈羽ミニコロニー 松風の里 松波四丁目8番8号 

さざなみ学園 松波四丁目12番81号 

【資料：福祉課（令和３(2021)年３月３1日現在）】 

※松波の里、松風の里は、障害者総合支援法に基づく「障害者支援施設」      

※さざなみ学園は、「障害者支援施設」と児童福祉法に基づく「障害児入所施設」の併設型施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























